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平成22年（第３回）山鹿市議会６月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成22年６月７日（月曜日）午前10時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 表彰状の伝達 

第４ 議案第54号 専決処分の承認を求めることについて 

         （山鹿市税条例の一部を改正する条例） 

   議案第55号 専決処分の承認を求めることについて 

         （山鹿市都市計画税条例の一部を改正する条例） 

   議案第56号 専決処分の承認を求めることについて 
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   議案第57号 専決処分の承認を求めることについて 

         （山鹿市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例） 

   議案第58号 専決処分の承認を求めることについて 

         （平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第１号）） 

   議案第59号 山鹿市税特別措置条例の一部を改正する条例 

   議案第60号 山鹿市鹿央農産物加工施設条例の一部を改正する条例 

   議案第61号 山鹿市鹿北竹加工学習施設条例の一部を改正する条例 

   議案第62号 山鹿市鹿北ふれあい会館条例の一部を改正する条例 
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   報告第９号 山鹿市土地開発公社の経営状況の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（29名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   
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30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

欠席議員（１名） 

３番  藤 本 芳 雄 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副 市 長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

市 民 福 祉 部 長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 長     潮 﨑 昭 二 君   

商 工 観 光 部 長     三 森 兄 臣 君   

建 設 部 長     緒 方 淳 一 君   

環 境 部 長     宮 本 榮次郎 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長     倉 原 謙 治 君   

総 務 部 次 長     本 多 隆 文 君   

市民福祉部次長     有 働   博 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

水 道 局 長     富 安   豪 君   

病院事務部事務次長     田 上 信 博 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

財 政 課 長     木 下   実 君   

税 務 課 長     奥 村 正 文 君   

福 祉 課 長     山 内 敏 雄 君   

農 林 振 興 課 長     金 光 一 誠 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

観 光 課 長     早 田 順 二 君   

建 設 課 長     宮 崎 錦 也 君   

   監査事務局長兼選管事務局長       緒 方   栄 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長     渡 邊 義 明 君   
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議 事 係 長     中 村 武 志 君   

書 記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開会 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   ただいまから平成22年（第３回）山鹿市議会６月定例会を開会いたします。 

   直ちに本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（横手啓介君） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において家入憲隆議員、

高野誠二議員を指名いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 会期の決定 

○議長（横手啓介君） 

   日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から６月23日までの17日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

ご異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第３ 表彰状の伝達 

○議長（横手啓介君） 

   日程第３、表彰状の伝達を行います。 

去る５月26日、東京日比谷公会堂におきまして、第86回全国市議会議長会定期総

会が開催されました。その際、議員在職15年以上の表彰を森久雄議員、藤原弘議員、

高野誠二議員が受賞されますとともに、不肖、私、横手も受賞いたしました。よっ

て、本日その表彰状の伝達を行います。受賞者の方々は演壇の方へお願いいたしま

す。 
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○議長（横手啓介君） 
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［表彰状、記念品贈呈、拍手］ 

○議長（横手啓介君） 
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［表彰状、記念品贈呈、拍手］ 
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○議長（横手啓介君） 
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［表彰状、記念品贈呈、拍手］ 

○副議長（森川昭彦君） 
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（代読） 

［表彰状、記念品贈呈、拍手］ 

○議長（横手啓介君） 

   受賞者の方々には、まことにおめでとうございました。これをもちまして、表彰

状の伝達を終わります。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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日程第４ 議案第54号～議案第69号 

     報告第４号～報告第９号 

○議長（横手啓介君） 

   日程第４、議案第54号から報告第９号までの全案件を一括議題といたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

議案第54号 専決処分の承認を求めることについて（山鹿市税条例の一部を改正す

る条例) 

議案第55号 専決処分の承認を求めることについて(山鹿市都市計画税条例の一部

を改正する条例) 

議案第56号 専決処分の承認を求めることについて(山鹿市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例) 

議案第57号 専決処分の承認を求めることについて(山鹿市職員退職手当支給条例

の一部を改正する条例) 

議案第58号 専決処分の承認を求めることについて(平成22年度山鹿市一般会計補

正予算(第１号)) 

議案第59号 山鹿市税特別措置条例の一部を改正する条例 

議案第60号 山鹿市鹿央農産物加工施設条例の一部を改正する条例 

議案第61号 山鹿市鹿北竹加工学習施設条例の一部を改正する条例 

議案第62号 山鹿市鹿北ふれあい会館条例の一部を改正する条例 

議案第63号 山鹿市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例 

議案第64号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算(第２号) 

議案第65号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算(第１号) 

議案第66号 財産の取得について 

議案第67号 財産の取得について 

議案第68号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

議案第69号 固定資産評価員の選任について 

報告第４号 専決処分の報告について 

報告第５号 平成21年度山鹿市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

報告第６号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告

について 

報告第７号 平成21年度山鹿市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

報告第８号 平成21年鹿山鹿市病院事業会計継続費繰越計算書の報告について 

報告第９号 山鹿市土地開発公社の経営状況の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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○議長（横手啓介君） 

   提案理由の説明を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 

   議案第54号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明いたします。 

本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成22年３月31日に公布され、一部

の規定を除き同年４月１日から施行されました。これに伴い、山鹿市税条例を改正

する必要が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定により、平成22年３月31

日付をもって専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、これを報告

し承認を求めるものであります。 

改正内容の説明に当たりましては、文言等の整備、引用条項の移動に伴う整備を

初め、改正が多岐に及んでおりますので、その中の主な改正点について説明させて

いただきます。 

まず、市民税の改正内容でありますが、１点目は子ども手当の創設及び高校の授

業料無償化に伴い、所得税及び個人住民税に係る年少扶養控除等が廃止され、その

情報の把握が困難になることから、扶養親族の情報の把握を維持するため、扶養親

族の申告書の提出が創設されたものです。２点目は、65歳未満の公的年金等に係る

所得を有する給与所得者について、現在特別徴収している給与所得に係る税額に公

的年金等の所得に係る所得割額を加算いたしまして、市民税を給与所得から特別徴

収できることとしたものです。３点目は、個人の株式市場への参加を促進する観点

から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る逓減税率が廃止され、平成24年

から税率20％による課税が実施されます。これに伴い、新たな優遇措置といたしま

して、対象限度内において非課税口座内の少額上場株式等から生じる配当所得及び

譲渡所得等に対し市民税を非課税としたものです。次に、市たばこ税の改正内容で

ありますが、これはその税率を引き上げたものです。具体的には10月から税率を

1000本につき現行3298円を4618円に、引き上げ額にして1320円を引き上げ、特例と

しまして、そのうち旧三級品につきましては、1000本につき現行1564円を2190円に、

引き上げ額にして626円の引き上げを行ったものであります。附則としまして、こ

の条例は一部の規定を除き、平成22年４月１日から施行し、必要な経過措置を定め

ることとしました。 

続きまして、議案第55号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明いたし

ます。本案も、議案第54号同様、地方税法の改正に伴い、山鹿市都市計画税条例の

一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定により、平成

22年３月31日をもって専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、こ
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れを報告し、承認を求めるものであります。改正内容は、地方税法に規定する都市

計画税の課税標準の特例が改正されたことに伴い、本条例の課税標準の価格の算定

規定において引用する地方税法の条項の移動、及び所要の規定の整備を行ったもの

であります。附則としまして、この条例は平成22年４月１日から施行するものです。 

以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君） 

   議案第56号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明いたします。本案も、

平成22年度税制改正に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が平成22年３月31日

に公布され、同年４月１日から施行されたことにより、山鹿市国民健康保険税条例

の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、

平成22年３月31日付をもって専決処分をいたしましたので、これを報告し承認を求

めるものでございます。 

   ３ページをお願いいたします。第２条第２項及び第３項は、地方税法施行令第56

条の88の２第１項及び第２項の改正に伴い、基礎課税額47万円を50万円に、後期高

齢者支援金等課税額12万円を13万円に改めるものでございます。第23条は国民健康

保険税の減額を定めたものでございますが、地方税法施行令第56条の89第１項の改

正に伴い、法第314条の２第２項に規定する金額を33万円に改めるものでございま

す。第23条の２は非自発的な理由により離職した被保険者の在職中の保険料負担と

比較して過重とならないよう、軽減措置を講ずるものでございます。第24条の２は

第23条の２の適用条例でございます。第25条第１項のただし書きは、課税の特例が

同一被保険者に重複するのを避けるものでございます。附則第８項及び第13項は条

文の整備、引用法令の変更によるものでございます。附則第21項につきましては、

第25条第２項の適用を見直したものでございます。附則としまして、この条例は改

正規定の一部を除き、平成22年４月１日から施行するものでございます。 

   以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 

   議案第57号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。本案

は、雇用保険法等の一部を改正する法律が平成22年３月31日に公布され、同年４月
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１日に施行されました。これにより、国家公務員退職手当法が改正され、同法に準

じて定める山鹿市職員退職手当支給条例の一部を改正する必要が生じたため、地方

自治法第179条第１項の規定により、平成22年３月31日に専決処分をしましたので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。今回の改正の内容

は、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者の適用範囲の拡大等を行い

ます雇用保険法の一部改正によりまして、山鹿市職員退職手当支給条例中、引用す

る雇用保険法の条項の移動及び所要の改正を行ったものです。附則といたしまして、

この条例は平成22年４月１日から施行し、必要な経過措置を定めております。 

   続きまして、議案第58号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げ

ます。本案は、平成22年４月に宮崎県内において発生した家畜伝染病口蹄疫に伴う

家畜市場の閉鎖等により、影響を受けている市内の畜産農家へ緊急に支援する必要

が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、平成22年度山鹿市一般

会計補正予算（第１号）を、専決第８号として平成22年５月21日に専決処分を行い

ましたので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでありま

す。 

   ３ページをお開きください。第１条は、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳

出予算の総額に110万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を259億3110万7000円と

するものであります。第２条は、債務負担行為の補正であります。５ページをお願

いいたします。第２表、債務負担行為補正であります。家畜疾病緊急対策資金利子

補給を追加し、債務の期間、限度額を記載のとおり定めております。 

12ページをお開きください。 

３ 歳出、（款）農林水産業費、（目）農業総務費の補正額110万7000円は、家畜

市場の閉鎖等により経営継続が困難となった畜産農家の経営資金等の借入に対して、

利子補給を行うものであります。貸付限度額は１経営体当たり500万円であります。

また１頭当たり乳用牛、肥育用牛が10万円、繁殖用メス牛が５万円、肥育豚が１万

円、繁殖豚２万円が追加されます。 

以上が歳出予算の概要であります。 

よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 

続きまして、議案第59号 山鹿市税特別措置条例の一部を改正する条例について、

ご説明いたします。 

本案は、法人等がその事業等の用に供するための設備を新設し、または増設した

場合の固定資産税の課税免除について、農村地域工業等導入促進法及び過疎地域自

立促進特別措置法に基づく普通交付税の減収補てん措置の対象となる課税免除の適

用期限が到来したこと、並びに延長されたことに伴い、改正するものであります。
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改正の内容でありますが、まず１点目としまして、適用期限の到来に伴い、工業等

導入地区における固定資産税の課税免除の規定を削除するとともに、この削除に伴

う条移動、その他条文の整備を行うものであります。なお、本条において削除する

こととなる工業等導入地区における固定資産税の課税免除については、後にご説明

いたします議案第63号 山鹿市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例において

同等の課税免除が措置されることを申し添えておきます。改正内容の２点目といた

しまして、過疎地域における固定資産税の課税免除の適用期限を１年延長するもの

であります。附則としまして、この条例は公布の日から施行し、過疎地域における

課税免除の適用期限を延長する改正規定については、必要な経過措置を定め、平成

22年４月１日から適用いたします。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君） 

   議案第60号 山鹿市鹿央農産物加工施設条例の一部を改正する条例について、ご

説明申し上げます。 

本条例の改正は、対象となる施設に新たに整備された鹿北農産物加工施設伝承館

を追加するため、条例名を山鹿市農産物加工施設条例に改めるとともに、両施設と

もその管理を指定管理者に行わせることができるよう、所要の改正を行うものでご

ざいます。なお、新設の鹿北農産物加工施設につきましては、本年度解体予定の鹿

北公民館の附帯施設として管理していたものを、同施設内にあります元用務員宿舎

を改修し、そこに機能を移転させるものであります。女性農業者などが活躍できる

地域コミュニティの場として、活用を期待しているところでございます。 

１ページをお願いいたします。題名、第２条、第３条が施設の追加に伴う改正部

分であります。第５条以下、２ページ目にかけてが指定管理者制度の導入を可能と

するための改正部分でございます。これら規定の整備は、ほかの指定管理者制度の

導入可能施設の条例と同様の形式をとっております。 

３ページをお願いいたします。第12条関係の使用料に関する別表であります。既

存の鹿央農産物加工施設の表に、鹿北農産物加工施設の使用料を加えております。

調理機器の設置状況等を勘案し、１時間当たり団体で500円、個人で200円としてお

ります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

続きまして、議案第61号 山鹿市鹿北竹加工学習施設条例の一部を改正する条例
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について、ご説明申し上げます。 

鹿北竹加工学習施設は、本市における豊富な竹資源を活用した加工品の開発や、

加工技術の向上を促進するとともに、竹加工品を活用した生涯学習や生きがいづく

りの場として設置しております。位置は鹿北町岩野、行政区は西栗瀬であります。

本条例の改正は、その管理を指定管理者に行わせることができるよう、所要の改正

を行うものでございます。第１条は、設置目的等について、記載のとおり改めるも

のであります。第５条以下が、指定管理者制度の導入を可能とするための改正部分

であります。議案第60号同様、ほかの指定管理者制度の導入可能施設の条例と同様

の形式をとっております。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

続きまして、議案第62号 山鹿市鹿北ふれあい会館条例の一部を改正する条例に

ついてご説明申し上げます。鹿北ふれあい会館は、各種イベント、研修会など、市

民の憩いとふれあいの場として、瞑想の森公園内に設置しております。位置は鹿北

町岩野、行政区は西栗瀬であります。本条例の改正も、その管理を指定管理者に行

わせることができるよう、所要の改正を行うものでございます。議案第60号、61号

同様、ほかの指定管理者制度の導入可能施設の条例と同様の形式をとっております。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   三森商工観光部長。 

［商工観光部長 三森兄臣君 登壇］ 

○商工観光部長（三森兄臣君） 

   議案第63号 山鹿市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例について、ご説明

申し上げます。 

   本案について、これまで山鹿市では地方税法第６条の課税免除規定に基づき、地

方交付税の減収補てん措置を活用しながら、農村地域工業等導入促進法、過疎地域

自立促進特別措置法、及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及

び活性化に関する法律に規定される企業の新設または増設した減価償却資産等に対

して、３年間の固定資産税の課税免除を行ってまいりました。こうした中、農村地

域工業等導入促進法に基づく課税免除への交付税減収補てん措置が終了し、先ほど

議案第59号でご説明いたしました山鹿市税特別措置条例において、農村工業等導入

地区への課税免除規定を削除することといたしております。このことにより、東部

工業団地や高橋地区工業団地といった市の中心的な企業集積地域において、農村地

域工業等導入促進法に規定する工場等の新・増設に対して課税免除が行えないこと

となり、同地域においてこれまで行ってきた企業立地支援策と格差が生じ、また鹿
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北、菊鹿、鹿央といった過疎法適用地区における立地企業とも差が生じることとな

ります。そこで、これまでと同等の企業立地支援を継続することで、立地地域にお

ける支援格差を抑制し、もって企業の立地支援を行うため、条例の一部を改正する

ものでございます。 

   それでは、条文に則してご説明申し上げます。 

   １ページの第２条の定義、及び第３条の適用工場の規定においては、過疎法の改

正とあわせて、適用工場等の要件を変更するとともに、第３条第２項の農工団地へ

の課税の免除期間を平成25年３月31日までと定めております。 

   次に、２ページの第４条第２項の規定において、これまでの市税特別措置条例に

基づく農工団地における課税免除が終了したことに代えて、本条例により新たに課

税免除を行う旨、規定を行っております。なお、本条例は公布の日から施行するも

のといたしております。 

   以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 

   議案第64号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第２号）について、ご説明申

し上げます。 

１ページをお開きください。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正であります。第１条、歳入歳出予算の補

正は、歳入歳出予算の総額に4854万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を259億

7965万6000円とするものであります。 

歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明いたします。 

11ページをお開きください。  

３ 歳出、（款）衛生費、（目）環境対策費の補正額300万円は、地元区所有の小

規模水道施設において、濁り水等が発生したため、緊急的に改修を行う二つの地区

に対し助成を行うものであります。 

12ページをお開きください。 

（款）農林水産業費、（目）畜産業費の補正額227万円は、口蹄疫発生の影響によ

る家畜市場の閉鎖に伴い、子牛の出荷ができない畜産農家に対し、飼料代等に係る

費用の一部を支援するものであります。 

続きまして、（款）商工費、（目）商工総務費の補正額3015万円は、依然として厳

しい雇用情勢にかんがみ、生活支援の一環として離職者等に対して一時的な就業機
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会の確保を図るものであります。 

13ページをお願いいたします。 

（款）教育費、（項）小学校費、（目）教育振興費の補正額は77万7000円でありま

す。学校及び地域に則した指導方法の改善、評価等を通じて児童の学力向上を図る

学力充実、また家庭環境などから生じる教育格差を確証し、基礎学力の確実な定着

を図る学力向上システム、そして専門家による授業、実験への支援を通じて理科教

育の充実を図る理科支援員配置、これら三つの事業を熊本県の指定を受けて実施す

るものであります。 

次の（目）社会教育総務費の補正額235万2000円は、寄附行為に基づき、社会教

育施設等に「早寝、あいさつ、朝ごはん」の啓発パネルを設置するものであります。 

14ページをお開きください。 

（目）保健体育総務費の補正額1000万円は、熊本県地域振興総合補助金の補助内

示を受けて、昨年度に引き続き菊鹿地区において国際自転車ロードレースを開催す

るものであります。 

以上が、歳出予算の概要でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君） 

   議案第65号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の

総額に2700万円を追加し、総額を54億7747万9000円とするものです。 

内容につきまして、事項別明細書によりご説明いたします。 

７ページをお願いいたします。 

３ 歳出、（款）総務費、（目）介護基盤緊急整備特別対策事業費の補正額2700万

円は、国の平成21年度第一次補正を受け、第４期山鹿市介護保険事業計画に基づき、

社会福祉法人等が整備する地域密着型サービス基盤の施設開設準備経費に対し、助

成を行うものです。財源は、県支出金です。 

以上、概略ご説明申し上げましたが、総括としまして歳入歳出補正予算事項別明

細書総括表を５ページに掲載しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますよう

お願い申し上げまして、説明を終わります。 
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○議長（横手啓介君） 

   本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 

   議案第66号及び議案第67号の財産の取得についてご説明申し上げます。 

まず、議案第66号は、常備消防施設といたしまして、消防団に配備いたします消

防小型動力ポンプ積載車の取得につきまして、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるため提案

するものでございます。 

取得する財産は、消防小型動力ポンプ積載車８台です。その内訳でございますが、

消防車両の更新規準に基づきまして、20年を経過した普通積載車両が６台、狭い道

路での機動力を発揮できる軽積載車両が２台でございます。契約の方法は、指名競

争入札です。取得金額は2688万円です。契約の相手方は熊本市健軍本町12番２号、

株式会社田原商会、代表取締役、田原源立です。 

続きまして、議案第67号でございますが、本案も常備消防施設といたしまして、

消防団に配備いたします消防小型動力ポンプの取得につきまして、先ほどの議案第

66号と同様の理由により、提案するものでございます。 

取得する財産は、更新規準に基づきまして、18年を経過した消防小型動力ポンプ

20台です。契約の方法は、指名競争入札です。取得金額は,2640万7500円です。契

約の相手方は、熊本市菅原町１番25号、三輝物産株式会社、代表取締役、西銘生治

です。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   有働市民福祉部次長。 

［市民福祉部次長 有働  博君 登壇］ 

○市民福祉部次長（有働 博君） 

   議案第68号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について、ご説明申

し上げます。 

本案は、熊本県後期高齢者医療広域連合議会の議員の定数及び議員の選挙にかか

る広域連合規約の一部を変更するもので、議員定数32名を45名に変更するとともに、

県内の市長、町村長、市議会議員、町村議会議員の団体等からそれぞれ８名ずつ推

薦され選出する方法から、構成市町村ごとに長及び議員の中から各議会で１名を選

出する方法へと変更するものでございます。 

なお、本案の規約の変更手続きにつきましては、地方自治法第291条の３第１項



 － 19 －

の規定に基づく協議が必要であり、また同法第291条の11の規定により、全ての構

成市町村の議会の議決を経る必要があり、提案するものでございます。 

附則といたしまして、この規約は熊本県知事の許可のあった日から施行すること

とし、経過措置として、現定数及び現在在職する広域連合の議員の任期を平成23年

２月13日までとするものでございます。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   池田副市長。 

［副市長 池田永実君 登壇］ 

○副市長（池田永実君） 

   議案第69号 固定資産評価員の選任について、ご説明申し上げます。 

次の者を山鹿市固定資産評価員に選任したいので、地方税法第404条第２項の規

定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。住所、山鹿市鹿校通二

丁目８番６号、氏名、奥村正文、昭和30年１月５日生まれで総務部税務課長でござ

います。 

提案理由といたしまして、人事異動に伴い、選任するものでございます。 

以上、よろしくご同意を賜りますようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君） 

   報告第４号 専決処分の報告についてご説明いたします。 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、公用車での事故にかかる損害賠償の

額の決定及び和解について、専決処分いたしましたのでご報告申し上げます。 

２ページをお願いいたします。 

事故発生日時は、平成21年10月19日、午後１時40分頃です。相手方の住所氏名は、

記載のとおりです。事故の概要は、右折するために停止していた相手方車両に追突

したものでございます。損害賠償の額は38万286円です。和解事項といたしまして、

山鹿市は損害を賠償し、今後いかなる事情は発生しても、双方とも異議の申し立て

をしないものとするものでございます。以上、ご報告申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 
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   報告第５号 平成21年度山鹿市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、

地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき報告いたします。 

これは、先の２月臨時会及び３月定例会におきまして議決をいただいております

繰越明許費23件にかかる報告です。 

２ページの平成21年度山鹿市一般会計予算繰越明許費繰越計算書により、ご説明

いたします。 

（款）民生費、（項）高齢者福祉費、老人福祉センター管理費ほか22事業に係る

繰越明許費の金額に対しまして、記載のとおりそれぞれ平成21年度から22年度へ繰

越を行ったものです。財源は、未収入特定財源の国県支出金、地方債、分担金及び

一般財源です。以上、ご報告申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君） 

   報告第６号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報

告について、地方自治法施行令146条第２項の規定に基づきご報告いたします。 

これは、先の３月定例会におきまして議決をいただいております繰越明許費にか

かる報告です。 

２ページの平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書により

ご説明いたします。 

（款）総務費、（項）総務管理費、介護基盤緊急整備特別対策事業に係る繰越明

許費の金額に対しまして、記載のとおり平成21年度から22年度へ繰越を行ったもの

です。財源は、未収入特定財源の県支出金です。以上、報告いたします。 

○議長（横手啓介君） 

   富安水道局長。 

［水道局長 富安 豪君 登壇］ 

○水道局長（富安 豪君） 

   報告第７号 平成21年度山鹿市水道事業会計予算繰越計算書の報告について、地

方公営企業法第26条第３項の規定に基づきご報告いたします。 

２ページをお願いいたします。平成21年度山鹿市水道事業会計予算繰越計算書に

よりご説明いたします。 

（款）資本的支出、（項）建設改良費、事業名、上水道配水管緊急整備事業、予

算計上額9400万円、翌年度繰越額9400万円。財源は、他会計補助金、企業債、当年

度損益勘定留保資金であります。以上、報告いたします。 
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○議長（横手啓介君） 

   荒木病院事務部長。 

［病院事務部長 荒木 隆君 登壇］ 

○病院事務部長（荒木 隆君） 

   報告第８号 平成21年度山鹿市病院事業会計継続費繰越計算書の報告について、

地方公営企業法施行令第18条の２第１項の規定に基づきご報告申し上げます。 

２ページをお願いいたします。平成21年度山鹿市病院事業会計継続費繰越計算書

によりご説明いたします。（款）資本的支出、（項）建設改良費、事業名、施設整備

事業にかかる平成21年度継続費予算現額32億6088万2000円、支払義務発生額24億

8808万8000円、翌年度逓次繰越額７億7279万4000円として22年度に繰り越したもの

でございます。財源は企業債、損益勘定留保資金でございます。 

以上、ご報告申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 

   報告第９号 山鹿市土地開発公社の経営状況の報告についてご報告申し上げます。 

本公社は地方自治法第221条第３項の法人に該当しますので、同法第243条の３第

２項の規定に基づき、その経営状況を報告するものであります。 

２ページをお開きください。平成21年度の事業報告でありますが、２ 事業、

（１）事業の概要は一般管理事務であります。（２）収入に関する事項は、預金の

受取利息が２万5300円でございます。（３）支出に関する事項は、一般管理事務に

要する経費７万8325円でございます。３ その他、平成22年度への現金預金の繰越

金は、1494万1106円であります。 

なお、３ページから６ページにかけまして、決算報告書、損益計算書、貸借対照

表、財産目録を掲載いたしておりますので、ご参照いただきますようお願いいたし

ます。 

次に、７ページをお開きください。平成22年度の事業計画でありますが、21年度

と同じく一般管理事務を行うこととしております。これに係る予算につきましては、

第２条の収益的収入及び支出の予定額は、収入が事業外収益の受け取り利息１万円、

支出は一般管理費４万3000円であります。 

なお、８ページに平成22年度の予算実施計画並びに資金計画を掲載いたしており

ますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。 

以上、ご報告申し上げます。 
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会 

○議長（横手啓介君） 

   以上で、本日の会議は全部終了いたしました。 

   本日は、これにて散会いたします。 

午前10時49分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成22年（第３回）山鹿市議会６月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成22年６月11日（金曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．太田黒 鐵郎  

 質 疑 

 （１）議案第64号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第２号） 

   ①Ｐ12（目）畜産業費 

一般質問 

 （１）学校給茶機の設置について 

２．古荘 克郎 

 一般質問 

 （１）消防関係の装備と体制について 

 （２）行方不明者の捜索について 

３．森 久雄 

 一般質問 

 （１）地域単位呼称「鹿本郡」消滅による「鹿本地方あるいは地域」の呼称廃止を周

知し、「山鹿市」の表現に固定化する取り組みについての提言（市長） 

４．立山 隆 

 一般質問 

 （１）農作物の被害対策について 

５．冨丸 洋一郎 

 一般質問 

 （１）小学生児童の登下校時において、事故や犯罪から守るための防犯体制について 

   ① 児童が携帯する防犯ブザーや笛の点検及び効果について 

   ② 通学路沿線の住民への防犯に対する協力要請について 

６．福本 義文 

 一般質問 

 （１）博物館の管理と人事について 

 （２）結婚活動への行政支援について 

７．芹川 正美 
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 一般質問 

 （１）バイオマスセンターの今後の利活用について 

 （２）山鹿市手をつなぐ育成会について 

 （３）公有財産（未利用地）の取り扱いについて 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   
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27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副 市 長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

市 民 福 祉 部 長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 長     潮 﨑 昭 二 君   

商 工 観 光 部 長     三 森 兄 臣 君   

建 設 部 長     緒 方 淳 一 君   

環 境 部 長     宮 本 榮次郎 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長     倉 原 謙 治 君   

教育部首席審議員     佐 藤   智 君   

総 務 部 次 長     本 多 隆 文 君   

市民福祉部次長     有 働   博 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

病院事務部事務次長     田 上 信 博 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

総 務 課 長     木 村 厚 男 君   

企 画 課 長     大 林 秀 樹 君   

い き が い 推 進 課 長     小 川 啓 司 君   

介 護 保 険 課 長     松 本 賢 治 君   

国 民 年 金 課 長     坂 梨 真 樹 君   

農 林 振 興 課 長     金 光 一 誠 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

観 光 課 長     早 田 順 二 君   

建 設 課 長     宮 崎 錦 也 君   

環 境 課 長     古 荘 秀 幸 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長     渡 邊 義 明 君   

議 事 係 長     中 村 武 志 君   

書 記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 日程第１ 質疑・一般質問 

○議長（横手啓介君）   

  日程第１ 質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。太田黒鐵郎議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

  27番、太田黒鐵郎でございます。 

通告のとおり、質疑・一般質問をそれぞれ１点ずつお伺いいたします。 

まず１点目は、諮問第64号 平成22年度一般会計補正予算（第２号）、（款）農林

水産業費、（目）畜産業費、家畜伝染病口蹄疫対策についてお伺いいたします。 

この口蹄疫は、家畜伝染病の一つで、偶蹄動物、いわゆる牛、豚、水牛、山羊、

羊、鹿、猪、カモシカなど、爪が２つに割れている動物、及びハリネズミ、象など

が感染するものでございまして、ウィルス性の急性伝染病であります。日本では、

家畜伝染病予防法において、法定伝染病に指定されており、対象動物は家畜伝染病

予防法により牛、綿羊、山羊、豚が指定されているほか、施行令で水牛、鹿、猪が

追加指定されておるところでございます。この病気は高い伝播性で、罹患した動物

の生産性の低下、幼獣での高い致死率という特長を持つもので、感染が確認された

場合、他の家畜への感染拡大を防ぐため、罹患した患畜は発見され次第、殺処分さ

れる。また、他の地域の家畜への伝播を防ぐため、地域または国単位での家畜の移

動制限がかけられることになるわけでございます。広い範囲で畜産物の輸出ができ

なくなるなど、これによる経済的な被害が甚大なものであるため、畜産関係者から

非常に恐れられている病気であります。また、この口蹄疫は世界各国で発生してお

り、特にアジア、中東、アフリカ、南米地域、そういうところが多発しておるとこ

ろでございまして、日本では2000年３月12日に約92年ぶりに宮崎県宮崎市で発生が

見られておるわけでございます。それから10年経過して、今年の４月20日に、また

宮崎県で発生が確認され、宮崎県においては、行政・生産関係者の懸命な取り組み

にもかかわらず、疑似患畜の確認が相次ぎ、殺処分の対象となる家畜は６月８日現

在で276例、牛が３万2727頭、豚が14万8629頭、山羊が９頭、羊が８頭で、合計の

18万1438頭となっており、未曾有の非常事態に直面しております。本県でも、農協
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グループにおきましても熊本県農協口蹄疫対策本部を設置し、県及び関係機関、団

体と連携をもとに、口蹄疫の県内流入防止に向けて、関係者は休む間もなく必死の

防疫に努めているところであります。しかしながら生産現場からは、いまだ沈静化

しない宮崎県の深刻な状況に加え、球磨地域の一部が移動搬出制限区域に設定され

たことや、家畜市場の閉鎖などに伴う畜産経営の先行き不安への不満と不安が一層

高まり、強くなっております。しかし、幸いにして去る６月４日にえびの市を中心

とする一帯は移動及び搬出区域が解除されたものの、依然として皆さん方ご案内の

とおりでございますけれども、先日はまた50キロ離れた都城で発生が拡大し、終息

の兆しが見えない状態であります。このようなことで市場出荷ができない牛が県内

で赤牛1235頭、黒牛で3041頭、合計の4276頭が滞留しており、飼料代の支払い、ま

たは市場が開催されてからの価格の低迷等が畜産農家にとりましては、大変懸念さ

れているところであります。当市では、早速、口蹄疫対策事業として予算計上して

いただいておりますので、この事業内容につきまして具体的にお示し願いたいと思

います。 

まず、１回目の質疑を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  これより、執行部の答弁を求めます。 

潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

太田黒議員の質疑、畜産業費、家畜伝染病対策事業について、お答えいたします。 

４月20日に宮崎県で発生した口蹄疫は、去る６月４日にえびの市を中心とする一

帯で移動及び搬出制限区域が解除されましたものの、川南町周辺では今もなお発生

拡大、さらには都城市で新たに発生、また昨日は宮崎市、日向市、それから西都市

でも疑わしい患畜が発見され、現在、遺伝子検査が行われているという状況にあり

ます。終息の兆しが見えないどころか、益々拡大の状況にあります。このような中、

口蹄疫の蔓延防止のため、熊本県内６ヵ所の家畜市場が４月23日から閉鎖され、本

市の畜産農家のうち、子牛の生産農家は出荷できない状況が続いております。ここ

数年、子牛価格の低迷や乳価の伸び悩みで、厳しい経営を強いられている中で、子

牛の出荷による収入が途絶える一方、飼料代などの費用が増大し、経営の悪化を余

儀なくされるなど、異常な事態となっております。 

そこで、市としてはこのような事態を重く受け止め、関係農家が被る影響を少し

でも緩和するため、今回の補正で家畜伝染病（口蹄疫）対策事業として市独自の支

援措置を講じるものでございます。 
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具体的には、肉用牛の繁殖経営や、酪農経営を行っている畜産農家を対象に、家

畜市場の閉鎖により出荷できなかった子牛の飼料代などの費用の一部を助成するも

ので、繁殖農家等が出荷する子牛１頭に対して１万円、酪農家が出荷する子牛１頭

に対して3000円を交付いたします。家畜市場は、今のところ７月１日に再開の予定

となっておりますが、その間に出荷できない子牛の頭数は、畜産団体からの聞き取

り調査の結果、繁殖農家等で170頭、酪農家で190頭、合わせて360頭となっており

ます。これらに必要な交付額227万円を措置するものでございます。なお、肥育牛、

肥育豚については、そのほとんどが家畜市場を通さず出荷されますことから、今回

の対象からは除外しております。 

関連いたしまして、口蹄疫対策として県が創設いたしました熊本県家畜疾病緊急

対策資金の内容についてご説明いたします。 

この資金は、口蹄疫の発生に伴い、家畜市場の開催延期等で経営継続が困難にな

った畜産農家等を対象とするものです。対象の経費及び貸付限度額は、生活資金等

の運転資金として１経営体当たり上限額500万円、またこれとは別に飼料費、家畜

購入費、雇用等に必要な経費に対し、１頭当たり乳用牛及び肥育用牛10万円、繁殖

用雌牛５万円、肥育豚１万円、繁殖豚２万円となっております。貸付利率は無利子

で、金利については県が８分の３、市町村が８分の３、ＪＡ等の融資機関が８分の

２を負担しあうこととされています。貸付期間は平成22年度内、償還期間は３年以

内で、利子補給期間も貸付実行後３年以内となっております。 

なお、この資金につきましては、市としては借り入れ希望農家への早急な対応が

必要と判断し、５月21日付で専決処分を行ったところでございます。 

いずれにしましても、関係する畜産農家にあっては、引き続き消毒の徹底に努め

られますとともに、市の支援措置や県の融資制度等を積極的に活用され、この苦境

をぜひ乗り越えていただきたいと切に願っているところでございます。 

以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

  太田黒議員、了解ですか。 

○27番（太田黒鐵郎君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

  太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

今、潮﨑部長からの答弁をいただきました。畜産農家の心情を酌み取られて、市



 － 32 －

単独の支援措置及び県の融資制度に、他市町村に先駆けていち早く対応されますこ

とに対しまして、衷心より感謝を申し上げる次第でございます。 

今後におきましては、１日も早く執行していただきますようにお願いを申し上げ

ますこととあわせて、県内はもちろんでございますけれども、我々の地域からこの

ような口蹄疫が絶対発生しないように、万全の防疫対策を行政としてもご指導くだ

さいますように要望いたしまして、私の質疑を終わりたいと思います。 

次に、一般質問ですけれども、学校の給茶機の設置についてお伺いいたします。 

このことにつきましては、以前、京都の宇治市というところで蛇口からお茶の出

る学校という新聞記事を読んだことがございました。その後、色々検討を重ねてき

たわけでございますけれども、その中で、宇治市は温かいお茶を提供しておるとい

うようなことと、それから静岡県の島田市というところがございますが、ここが冷

茶を提供しておるということで、どちらの方がいいかなというようなことで検討を

いたしました。 

まず、子どもの状況でございますが、温かいお茶の場合は、既に給食時当たりで

は提供しておるというようなこと、それからこれは冷茶でございますが、通年にわ

たって冷茶を好む志向が強いと、特に運動した後の利用が多いというようなこと、

それから保存、品質、保管ということで、温かいお茶は１時間程度で茶色に変色し

傷みやすいというようなこと、それから茶をつけ込んでおくと苦くなるというよう

なこと、それから茶渋が発生し清掃に手間がかかるというようなこと。冷茶の方は

変色しにくく傷みにくい、茶葉をつけ込んでおいても濃くならない、茶渋が発生し

ない、水道のカルキの匂いが気にならないというようなことです。それから設備と

いたしましては、温かいお茶の方が水道水の囲繞加温する設備が必要となり、管理

コストがかかる。冷茶の方は水道水で注水可能、保冷機能をつければ長時間保存が

可能ということで、これは冷茶を使用しているところがいいなということで、静岡

県の島田市というところを今月１日から４、５人で研修をいたしました。静岡県の

島田第一小学校というところでございますけれども、他にも給茶機を設置している

学校はございますけれども、島田市というところは、有名なのは大井川が真ん中に

流れておるというようなことと、蓬莱橋というようなことで、これは木橋で897メ

ートルというようなことで、1879年、131年前にできたというようなすばらしい世

界一の木橋というような橋があるところでございまして、またお茶は5100ヘクター

ルというようなことでちょっと想像がつかないように広い茶園がございまして、そ

ういうところでございます。ここでの考え方でございますけれども、いつでもおい

しく健康で安全なお茶をということで、将来を担う子どもたちの健康増進、歴史が

ある茶文化の教育啓蒙、地場産品としてのお茶の普及促進、安全で美味しい冷茶を
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いつでも提供できる、簡単な洗浄で衛生的な管理ができるというようなことでござ

いました。全部、子どもが蛇口からお茶を飲んでいるというような状況でございま

した。茶の効果につきましては、皆さん方、既に色々知っておられる。お聞きでご

ざいます。そういう中でこの頃一番言われておりますのがインフルエンザ、特に新

型インフルエンザ等が発生いたしまして、お茶でうがい、それからお茶を飲むとい

うようなことで非常にこのインフルエンザの抑制につながるというようなことが最

近非常に言われておるところでございます。他にも殺菌効果とか色々ございますけ

れども、全部言いますと非常に長くなります。 

それから、この頃、菊鹿町の方で開発されたという話でございますけれども、お

茶石けんというのが開発されております。これはもちろん石けんですから、特に洗

顔、それから一番効果があるのがここには、おられないようですが、発毛効果が非

常にあるというようなことで、非常にみんな喜んでもらっておりますという話を茶

業者からお聞きいたしました。このお茶石けんで頭皮をしっかり洗うと、とにかく

何に例えようもございませんけれども、例えるならばカラスの濡れ羽色と申します

か、真っ黒光るような、そういうすばらしい髪の毛が生えるというような、そうい

う効果があるということがこの頃分かっておるというようなことでございます。非

常にこれはいいことであるということですので、お茶に親しむということは、子ど

もの時からこれを飲みつける、私たちも年でございますけれども、小さい頃から今

の自動販売機とか色々ございませんでしたのでお茶ばかり、水かお茶というような

ことで、今でも自動販売機で買うのはお茶を買うというようなことで、やはりそう

いうことになるから、小さい頃からお茶に親しむということは大事なことであると

思います。 

少しお茶の歴史でございますけれども、これは明治８年、政府が山鹿に紅茶伝習

所を、それから明治21年、椎持にインド風紅茶伝習所を設置した。紅茶と言います

けれども、原料は今の緑茶と同じ、ウーロン茶と同じ、紅茶もウーロン茶も緑茶も

原料は同じでございます。これが我が国で最初のものである。山鹿から始まってお

る。明治末期、紅茶の生産は減退し、改良茶の生産、改良茶というのが今の緑茶で

ございますが、盛んになり、大正12年頃、岳間、岩野、内田が主産地になった。鹿

北町は標高300メートルに位置し、澄んだ大気、清らかな水、昼と夜の寒暖の差な

ど、お茶に適した独特の気候風土であり、鹿北町の農家759戸中３割に当たる216戸

がお茶を栽培している。平成16年７月号の「広報幸の国」によると、ふるさと自慢

の第１位はお茶であった。お茶に適した風土であるが、山間地であり、広い茶園を

持つ他の生産地と比べると収穫量は少ない。つまり、量より質への転換が強く望ま

れた。そこで平成10年、ＪＡ鹿本製茶工場が公費５億9500万円を投資して、赤外線
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分析機、全国初や、高速格付機を導入し、高度な品質の茶製造を実現した。さらに

高い品質のお茶をつくるため、機械だけでなく茶園の管理が重要になる、そこで、

町茶業振興会の中に加工流通部会、生産部会、手もみ保存会などを組織し、質の向

上に努力している。その努力の跡をたどってみると、昭和29年、鹿北町が誕生する

と、茶振興計画10カ年計画を策定し、生産改良を進め、県北の主要生産地として位

置を確立した。昭和31年、熊本県で初めて鹿北町茶摘み競技会を開催、昭和32年、

生産指導の拠点にと願い、鹿北町茶業研究所を開設、昭和34年、県内随一の茶園登

録制度を設立、以上のような努力の結果、鹿北茶は数々の賞を受賞し、その質の高

さが全国的に評価されておりますということでございます。 

それから、もう一つでございますが、皆さん方ご承知の茶山唄でございますけれ

ども、これが美しい緑の山々に囲まれた鹿北町は銘茶の山地として知られています。

「肥後の殿様お召しの銘茶、あかねたすきの手も弾む、お召しくだされ細川様に、

あげる誇りのこの銘茶」と昔から歌い継がれてきた茶山唄。簡単に説明しますと、

寛永９年、1632年、肥後藩主、細川忠利公がお国廻りの折に椎持村、現在の岳間で

ございますけれども、星原番所で地域の人々が献じたお茶の香りとまろやかな滋味

が大変お気に召された。星原の１区画に茶園を設け、これを御前茶として細川家に

代々、殿様に献上されるようになり、その後、細川藩の御用達の茶として毎年新茶

ができると、九曜の紋のついた茶壺に納め、椎持往還を地上に置くことを許されず、

肩から肩へと移し運んだと言われております。 

このような、非常に歴史のあるものでございます。こういう茶の文化を後世に伝

えていくというようなことも大変大事なことではなかろうかと思うわけでございま

す。 

そういう中で、学校規模適正化が今進められております中で、統合により新設す

る、いわゆる最初は鹿北の３校が一緒になって鹿北小学校ですが、来年度に一応、

建設予定でございます。一応、試験的にでも導入するというようなことをやってい

ただくならばどうかということで、ここに質問をするところでございます。 

倉原教育部長は今日初めての答弁でございますので、歯切れの良い答弁を期待し

て、１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  答弁を求めます。倉原教育部長。 

［教育部長 倉原謙治君 登壇］ 

○教育部長（倉原謙治君）   

太田黒議員の一般質問、学校給茶機の設置につきまして、お答えいたします。 

本市の小中学校における現状といたしまして、給食時のお茶の飲用につきまして
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は、総合的な学習の時間の中で茶摘みを実施しております岳間小学校や川辺小学校

など数校において、摘んだお茶の製茶が終わったときに１、２回、飲用する程度で、

それ以外、給食時の飲用は実施しておりません。 

また、風邪等の予防措置として、うがいにお茶を活用している学校は、鹿北地区、

菊鹿地区の全小中学校を含め、市内の半数以上の学校が実施している状況でござい

まして、12月から翌年３月にかけて、各学校単位で朝から保健委員や給食職員がや

かんにお茶を準備し、決まった時間にうがいを実施すると聞いております。昨年度

は新型インフルエンザの流行もあり、市内の製茶業界で組織されている茶業振興協

議会より茶葉の寄附をいただきましたので、各校で11月よりお茶によるうがいを実

施いたしました。結果といたしまして、岳間小学校では新型インフルエンザによる

学級閉鎖をすることなく新年度を迎えております。 

ご指摘のとおり、地域の産業として子どものときからお茶に親しむことは大切な

ことであり、また健康面からもお茶の効能は無視できない部分もあると考えており

ます。しかしながら、学校施設に給茶機を設置することになりますと、機器の購入

等の当初費用に加え、お茶の購入費や機器の維持管理費用等も必要になります。ま

た、毎日の機器の清掃や消毒等の衛生管理も徹底する必要があり、作業負荷も大き

くなることが予想されます。これらの要素を総合的に判断し、今後、学校における

給茶機の導入につきましては慎重に検討してまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

  太田黒議員、了解ですか。 

○27番（太田黒鐵郎君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

  太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

ただいま倉原部長から答弁いただきまして、すばらしい歯切れの良い答弁とまで

はいきませんでしたけれども、そういう中で、給茶機への当初費用がかかるとか、

管理費がかかるとか、それから消毒等の徹底、当たり前のことですが、作業負担も

大変というようなことで、非常に大変だという今話がありましたけれども、これは

そんな大変ではないわけです。検討ということが一番無難な答弁と思いますけれど

も、これはですね、知恵を出さなければいかんと思いますが、この給茶機を購入す

るのに費用がかかるということですが、これはあちこち調べましたところ、給茶機
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を寄附しているところがある。どこかと言いますと、佐賀ＪＡが寄附しているとこ

ろがある。そういうことをＪＡの方でやるところもある。ここのＪＡかもとあたり

も非常に大体、総合商社というようなことを私は考えておりますが、儲かることな

ら何でもやるけれども、なかなか奉仕的なことは少ない。市から金をもらうことは

非常に一番に言うてくるけれども、こういう寄附というようなことは余り聞いたこ

とがないといようなことですから、これは一応農協の方ともかけおうて、給茶機の

やっぱり何カ所かぐらいは農協あたりから寄附しても誰も腹かく人はおらんと思い

ますので、こういうことも一つ研究の材料というようなことを申し上げておきます。

実際、よそはしているわけですから。 

 そういうことで、検討ということでございますので、検討ということは今後、調

べたり色々しておいてということだろうと思うから、やる方向に検討するのか、や

らない方向に検討するのかということもありますけれども、恐らくやる方に検討す

ることだろうというようなことですから、これは今日で終わるわけではありません

ので、まだ学校が今からできるわけですから、でき上がるまで９月、12月、３月、

６月というようなことで、まだ定例会もありますので、次々にこの経過についてお

尋ねをしていきたいと思います。一応、きょうはこれで終わりたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、太田黒議員の質疑、一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、古荘克郎議員の発言を許します。古荘議員。 

［20番 古荘克郎君 登壇］ 

○20番（古荘克郎君）   

20番、鹿進会、古荘克郎でございます。 

通告いたしておりましたとおり、消防関係につきまして２点ほどお伺いをいたした

いと思います。 

 まず、第１点目は消防関係の装備と体制についてでございます。 

 災害については、今月号の「広報やまが」でも特集記事として取り上げてありま

したが、まさしく災害は忘れた頃にやってくるものであり、備えあれば憂いなしと

いうところでございます。 

 平成２年の大水害、翌平成３年の大型台風被害、そして平成17年７月の大雨災害

と、まだまだ耳新しいものでございまして、その備えとして、消防関係者の皆さん

の普段からのご尽力はもちろんでございますが、近年、ここ山鹿市におきましても

災害危険地区を中心に自主防災組織の結成が見られておることはまことに心強い限

りでございます。 

 日頃から災害に対する心構えを持っておられる関係住民の皆様に心から敬意を表
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するものであります。 

 そして、私が今回質問をいたしますのは、もう一つの災害、火災対策についてで

ございます。皆様、あの昭和46年８月、市内中心部を台風の強風にあおられ、75棟

を全半焼させてしまった大火事、思い起こしていただければと思います。今から40

年ほど前になりますが、私たちは隣町でありましたので、午前４時半過ぎ、出動要

請待ちということで準備をし、当初は現場から離れ、燃えさかる炎と煙を見ていた

だけでございますが、いよいよ勢いは治まらず、要請がかかり類焼地点へ出動した

覚えがあります。皆さんもそれぞれに思いがあろうかと思いますが、この火災には

もちろん地元山鹿市の700名近くの消防団の皆さん方、そして近隣市町村からもそ

れを上回る消防団員の皆さん、さらにまた自衛隊の出動もあったようでございます。

当然、数多くの被害者の方があり、これらの復旧には関係者の皆様方の並々ならぬ

ご尽力があったとお聞きしております。 

 このような大火災が、二度と起こらない補償はありません。現在は、これらに対

する消防機能設備も防火対策も整いつつあるようでございますが、ここで始めに山

鹿市における防火設備を含めました消防体制がどのように整備されているかをお伺

いをいたします。 

続きまして、２点目は、行方不明者の捜索についてでございます。この件につきま

しては、ここ山鹿市の問題だけではございません。高齢化社会を迎えたそれぞれの

自治体が抱える課題でもあるわけでございます。 

 時折、近隣市の野外放送も聞こえてまいりますが、それこそ交互に捜索願の放送

があっているのをお聞きになっている方も多かろうと思います。これらは決して特

別の方ではなく、永年、家族のため、そしてまた地域のためにご活躍をいただいて

まいりました大先輩方でありまして、その務めを終え、家庭で、また地域で敬わな

ければならない方ばかりでございます。放送を聞くたびにまことに身につまされる

思いでございます。そして、この捜索に仕事を休み、携わっていただいているのが

消防団の皆様でございます。 

 そこで、近年、山鹿市における行方不明者の方々の捜索活動の状況がどのように

なっているか、まずお伺いをいたします。なお、プライバシーの点がありますので、

氏名等は伏せられて結構でございます。 

 以上、２点につきまして、まずそれぞれの状況をお伺いをいたします。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   
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おはようございます。 

古荘議員のご質問の１点目、消防関係の装備と体制について、お答えいたします。 

始めに、消防装備につきましてご説明をいたします。消防装備につきましては、

毎年度、計画的に設備等の更新や配備を行っているところでございます。具体的に

は、小型動力ポンプや小型動力ポンプ積載車は、市が定めた規準に基づきまして、

一定の年数を経過したものについて順次、更新を行うとともに、未配備地区につき

ましても計画的に配備を行っているところでございます。また、防火水利となりま

す消火栓及び防火水槽につきましては、地区の要望や宅地開発などによる環境の変

化に合わせた増設を計画的に実施をしているところでございます。その他、破損に

より使用不能となったホースや、消火活動中に紛失した防火水槽の蓋開閉器具など

につきましても、各消防団の要求により毎年補充を行い、消防装備の徹底を図って

いるところでございます。 

次に、消防体制につきましては、山鹿市合併後、山鹿市消防団本部を設置し、校

区単位に分団を配置しております。さらに各分団に行政区単位を基本とした部を配

置しています。これは、合併により消防団の活動範囲が広域化した中におきまして、

緊急時に迅速かつ効果的に機動力を発揮できるよう、合併前の組織体制を踏襲した

ものでございます。 

なお、本年４月２日現在におきます団員数は、2302名となっております。 

続きまして、２点目の行方不明者の捜索についてお答えをいたします。 

近年におきましては、高齢社会の影響とも言えます認知症高齢者の方の行方不明

事件が増加しております。その際、消防団に対しての捜索協力の依頼もあることか

ら、消防団員の活動も幅広くなっている状況でございます。 

捜索活動の状況につきましては、警察、または行方不明者のご家族からの捜索協

力依頼が平成19年度以降、７件あっております。通常、依頼を受けた場合、防災行

政無線やオフトーク通信による市民の方への情報提供依頼の放送を行いますが、そ

れにより発見されるケースもあり、実際に消防団による捜索活動を行いましたのは

平成19年度、平成20年度において各１件、21年度においては３件となっております。

以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

古荘議員、了解ですか。 

○20番（古荘克郎君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

古荘議員。 
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［20番 古荘克郎君 登壇］ 

○20番（古荘克郎君）   

それでは、２回目の質問に入ります。 

 市当局におきまして、例年以上に積載車、ポンプ購入など、さまざまな努力をい

ただいており、消防設備及び防火体制が整備されつつありますことに、ありがたく

感謝申し上げたいと思います。ただ、一部不安な点がございますので、さらにお伺

いをいたします。 

 まず１点目は、当初申し上げておりました、大火災あるいは特殊地域における火

災についての対応の件でございます。現在、ホースについては市全体で管理されて

おり、破損した場合は必要に応じて在庫管理がなされているということでございま

すが、そういった危険地域におけるホース等の備品は現在の数で十分であるか。そ

してまた、長時間にわたる火災の際の燃料補給は大丈夫であるか。少なからず心配

するものでございます。 

 私もこれまで多くの火災現場を見てきた１人でございますが、実際、消火の際に

とても筋書き通りにいかないのが実状でないかと思います。他にも経験されている

方も多いのではないでしょうか。ホースの数も燃料の量も、防火水槽あるいは自然

水利からの距離に基づいて、あるいは通常の消火時間をもとに決められていると思

いますが、先ほどから申し上げていますとおり、特殊地域の火災に対する対応とし

て、事前の備えもしておく必要があるのではなかろうかと思うものでございます。

特に燃料切れにつきましては、積載車本体からの給油、あるいは広域本部が主体と

なり、最寄りの石油店と連携し、緊急的な給油対応を図るというようでございます

が、現実的にそれらを火災現場で行うことは、かなりの無理があるように思います。 

この点について、検討が必要と思います。ぜひとも改善をお願いするものでご

ざいますが、再度お考えをお聞きしたいと思います。 

 続きまして、行方不明者の捜索の件でございます。答弁の中にもありましたとお

り、平成19年から３年間で７件の捜索願いが出され、そのうち５件について、消防

団の出動要請がなされているようでございます。 

 始めに申し上げましたとおり、これらの方々は人生の大先輩であることが多く、

家庭におかれましても地域にとりましても、大切にしなければならない方々でござ

います。このような方が自分の意に沿わず、捜索願いを出さなければならないこと

には、当事者である家族にとりましても、また大きな苦痛であると思います。 

 さらにまた、自分の仕事を顧みず、要請時に昼夜、捜索に当たらなければならな

い消防団員にとっても大きな苦労となるわけでございます。 
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 ５件のうちの１件は、実際、私どもの地域でございましたので、その実状をつぶ

さに見てきたところでございます。 

 自分の意に沿わず、苦しまなければならない病気の方々にとりましても、苦渋の

末、お願いをしなければならない当事者、家族にとりましても、また仕事を犠牲と

して出動しなければならない消防団の皆様にとりましても、これは大いに人権にか

かわることでございますので、慎重な対応が必要ではないかと。これらの方々に現

在地を確認できる機器、色々あろうかと思いますが、これらを市から貸与し、携帯

していただく方法はないものかと思うものでございます。 

 大変厳しい問題があると十分承知しておりますが、今後、ますます増加するのは

見えておりますし、何かしらの対応、総合的に必要であると思いますので、お考え

をお伺いをいたします。 

○議長（横手啓介君）   

本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

消防関係の装備と体制につきましての、２回目の質問の１点目、消防ホースの補

充及び予備燃料の確保について、お答えいたします。 

先ほどご答弁申し上げましたとおり、消防ホースにつきましては、消防団各部の

要求に応じて補充をいたしておるところですが、地域の特殊事情や、距離に応じた

数量が各部において確保されているかなどにつきましては、再度調査した上で、必

要に応じた補充を行いたいと思います。 

また、消防団各部における小型動力ポンプの燃料の備蓄につきましては、これま

で市内各所において盗難事件があったことや、爆発等の危険性を伴うことから、各

部における徹底した管理体制が求められることと、万一、備蓄燃料に起因する火災

等が発生した場合の消防団の管理責任問題、さらには長期保管に伴います品質劣化

によるポンプ能力への影響などを考慮して、市側からの備蓄指示は行っていない状

況でございます。 

なお、通常の火災時におきましては、消火活動に使用するポンプは数台であるこ

とから、万一、燃料切れした場合においても他のポンプでリレー方式で消火活動に

あたることが可能であると考えております。 

ただし、懸念されております大規模火災発生時を想定した燃料の補給体制は必要

であること、備蓄に伴います消防団の管理責任から、総合的に判断をいたした場合、

現時点におきましては火災現場への燃料運搬など、石油販売業者との協力体制の構

築が最良の方法ではないかと考えます。 
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今後、消防団のご意見を尊重しながら、十分検討してまいりたいと思います。 

次に、２点目の現在地を確認できる機器を市から貸与し、携帯していただく方法

がないかというご質問に対して、お答えをいたします。 

行方不明になられる可能性のある高齢者等について、位置情報の確認ができる端

末機器をご本人に持っていただくことによりまして、携帯やパソコン等で随時、所

在地を確認することができる民間警備会社や携帯電話会社等のサービスがございま

す。今年度、介護保険課におきまして、実際にそういった端末機器を貸し出す事業

を行う準備を進めております。具体的には、サービスが必要な方について調査をし、

そのご本人やご家族等の希望に基づきまして、市が契約する民間会社の端末を貸与

いたします。概ね、半年間ご使用いただいて、その活用状況や効果の検証を行い、

その結果、効果があると認められた場合、継続した事業として実施をしていきたい

と考えております。 

また、市では現在、徘徊ＳＯＳネットワーク・携帯メール登録事業も行っており

ます。これは、事前に携帯メールで登録いただいた市民や事業者の方に、警察等と

連携しながら行方不明者の情報を速やかに伝達し、捜索や情報提供に役立てるとい

うものでございます。 

多くの市民の皆様にご協力をいただけるよう、これらも周知をするとともに、こ

れらによりまして、ご家族あるいは消防団の負担軽減につながるよう、努めてまい

りたいと思います。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

古荘議員、了解ですか。 

○20番（古荘克郎君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

古荘議員。 

［20番 古荘克郎君 登壇］ 

○20番（古荘克郎君）   

特に２点目の捜索方法につきましては、今年度、既に計画、準備中ということで

ございまして、その成果を多いに期待するものでございます。 

 したがいまして、３回目は要望に変えたいと思います。 

 火災現場での対応、そして行方不明の捜索、いずれも実際、その現場で緊急にか

つ組織的に対応しなければならない任務でございます。そして、その作業に当たら

なければならないのが消防団の皆さんでございます。実際の現場では、それこそ何

が起こるかわかりません。先ほどの答弁では、消防団の意見を尊重しながらとあり
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ましたが、くれぐれも不測の事情も想定し、団組織に対し、負担にならないよう十

分なる検討と対策をお願いするものでございます。 

以上、要望を申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、古荘議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時01分 休憩 

午前11時12分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、森久雄議員の発言を許します。森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 

○26番（森 久雄君）   

26番、民主党、森久雄でございます。 

今回は、一般質問を、質問という形ではなくして、提言、要望みたいな形で１点

だけ行わせていただきたいと思います。 

通告は、地域単位呼称「鹿本郡」消滅による「鹿本地方あるいは地域」の呼称廃

止を周知して、山鹿市の表現に固定化する取り組みについての提言として通知をい

たしております。 

提言に当たりまして、鹿本郡に関する若干の歴史的経過をおさらいしておきたい

と思います。 

そもそも郡は1878年、明治11年制定の郡区町村編成法に基づきまして、準備の整

った府県から順次施行されました。その郡制のもとでは、郡は府県の下位行政官庁

の側面と、地方自治体という２面がございました。1896年、明治29年、郡制に基づ

き山鹿郡と山本郡が合併し、鹿本郡が誕生しました。その当時、３町24村がござい

ました。郡名は、両郡の名前の合成で、両郡の名に共通した「山」という字を使わ

ずに、その下の山鹿の「鹿」と山本の「本」という字を合わせて、「鹿本郡」とし

たものと思います。 

山鹿市史には詳細な記述がありますので、読んでいただければ複雑な推移も詳細

に記述してありますので、お読みいただければと思います。 

さて、その後、1923年、大正12年には自治体としての郡が廃止され、さらに1926

年、昭和元年には、府県の下位行政官庁、出先機関としての郡が廃止となりました。
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これによりまして、郡の呼称は単なる地域単位の呼称となったわけでございます。

しかしながら戦時中の1947年には、１、２郡ごとに設置された地方事務所は、下位

行政官庁、出先機関として廃止された郡の部分復活と考えられております。その地

方事務所も戦後は地方自治法のもとで、都道府県ごとに違った道筋をたどってきて

おります。 

さて、単なる地域単位呼称の鹿本郡の郡域には、旧山本郡全域に相当する植木町

と、旧山鹿郡全域に相当する現在の山鹿市が存在してきました。鹿本郡誕生から数

えますと今年で言えば実に114年です。本市の旧４町名には、いずれも「鹿」の１

字が入っておりますおりますが、この「鹿」の字は、昭和29年から30年の合併時に、

鹿本郡の「鹿」の１字をもってきて新村名や新町名とされたものだと思っておりま

す。言いかえれば、旧山鹿郡の「鹿」の１字は、身を裂いてそれぞれの町名や市名

の一文字となりまして、その市町を励まし続けて、去る平成17年１月15日、役目を

終えて、新山鹿市の「鹿」として再び一つになったのだと、私的には思っておりま

す。また、４町が「鹿」の一文字を町名に入れて歴史を刻んだあかしとして、新山

鹿市の町名にその名を残していくことは当然のことであろうと思います。そして、

平成22年３月23日、植木町が熊本市に編入され、ついにその日をもって鹿本郡の呼

称が消滅したと思っております。参考までに見てみますと、郡内の変遷は、1954年、

昭和29年４月１日に、旧山鹿市は１町７村を合併して山鹿市を誕生させまして、同

時に鹿本郡を離脱いたしております。また、その同日に鹿北村が３村の合併を行い

まして鹿北村を発足させております。昭和30年には１町６村の合併で、１月１日に

植木町が発足しております。また昭和30年４月１日は３村合併で菊鹿村、１町２村

合併で鹿本町が発足いたしております。７月１日は３村合併で鹿央村が発足して、

全体で２町４村という形になっております。それから、町制が施行されまして、そ

れぞれの村が町になっていきまして、昭和44年に１村残っておりました田底村が４

月１日に植木町に編入されて、鹿本郡は５町ということになったわけです。平成17

年、この新山鹿市は鹿北、鹿央、菊鹿、鹿本の４町を合併して山鹿市を発足させて、

その４町が同時に鹿本郡を離脱したということになっております。そして先ほども

言いましたけども、３月23日、植木町が熊本市に編入されましたので、ここで完全

に鹿本郡の呼称が消滅をしたというような変遷をたどったというふうに私は認識を

いたします。 

今や、山鹿市の南面に70万人の巨大都市熊本市、北面では福岡、大分両県と隣接

する５万7000人強の山鹿市となっております。 

ところで、県下にはたくさんの地方や地域や市が存在をいたしておりますが、そ

れらの呼称は実態に即しておりまして、例えば阿蘇郡とか、あるいは玉名郡とか、
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天草とか、いろんなところの地名がありますが、住民の皆さんにとって違和感は感

じておられないと思います。しかしながら、山鹿市に限って申せば実態に即してい

ないにも関わらず、今なお鹿本地域の中に存在しているような表現を容認し続けて

いるように思えてなりません。誤解を避けるために申し添えておきますが、旧鹿本

郡にまたがって活動や運営をされている団体や組織、例えば連合鹿本地協とか、Ｊ

Ａ鹿本とか、鹿本郡市医師会とかございます。それらの方々には当然ふさわしい名

称やエリアであると思います。そのような皆様の活動を阻害するといった趣旨では

ありませんし、本意でもありません。申し上げたいことは、鹿本郡の消滅で、鹿本

地域とか鹿本地方という広い地域はなくなりました。よって、これまで言い慣れて

きた表現であっても、残っている自治体は山鹿市だけでありますので、山鹿市がい

まだ鹿本地方の中に存在しているがごとき表現は使われないように、国県はもとよ

り、新聞、テレビ等のマスコミに至るまで、あらゆる方面に周知をされたいという

ことでございます。私たちが当然のことながら、今まで以上に山鹿市に誇りと愛情

を持ちながら、心と力を合わせてまちづくりを進めることが求められます。そのた

めにもあらゆる場面に山鹿市の存在がクローズアップされる必要があります。そし

て隣接する巨大熊本市に、質的に負けないまちづくりを目指して、ひいては精神的

な地域主権を確立をさせて、強く、しなやかで明るい山鹿市にしなければと思って

おります。 

以上、若干くどく申し上げましたが、意図するところはご理解賜ったものと思い

ます。 

今後の対応はいかがかとお聞きをいたしまして、１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの森議員のご質問にお答えいたします。 

まず、地名とは、土地につけられた名称のことでございますが、同時に、居住範

囲を示すものであり、山川草木や動物など、自然環境を表現する自然地名と、その

場所の歴史やゆかりの者の名が残る歴史・人文・地名とに大別されるようでござい

ます。 

ところで、鹿本という呼称は、議員ご説明の歴史的な変遷をたどり、旧鹿本郡市

域に対し使われてまいりました。地名の分類の一つに、行政地名というものがあり

ますが、ご案内のとおり、これは何々市や何々町と呼ばれるもので、その広がり、

範囲を行政区域と呼んでいます。人は、この行政地名からその場所を意識し、独自
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のいろんなイメージを想像します。また、現代は、この行政地名を基本に日常生活

が営まれていると言っても過言ではありません。例えば、気象に関する警報、注意

報も、去る５月27日から発表区域が市町村単位となりましたし、各種の行政サービ

スを初め、経済活動や文化活動等による便益を受けるにも、住所や居所の情報は不

可欠となっています。このように、地名、特に行政地名の果たす役割は、行政のみ

ならず、市民にとりましても大変重要なことですので、これが正しく認識され、使

われなければならないと思います。したがいまして、旧植木町が熊本市と合併し、

鹿本郡が消滅した以上、鹿本という地名も行政上は存在しないため、今後は山鹿市

の存在感を対外的にアピールする意味でも、山鹿市という行政地名と、行政区域の

正しい認識、正しい使い方の徹底を図ることが、行政のみならず、現在及び将来の

市民にとっても極めて有益なものと考えております。ただし、長年、住民の間では

旧鹿本郡市としてさまざまな連携、協力を行ってきた経緯がありますので、その歴

史的なつながりと申しますか、連帯感というものはすぐに解消されるものではない

と思います。 

この問題については、ある程度の時間が必要ですし、徐々に意識の変革が進むも

のと考えております。以上、お答えといたします。 

○議長（横手啓介君）   

森議員、了解ですか。 

○26番（森 久雄君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 

○26番（森 久雄君）   

答弁ありがとうございました。 

前半の中嶋市長のご答弁については、十分納得できたわけでございますけれども、

これまでの経過などからしまして、鹿本地域とか、そういう部分についての連携と

いうのは必要であるということについても、また分かります。しかしながら、例え

ば、少しご無理なことを申し上げるかもしれませんけれども、この山鹿市の中には、

公立高校が３校ございます。そのいずれも鹿本という文字を冠しております。色々

な場面におきまして、活躍が私どもとしましては期待をするわけでございますけれ

ども、そういう場合において、さまざまな場面で報道にその地名などが、あるいは

校名などが載りましたときなどは、全く旧鹿本郡の地域を指し示すような言葉とし

て存在しているかのような表記になっていくのではないかというような思いもいた
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しますので、この山鹿市というものを全国的に強い意志をもってクローズアップさ

せていくということであれば、そういう公共の施設や建物、学校などにつきまして

も、可能ならば、地名をあるいは校名なども変えることも必要なことではないかと

いうふうに一つは思います。 

これについても、いかがお考えかということもお尋ねしておきたいと思いますが、

もう１点は、山鹿市は地域連携という言葉をもちろん必要なことはしていくべきで

あると思いますけれども、70万都市の10分の１にも満たない地方都市になったわけ

ですけれども、ここが踏ん張りどころでございまして、これからの山鹿市を築いて

いくためには、何としてでも山鹿市民であるということを強く意識していく、そう

いう精神的な地域主権の確立というものをしっかりと持たなければならないという

ふうに思うところでありますので、ある意味で言いますと、今まで助けていただい

たような組織や団体に対しましても、お礼はしっかりと申しながらも、しっかりと

自立をしていくという、そういう気概を持った山鹿市づくりへと、しっかりとリー

ドしていただきたい、指導していただきたいということを思うところでございます

ので、ぜひもう一度、山鹿市長、中嶋憲正様として、これから真の山鹿市の発展の

ために必要なものは、私が申し上げていることについて、どう受けとめていただけ

るかをもう一度お伺いをして、２回目の質問を終わりたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの森議員の２回目のご質問にお答えいたしたいと思います。 

基本的な考え方は、先ほど申しましたようなことでございます。具体的に、公共

施設や学校等の名称について取り組むべきじゃないかというような考え方をいただ

いたわけでございますけども、こういったものは、非常に大きな課題、大きな問題

かなという思いがしますし、こういったことにつきましてはしっかりとこれまでの

歴史がございますし、それぞれの方々の思いもあろうと思います。しっかりと時間

をかけて、プロセスを大事にしながら検討の時間を持つ。そういった中での方向性

が大事かなと、そんな思いをいたします。さらに、この６万山鹿市としての自立、

そういったものが大事ではないかという思いでございます。全く私もそういった思

いがします。先般のいろんな教育事務所等の問題、振興局の問題等、いろんな公共

施設、事業所等の問題もございますけども、そういった中でやはり山鹿市として自

立していくんだという強い気概や、そして取り組み、そういったものが大事である。

今大事な時期を迎えている、そんな思いをいたします。 
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それとともに、やはりこれはまるで逆の捉え方という考え方もしますけれども、

そういったものが共存する、ともに違った右と左が共存する、それが社会ではない

かなという思いがします。先ほど言いましたように、自立、そして自立を目指して

いく、それとともに連携をしていく、しっかりと周辺と協調していく。そういった

ものが合わさりながら、この地域が進んでいく、発展していく、高まっていく。そ

ういった要素があるのが私は栄えではないかなと。これはこの問題だけじゃなくて、

全ての問題で陰と陽が合わさって、ものが成り立っていきますように、この問題に

つきましても、それぞれのものがしっかりと大事にされながら、そしてこの山鹿市

が大きく成長していくそういった要素があるんじゃないかなと、私は感じておりま

す。 

それぞれを大事にしながら、そして山鹿市としてしっかりと前進していく、そう

いった道筋を皆さんとともに歩んでいきたいと、そんな思いでございます。 

○議長（横手啓介君）   

森議員、了解ですか。 

○26番（森 久雄君）   

終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、森議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、立山隆議員の発言を許します。立山議員。 

［11番 立山 隆君 登壇］ 

○11番（立山 隆君）   

11番、立山隆です。 

私は、一般質問１点、農作物の被害対策について質問いたします。 

先ほど太田黒議員の方から、口蹄疫については詳しく質問がありまして、本当不

安を抱くわけでございます。宮崎県の口蹄疫が、熊本県、そして九州の畜産関係の

皆さんには不安を与えているものと思っておりますし、川南町と交流のあった認定

農業者の何名かでも、お見舞い、また義援金をするということを先日決めたばかり

でございます。 

地元山鹿市においては、最近の自然災害ということでいろいろお聞きします。３

月下旬の晩霜における農作物の被害、そして今月の６月１日、13時40分から14時ご

ろまでの降雹、これは鹿央町を中心とした広範囲に、５～８センチメートルの大き

さの降雹があったと聞いております。 

この農作物の被害状況を説明いただき、そして農産物の被害における農家への支

援対策は、どのようなことを考えておられるか、市の対応をお聞きし、そして３番
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目に、今後、突発的な災害に対し、関係機関で検討を行う協議会の設置等は考えら

れないのか。農作物の被害対策について質問いたします。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

立山議員の質問の１点目、農作物の被害状況について、お答えいたします。 

最近の農作物の被害状況につきましては、低温による晩霜及びひょうによる被害

がでております。３月下旬の晩霜により、茶及び梨、桃等の果樹において被害を受

けている状況で、茶につきましては一番茶の品質の低下に加え、約２割の収量減と

なっております。また、梨、桃等の果樹につきましても、今後の生育状況にもより

ますが、収量減につながる可能性があると認識しております。 

さらに６月１日に発生いたしましたひょうにより、鹿央地区において、たばこに

甚大な被害を受けております。栽培面積54ヘクタールに対しまして、被害面積は51

ヘクタール、葉の折損や落葉などにより、被害総額は約１億8000万円、被害を受け

られました対象農家は27戸となっております。 

続きまして、２点目のご質問、農家への支援策についてお答えいたします。農業

は、他の産業と違い、自然の影響を受けることが多く、低温、高温、台風、大雨、

病害虫等の自然災害等により、これまでも多大なる損害をこうむってまいりました。

被害を受けた場合を想定して、農業経営の維持を目的に農業共済制度が用意されて

おります。本制度は、水稲などを対象とする農作物共済のほか、果樹共済、家畜共

済、畑作物共済、園芸施設共済等があり、農作物共済は当然加入、その他は任意加

入となっております。農業所得の減少による共済掛金の負担感もあり、作物によっ

ては加入率が低かったり、特定の被害に限っての加入などさまざまでございます。

市といたしましても、毎年発生する被害に備えまして、できる限り農業共済制度に

加入いただくよう、関係機関と連携を図りながら、農業者へ呼びかけてまいりたい

と考えております。 

なお、たばこにつきましては、農業共済制度の対象外となっております。そうい

うことから、ＪＴ独自の支援策であります災害援助金が適用されることになってお

ります。今回のひょうの被害に対しまして、市としては直接的な支援策は設けてお

りませんが、損害分を補うため新たな換金作物を作付けする場合などについては、

市の単独事業であります「がんばる農林業チャレンジ支援事業」などの優先採択に

配慮してまいりたいと考えております。 

次に３点目の質問、関係機関で検討を行う協議会の設置についてお答えいたしま
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す。 

ご指摘のとおり、農作物に対して突発的な被害が発生した場合には、迅速な対応

を行うため、関係機関との協力体制のもと、被災農家救済のために最大限の対策を

講じる必要があると考えております。現在、市が中心となり、ＪＡ鹿本、県鹿本地

域振興局の三者で営農等に関する情報交換の場として、山鹿市営農連絡会議を設置

しております。災害等に対する検討につきましては、この連絡会議を活用していく

ことにしております。以上、お答え申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

立山議員、了解ですか。 

○11番（立山 隆君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

立山議員。 

［11番 立山 隆君 登壇］ 

○11番（立山 隆君）   

私もたばこ耕作者の１人ですので、たばこだけ取り上げますけど、昨年の山鹿市

の葉たばこ販売代金は10億円を超えました。そして、今度の６月１日の降ひょうで

は１億8000万円の被害、これは鹿央地区だけの被害額でありまして、山鹿市、鹿本

町の一部にも３号線沿いなどに被害が出ております。これを加えますと、また被害

額が上がってくるんじゃなかろうかと思います。50％以上の被害が9.1ヘクタール、

そして70％以上が42ヘクタールという報告が出ておりますし、今、畑に行くと本当

に溝がたばこの葉で埋め尽くされておりますし、残った葉にしましても、上位２枚、

そして下葉２枚という、これが果たして成熟過程において製品になるのだろうかと

思われます。 

確かにＪＴも補償制度はありますし、普通の農産物も共済制度があります。しか

し、この共済制度、助成事業はそれとして、山鹿市でも山鹿市営農連絡協議会が設

置してありますし、そういう中で何らかの支援の形で、こういう災害に遭った方に

支援をしていただくことを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、立山議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、昼食のため休憩いたします。午後１時より再開いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時45分 休憩 

午後１時00分 開議 
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、冨丸洋一郎議員の発言を許します。冨丸議員。 

［５番 冨丸洋一郎君 登壇］ 

○５番（冨丸洋一郎君）   

午後のトップバッターとして、ただいまより質問を始めさせていただきます。 

５番議席、鹿進会の冨丸でございます。 

私、今回、小学生児童の登下校時において、事故や犯罪から守るための防犯体制

について、２点お尋ねをするものでございます。 

１点目は、児童が携帯する防犯ブザーや笛の点検及び効果について。２点目は、

通学路沿線の住民への防犯に対する協力要請についてという点をお尋ねをしていき

たいと思います。よろしく当局のご見解をお願い申し上げます。 

子どもはやまがの宝だと、市長の宣言もなされており、現在、児童数が減少する

中において、教育委員会を中心として、市民のボランティアによる防犯パトロール

などが実施されております。結果、今日まで児童たちが悲惨な事件や事故に遭った

という事例を聞かないのは、本当に防犯体制の成果があるものと、関係者の方々に

敬意を表するものであります。 

そこで、１点目の子どもたちに携帯させている防犯ブザーや、呼び笛の点検や指

導について、また音の効果についてお尋ねをいたします。 

防犯ブザーは、新入生児が入学式に、入学と同時にランドセルにつけて渡され、

登下校時にいつもランドセルが背中に背負われて、その横についているという状況

でありますが、このブザーの音をここにいらっしゃる議員の方々もお聞きになった

ことがありますでしょうか。ほとんどの方が聞かれたことはないと思います。そう

いう防犯ブザーでありますけれども、年数が経っていっていつのまにかブザーじゃ

ない笛をぶらさげて登校しているという子どもたちが多く見られる中で、じゃあ一

体このブザーは子どもが危険に遭遇したときの果たしてブザーの音、それを認識し

ない、その周辺の人々にこれは子どもたちから発信されたＳＯＳですよということ

が理解できるでしょうか。きっとそういった不審者が近づいたときに、やはり恐怖

におののいて、ひもを引く動作すらできない、そしてまた笛ともなると多分吹けな

いという状況を想像していただければ、この大人ですらそういった危険に遭ったと

きに、きっと逃げまどうであろうと想像をすると、やはり一刻も早く確立した防犯

体制を整えなければならないというのが私の考えであります。そしてまた子どもた

ちが勇気を持ってブザーを鳴らせたとしても、先ほど言いましたようにブザーの音
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を知らない人がどんな所で聞いてもなかなか認識することができず、子どもたちが

必死になって叫んでいるこのブザーや笛の音が、本当にこの農村集落の中で、人家

から離れた登下校の通学路の中で、果たしてどれだけの抑止をするのか、これもま

た疑問であります。しかしながら最小限度の抑止のためには、これが今現在の中で

はやはり一番身近な防犯体制の一つではあるというふうに私も認識をしております。

しかしながら、まだまだこの小さい子どもたちが危険な状況に陥らないようにする

ためには、沿線の方々の目配り、気配り、そういったものが必ず必要ではないかと

いうふうに思います。 

防犯体制に万全はないかも分かりませんけども、やはり常日ごろ、住民の方々、

近隣の方々の意識を持った子どもたちに対する温かいまなざしを持っていただけれ

ば、そういった不幸な事例から解放されるんではなかろうかなというふうに思うの

は私だけではないと思います。 

そこで、先ほど述べました防犯ブザーが壊れて、いつの間にか笛を下げて行って

いる子どもの姿を見ますと、このブザーの修理や点検は、一体どこでどのような形

でなされているのか、そういったことをお尋ねするとともに、学校から保護者の方

に買いかえを促すとか、そういったものが統一して指導されているのかどうかとい

うのもお尋ねをしたいと思います。なかなか聞き慣れない防犯ブザーというのは、

１回引いてすぐ戻せばまた何回でも鳴るというような代物なのかどうか、私も含め

ましてなかなか耳慣れない音を発するものというふうに思います。ですから、笛よ

りも、むしろブザーの方が大事だとは思うのですが、そういったものの取り扱いに

ついて、ご見解をいただきたいと思います。 

２点目に、通学路沿線の住民への防犯に対する協力要請についてお尋ねするわけ

でございます。 

冒頭申しましたように、本市でも各方面のご協力を得て、防犯体制も整ってきて

いると思われますが、私は防災無線などで下校時間帯に放送できないものなのかと

いうことを常日ごろ思っております。植木町、現在は熊本市になりましたけれども、

合併前から、午後３時半になりますと毎日こういうふうなアナウンスが流れてきま

す。「植木町役場からお知らせいたします。ただいま町民の皆様による防犯パトロ

ールが実施されております。子どもたちを事件、事故から守り、安全を確保しまし

ょう。皆様のご支援、ご協力をお願いします」という文言が防災無線のスピーカー

から流れております。 

そこで、私も山鹿市においてこういった取り組みができないものか、各学校の通

学路沿線の住民の皆様に、下校時間帯に自分の近くを通る子どもたちに、その時間

だけでも目配りをしていただければ本当に未然に防げるのではなかろうかなという
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ふうな思いがあります。決してあってはならないことですけれども、しかし農村部

の人家から人家、非常に離れたところになりますと本当にこの子どもたちが安心し

て通学できる、そういう呼びかけを私はできないものなのか、お尋ねをするわけで

ございます。現在、自動車の屋根に青色回転灯を付けた白黒パトカーに似た車を巡

回させている光景をよく見かけます。防犯の抑止にはなっていると思いますが、ス

ピーカーから流れる言葉はなかなか沿線の住民の方々のところまでは届かないので

はないかというふうに思われます。なぜかと言いますと、私たち議員も選挙のとき

には選挙カーに乗っていろいろ支持の訴えを選挙カーからするわけでございますけ

れども、何せ車は走っております。最初の言葉と最後の言葉のときは既にその場を

離れているということで、やはり固定したスピーカー、防災無線等を利用すること

も大事なことではなかろうかなということで、ぜひご検討いただきたいというふう

に思います。 

これで１回目を終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。佐藤教育部首席審議員。 

［教育部首席審議員 佐藤 智君 登壇］ 

○教育部首席審議員（佐藤 智君）   

冨丸議員のご質問にお答えします。 

まず、防犯ブザーや防犯用の笛につきましては、市内すべての小学校の全児童が、

防犯ブザーか笛のいずれかを登下校時に携帯するように指導しているところでござ

います。 

１点目のご質問の、防犯ブザーや笛の点検につきましては、各学校で定期的に点

検の時間を設けて取り組んでおります。また、学校によりましては、低学年で防犯

笛を吹く練習をしている学校もございます。しかし、防犯ブザーが故障しました際

には、原則的には各家庭において修理や買いかえをお願いしている状況でございま

す。 

また、防犯ブザーや笛の効果についてのご質問でございますが、子どもたちが目

につく所に携帯していることで、犯罪の抑止力にもなっているものと思っておりま

す。ただ、実際に突発の不審者に遭遇した場合、どれだけの子どもたちが対応でき

るのか、あるいはそのブザー音によって果たして不審者を撃退できるのかという不

安はございます。まずは防犯ブザーの音、危険を知らせる笛の音を近くにいる人が

認識してもらえるよう周知しますとともに、すぐに駆けつけていただけるような取

り組みを行ってまいりたいと思います。 

実は今日、防犯ブザーと笛を持参してまいりました。議員の皆様方にも実際に、



 － 53 －

音をお聞きいただきたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

許可いたします。 

○教育部首席審議員（佐藤 智君）   

これが防犯ブザーでございます。ランドセルに付属品として市教委の方から全１

年生に、新入生に支給をしております。これは短いひもですが、ランドセルは後ろ

ですので、首から下げて持つようにひももついております。ここにピンがありまし

て、このピンを抜くとブザーがなるということでございます。 

では、ちょっと試しで鳴らします。 

［防犯ブザーの音］ 

○教育部首席審議員（佐藤 智君）   

こういう音でございます。 

ピンをまたはめれば音は止まりますので、かなりの長い年月、電池はもつという

ことになるかと思います。 

こちらが防犯笛でございます。吹きます。 

［防犯笛の音］ 

○教育部首席審議員（佐藤 智君）   

こういう音でございます。 

次に、２点目のご質問でございますが、通学路沿線の住民の方への協力を要請で

きないかということでございますが、学校では子ども110番の家の設置をお願いし

たり、一部ではオフトーク等で児童の下校時間を毎日、保護者や地域住民に知らせ

たりするなど、それぞれの学校の実情に応じました啓発活動や見守りをお願いして

いるところでございます。 

教育委員会としましても、市内各地域に６名のスクールガードを委嘱し、毎日、

及び隔日で児童の下校時間に安全パトロールを行っております。今後も安全パトロ

ールや地域ボランティアによる見守り体制の充実、防災無線等の活用も視野に入れ

ながら、児童の安全確保に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

冨丸議員、了解ですか。 

○５番（冨丸洋一郎君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

冨丸議員。 
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［５番 冨丸洋一郎君 登壇］ 

○５番（冨丸洋一郎君）   

私も身近で聞くことのできない防犯ブザーの音と笛の音を聞かせていただき、初

めてこういうもので子どもたちがＳＯＳを発信するんだなと思いますときに、この

通学路沿線の中で、ここは室内ですので、今相当な音量で聞こえたかと思いますが、

果たして道路の中でそういったものがどれだけの皆様方に認知していただけるだろ

うかといいましたときに、ちょっといささか不安な部分がいっぱいあります。まし

て笛となりますと、そういった不審者に遭遇した折は、多分震えで笛を持つ手すら、

なかなか口まで運べないんじゃないかなというふうな思いをいたしております。し

かしながら、やはり子どもたちが通学する中で、一番身近な自己防衛の策とすれば、

先ほどおっしゃった防犯ブザーと笛の携帯、そういうものであろうということは十

分認識をいたしております。しかしながら恒久的に１年生のとき与えられても、防

犯ブザーがいつの間にか修理の方法すら分からない、電池交換はどこに行ったら交

換できるのか、むしろ私は笛よりも防犯ブザーの方が比較的、だれかに引っ張って

もらえればということになると、そちらの方を重視していく必要性があるんじゃな

いかというふうに思います。やはりだれも不審者に遭遇しないことをみんなで見守

っていく中で、あってはならないことを未然に防ぐためには、ありとあらゆる方法

も検討していただきたいというふうに思います。ですから、この鳴らなくなった防

犯ブザーの速やかな点検を、各学校の窓口にあるのか、窓口が一体としてなされて

いるのか、そしてまた私は各学校でそういった笛の練習とかの時間も設けていると

いうようなお話を今されましたけれども、それだったら全小学校の中で、こういっ

た取り組みを率先してやるべきではなかろうかというふうに思います。これはまた、

私は今、学校再編の問題があっておりますし、聞きますところによりますと、４キ

ロ未満の子どもたちは徒歩通学を検討されているようでございます。それならなお

さら、この時間のかかるいろんな条件の中で歩く子どもたちのことを想像しますと、

もっともっとやっぱり監視の目と言いますか、そういったものが必要になってくる

のではなかろうかなというふうに思いますので、できましたらば先ほど言いました

ように、防災無線等の活用もぜひ前向きに検討していただきたいというふうに思い

ます。 

それから、今回の質問を小学生の低学年あるいは小学生児童に限って今お話をさ

せていただいておりますけれども、これは事前に通告の中にはいたしておりません

でしたけども、同じ学校に通学する中学生の子どもたちが、ある１カ所をどうして

も通らなければならない現状があるということで、ぜひこの場で皆様方に知ってい

ただきたいというふうに思います。 
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そこで、私は鹿本中学校の自転車通学をする子どもたち、とりわけ私の集落であ

りますけども、分田、中分田、下分田、小柳の地区の生徒は、歩行者、自転車専用

の橋である菊池川にかかる第２分田橋を渡って登校します。そのルートは橋を渡っ

て藤井に出、藤井から東村を通ってそれから鹿本中学校というルートになりますが、

いずれにしましても集落からちょっと離れたところでございますので、下校時は来

民商店街を通ってそして農高前、今古閑、日置駅、そして分田橋というような帰路

につくわけでございますが、今回、皆様方にぜひ知っていただきたいのは、この分

田橋の状況であります。私は分田橋の早期かけかえを何回か鹿本の時代から質問の

中にさせていただきました。もちろん築後72年という古い橋でございますので、橋

を照らす水銀灯すら全くありません。このことが非常に冬場の日暮れの早いときに、

中学生が部活動を終わって帰る一つの橋であるということは言うまでもありません

けれども、真っ暗の中の橋であるということは皆さん方にもご認識をしていただき

たいというふうに思います。ですから、ここを歩いてみますとよく分かるんですが、

暗い中で対向車のライトが目に入ると一瞬そこで立ち止まらなければならないよう

な、そういう状態です。夏場は比較的に日暮れが遅いので、登校したルートを帰っ

ているという状況もあるようでございますけれども、いずれにしましても冬場、ま

して女生徒になりましたら非常に集団である程度帰っていくわけでございますが、

この橋を照らす灯りが１本もない状況の中に、自転車のライトだけが頼りで帰って

いく姿を皆さん方が想像していただければ、これは早くどうにかしてでもやっぱり

橋の持つ危険性、そういったものを行政が中心になって率先してやっていただきた

いというふうに思います。 

橋や河川に関しましては、国や県の管轄でありますけれども、とりあえず我が本

市の中でも行政が特に窓口でもって水銀灯の１基でも２基でも、この橋を照らす照

明ができましたら、そこを渡る子どもたち、これはもう中学生のみならず高校生も

一緒です。歩行者の私たちも一緒です。そういうふうなことを、声をぜひ出してい

ただきたい。本来ならこれは建設課の方にお尋ねするべきところだと思いますけれ

ども、今回、防犯体制の一環として私はこの分田橋の現状を皆さん方に知っていた

だきたい。そしてまた、早くこの橋が灯りのある橋、そして子どもたちが安心して

渡れるような橋になるように、切にお願いすると同時に、今回取り上げました防犯

体制につきましては、しっかりと全市挙げてもう１回、道路マップなり何なり、き

ちっと統一をして、あらん限りの方法をもって、激減していく児童達の身の安全を、

私たち大人が、そしてまた行政が、地域住民の皆様方と一体となって見守っていく

必要性があるというふうな思いを持っておりますので、ぜひこの思いをご理解いた

だいて、行政の中で反映させていただきたい。そして、防犯体制を確立していただ
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きたい。そういう旨をお願いして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。佐藤教育部首席審議員。 

［教育部首席審議員 佐藤 智君 登壇］ 

○教育部首席審議員（佐藤 智君）   

冨丸議員の２回目のご質問にお答えします。 

まず、学校における防犯ブザー等の点検につきましては、子どもたちの安全確保

の面におきまして大変重要なことでありますので、学校へ点検の徹底を指導してま

いりたいと思います。 

また、故障の場合の対応として、電池の交換やあるいは買いかえのお願いなど、

家庭への連絡を徹底してまいりますとともに、地区の集会やＰＴＡの地区懇談会の

折などを利用して、実際の音を聞いていただくような啓発を行ってまいりたいと考

えております。 

次に、下校時の外灯に関しましては、議員ご指摘の分田橋のみならず、通学路の

危険個所の点検を学校やＰＴＡ、地域の方々とともに行いながら考えてまいりたい

と思います。以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、冨丸議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、福本義文議員の発言を許します。福本議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

予定より少し早まりまして、一番眠たい時間かと思いますけど、今しばらくお聞

きいただいて、そしてまたいい方向に結びつけていただきたいと思います。 

 ４番議員の福本義文でございます。発言通告に基づきまして、今回は一般質問を

２点行いたいと思います。一問一答にてよろしくお願いします。 

 まず１点目の、博物館の管理と人事についてでございます。この件については私

昨年12月の議会においても質問の中で申しておりましたが、私の舌足らずの面も

多々あったかと思いますし、ご理解ができておられないという思いがします。なぜ

ならば、藏原総務部長の答弁で、博物館管理係、文化係は文化課の所管であり、館

内の対応をお願いしている。今後、組織、事務分掌の見直しと合わせて、教育委員

会と十分連携しながら検討する。また、中嶋市長は、文化課及び博物館の人事、組

織については業務の効率化を考えながら、総合的な組織の見直しの中で検討すると

いう答弁がなされました。本年度、平成22年度の文化課の人事を見れば、前年度９

名の職員が今年度は11名と、２名の増員にはなっております。しかし、博物館の人
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事を見れば、今まで文化振興係は博物館の中に机、いすがありましたが、この４月

からは中央公民館の方に移転し、博物館には長期休暇の人を入れて３名であります。

実質２名の職員であり、学芸員はいまだかってゼロであります。 

 前回も述べましたが、博物館法第２条の定義では、博物館とは歴史、芸術、民族、

産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般

の公衆の利用のために、その教育、調査研究、レクレーション等に資するために必

要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする

機関である。また第４条には、博物館には専門的職員として、学芸員を置くとうた

われておりますが、いまだに学芸員がいない博物館であります。 

 そこで質問です。文化課には三つの係がありますが、その係の主な業務内容をお

聞かせください。そして、学芸員を配置できない理由、また県内の他の博物館の学

芸員の配置状況をお知らせください。 

 最後に、昨年12月議会で、文化課及び博物館の人事組織については、業務の効率

化を考えながら、総合的な組織の見直しの中で検討させるようにしたいとのことで

あったが、その検討結果をお聞かせください。 

 今回は、新しい倉原教育部長に答弁をお願いします。 

これで１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。倉原教育部長。 

［教育部長 倉原謙治君 登壇］ 

○教育部長（倉原謙治君）   

福本議員の一般質問、博物館の管理と人事について、ご答弁申し上げます。 

 まず１点目の、文化課各係の業務についてでございますが、現在、文化課には文

化振興係、文化財係、博物館管理係の三つの係がございます。まず文化振興係の業

務は、文化芸術の振興、八千代座に関することなどでございます。ご案内のとおり、

今年度から２年間、八千代座100周年の大きな事業を受け持っているところでござ

います。 

 次に文化財係でございますが、この係は、文化財の調査、記録、指定に関するこ

と、その他文化財の保存計画に関することなどでございます。特に国指定の方保田

東原遺跡の保存整備事業につきましては、地元のご理解とご協力を得ながら鋭意進

めているところでございます。 

 次に博物館管理係でございますが、この係は博物館に関すること全般、それから

公園の維持管理等でございます。特に本市の博物館には国指定の装飾古墳でありま

すチブサン古墳等が存在することから、全国からの見学者があり、ボランティア団
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体のご協力を得ながら対応しているところでございます。 

次に２点目の、博物館に学芸員を配置していない理由と、県内博物館の現状はど

うなっているかというご質問でございますが、博物館における学芸員の配置につき

ましては、先ほど議員もおっしゃいました昨年の12月議会で総務部長がご答弁申し

上げましたように、博物館管理係と文化財係は文化課の所管でございますので、状

況に応じて課内対応という形で対応しているところでございます。 

 また、県内他市の博物館学芸員の配置状況についてでございますが、県内の公立

の施設は、山鹿市を含めて５カ所ございます。中には総合博物館もございますので、

単純比較はできないと思いますが、まず熊本市立博物館の学芸員は９名、八代市立

博物館未来の森ミュージアムが６名、玉名市立博物館こころピアが３名、御船町恐

竜博物館が１名の配置がなされているところでございます。 

 次に３点目の、文化課及び博物館の人事組織についての検討はどうなったかとい

うことでございます。行政改革を進める中で、人員の削減、事務の効率化が行われ

ておりますが、文化課におきましては、八千代座100周年事業、交流施設の建設、

方保田東原遺跡の保存整備事業と、大変重要な事業を抱え、今年度２名の増員をい

ただき、11名の職員で現在、事務の遂行を行っているところでございます。そうい

う中で、議員ご指摘の博物館への学芸員の配置につきましても、教育委員会内部、

とりわけ文化課内での事業の進捗状況や事務の効率化を見極めながら、検討してい

きたいと考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

福本議員、了解ですか。 

○４番（福本義文君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

福本議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

答弁は、前回とほぼ変わらない状態で、本当に寂しい気持ちがします。と言いま

すのも、県内他の博物館においては、すべて学芸員が配置され、立派な博物館とし

てなっているかと思います。山鹿の博物館も、県内では市立としては２番目にでき

た博物館ということで、よそにはない、やはりここには100％地元で発掘されたも

のが展示してあります。よその博物館では、レプリカが半分以上ありますけど、そ

ういった面で、山鹿の場合は、すべてレプリカなしでこの山鹿市内から発掘された

ものが展示してあります。何度も申しますけど、やはりこの博物館に学芸員の配置
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がされてないということは、改善をしていただきたい、進展がない、そういった気

持ちであります。こういったことは、当山鹿市の教育委員会が博物館法を破ってい

るということになりますし、博物館の位置づけが余りにも甘く、また軽く見ている

としか言いようがありません。学芸員の配置と資格を持った館長の配置について、

再度答弁をお願いします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。倉原教育部長。 

［教育部長 倉原謙治君 登壇］ 

○教育部長（倉原謙治君）   

福本議員の２回目のご質問にお答え申し上げます。 

 学芸員の配置について、前向きに検討するとあるが、具体的にどのような考えか

ということでございます。議員ご案内のとおり、本年度退職された学芸員の補充と

いたしまして、１名採用をしていただき、現在、文化課内に３名の学芸員が配置さ

れております。博物館の業務につきましては、以前は博物館内に文化課がございま

して、学芸員もいたわけでございますが、先ほど申し上げました、100周年事業な

ど、大きな事業に取り組んでいくこととなり、事務室のスペースや事務の効率性な

どから、文化課全体が三つの場所に分散して業務を行っているところでございます。

また、文化財係につきましては、総合支所の再編等により、支所の業務も今、文化

財係の方にまいっているというふうな状況でございます。そういう中で、１回目の

ご質問にもお答えしましたように、文化財係に在籍する学芸員も、文化課内での対

応という形で現在も博物館業務に携わっているところでございます。今後につきま

しては、学芸職員が山鹿の文化財や歴史について知識を深めるなど、全体的な資質

の向上を図り、極力、博物館の業務ができるように文化課内の体制を整えていきた

いと考えているところでございます。また、来年度以降につきまして、学芸員資格

を持った職員の博物館配置ができるように、精一杯努力をしたいと思っております。

これは、今、教育委員会以外にも学芸員の資格を持った職員が数名おります。そう

いった方の異動も含めまして、市長部局の方へお願いをしてまいりたいと思ってい

るところでございます。 

 また、ご提案の中にありました、以前のように非常勤の学芸員の資格を持った方

を博物館長にしたらどうかということにつきましては、厳しい財政状況の中での人

員削減が進められていることをかんがみて、新たに館長として採用することについ

ては非常に難しいものと考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

福本議員、了解ですか。 
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○４番（福本義文君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

福本議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

２回目の答弁で、少しは前進したかと思います。倉原部長も学芸員の資格を持っ

ておられるということも聞いておりますし、そういった博物館に対しての理解もあ

られる部長だと思っております。そういった面で、今のこの山鹿市の博物館の職員

は、よその博物館と違って、先ほども申されましたように、国指定のチブサン、オ

ブサン古墳の案内を午前、午後と２回行っております。ちなみに土曜、日曜は博灯

会というボランティアの方で補っておりますけど、平日は職員の方が対応をしてお

ります。また、最近は年に３回ほどの企画展があっているかと思いますけど、以前

は年に４回ほど企画展がなされていたと思います。そういった観点から見ましても、

学芸員ではない今の職員さんに失礼かと思いますけど、２人の職員では企画から準

備等まで、かなり難しい仕事ではないかと思います。そういった面で、博物館の位

置づけを今一度考え直していただきたいと思います。 

 これで１点目の質問は終わります。 

 ２点目の質問に入ります。 

 ２点目の、結婚活動の行政の支援についてでございます。 

 この質問も、３月議会でも行いました。答弁もいただきましたが、その答えはこ

れまで実践してきた施策や、全国の取り組み事例等を十分に検証すると言われてお

りますけど、特に未婚者の女性が求めているものは何か、何が必要かなどをしっか

りと見極めて、行政としてどのような手だてができるかを検討させていただきます

という答弁でありました。 

 今日のこの社会では、男女の仲を行政がお手伝いする時代となっております。こ

れも、この30年ぐらいから一段と増してそういった時代になってきております。 

 たまたま前回、３月の質問の後、１週間もしないうちに新聞等で目にしましたも

のが、県内でも宇土市で厚生労働省の地域子育て創生事業の補助金を得て初めて、

バスでの婚活ツアーを企画された。20代後半から50歳代前半の男女が参加されたと

新聞に目がとまりました。 

 また、阿蘇郡市女性農業委員会ネットワークが、阿蘇青年会議所、通称ＪＣと言

いますけど、との取り組みでは20代から50歳の阿蘇地域の農業男性21名と、20歳代

から40歳代の県内各地の女性19名が参加したなど、企画されております。 
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 また先日、６月２日の新聞では、有明広域行政事務組合では婚活サポートの窓口

を開設し、希望者に登録開始が始まったと新聞紙上に出ておりました。 

 またこれは３月だったと思います。佐賀県伊万里市では女性課長と男性係長の２

人体制で婚活応援課が役所内にできたなど、今日の社会では多くの他市町村で人口

減少や少子化対策として、行政が結婚支援に乗り出しているのが現実であります。 

 そこで、人口減少や少子化対策として、行政の結婚支援は必要であると思います。 

 そこで、全国の最近の取り組みや事例等はどうなっているか、お聞かせください。 

 これは、本多総務部次長にお願いします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

ご質問の、結婚支援の全国の取り組み事例について、お答えいたします。 

 全国的には、都会に進学や職を求めて若者が流出し、地域社会の維持、存続が危

ぶまれることから、特に農村地域の自治体の多くが結婚支援に取り組んでおり、中

でも人口１万人未満の自治体では６割以上が結婚支援に取り組んでいる状況でござ

います。 

 また、自治体の結婚支援の形態につきましては、自治体が直接手がけるもの、Ｎ

ＰＯやＪＡ、民間企業との連携によるもの、ＮＰＯやＪＡ、民間企業等への委託に

よるものがございます。そこでは、男女の出会いの場を提供、演出する交流パーテ

ィーなどの事業が実施されておりますが、体験型の共同作業を取り入れた交流事業

に人気があり、カップルも誕生しやすいとのことでございます。 

 なお、交流事業の予算につきましては、一般財源で対応するのがほとんどのよう

です。 

 ところで、平成21年に福島県会津ＮＰＯセンターが実施いたしました結婚観と仕

事に関わる意識調査、22歳から55歳までの独身男女193人によりますと、男性の

91％、女性の86％が結婚したい、もしくは縁があったら結婚したいと回答をいたし

ております。しかし、男女の結婚観には相違が出ており、男性は人生を共にするパ

ートナーとして相手を求める傾向や、自分が世帯の稼ぎ頭にならなければならない

という旧来型の意識が強い一方、女性は嫁姑問題、家同志の付き合いが面倒、仕事

を辞めたくないなど、自分の仕事や生活が犠牲になることを嫌う傾向があり、こう

した男女のギャップが、出会いは成功しても結婚にまで踏み切れない背景にあると

いう結果が出ております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   



 － 62 －

福本議員、了解ですか。 

○４番（福本義文君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

福本議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

もっと行政の立場で全国のあちらこちらの取り組み事例等を調べてもらったかな

と思っていましたけど、あまりにもちょっと私から見れば遠慮気味で消極的だと思

います。 

 これも先日の６月６日、日曜日の夕方、偶然これもテレビで「バンキシャ」とい

う番組があっていますけど、その中で、今や自治体がお金を出して婚活を応援する

時代である、というような内容で、各都道府県別、婚活ランキングでは全国47都道

府県のうち25県でお金を出して行政がやっている。その中で、番付も１位に茨城県

が2158万円、２番目に福井県が1920万円、愛媛県が935万円、４番目に隣の福岡県

が690数万円だったと思います。５番目に栃木県の675万円など、税金で結婚活動と

放映されていたのが、特に目にとまりました。 

 また、私はしつこく言っています中、昨日、長洲の有明行政組合の事務所に行き

まして、結婚サポートセンターへまいりました。そこで、代表の方と女性の事務方

の人、２名体制でおられましたけど、そこでいろんなお話を聞いて、この方は荒尾

玉名広域行政組合ではまだ１週間ほどですけど、１週間で７名の応募があった。ま

た、その前に福岡県の八女市に筑後広域市町村圏事務組合というのがありまして、

こちらでは17年度から同じような体制でやっておられて、その実績をお聞きしまし

た。筑後広域の場合は、８カ市町村でありまして、１年目には会員が307名、その

中で成婚、婚約までいった方はゼロでした。２年目には234名登録されて、18組が

成婚、婚約までいっております。そうして３年目が、これは登録としては33名と少

ないんですけど、実績として結婚が成り立ったのが25組ということで、年々、まと

まりが多くなっているという、そういったお話がありました。 

 そこで、当山鹿市の30歳から50歳代の独身の男女の方がどれくらいおられるかお

聞かせください。 

 そして、山鹿市としての結婚支援の取り組みについて、再度お答えをいただきた

いと思います。以上で終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。本多総務部次長。 
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［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

２回目の質問、山鹿市として結婚支援の取り組みについて、お答えを申し上げま

す。 

 前回、2005年の国勢調査で30歳代から50歳までの男性総数5899人のうち、独身男

性1670人、割合にしまして28.3％、女性総数6320人のうち、独身女性964名、割合

にしまして15.3％となっておりますが、独身男女の多くは、先ほどご紹介した福島

の意識調査と同様の理由を持っていると思われます。 

 議員ご指摘のように、人口減少や少子化対策として、また過疎の振興対策として

結婚支援の取り組みも必要であると考えますが、３月定例会でお答えしましたよう

に、これまでの自治体が行う結婚支援事業は性急に結果を求めるあまり、出会いの

場をつくるだけで、男女間の相互理解や絆づくり、お互いの人権を尊重する意識の

醸成など、人に対する支援が欠けていたように思われます。本市としましても、結

婚活動の支援は必要であると思いますが、さらに結婚した後も安心して子育てがで

きる環境や、地域に溶け込んで長く居住することができる環境をつくることも重要

だと考えております。 

 したがいまして、今後、以前の取り組みの検証や先進事例の研究などを行いなが

ら、行政として何ができるかを十分検討してまいりたいと思いますので、もうしば

らく時間をいただきたいと考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

福本議員、了解ですか。 

○４番（福本義文君）   

終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、福本議員の一般質問は終了いたしました。 

ここでしばらく休憩いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後１時55分 休憩 

午後２時09分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、芹川正美議員の発言を許します。芹川議員。 

［８番 芹川正美君 登壇］ 



 － 64 －

○８番（芹川正美君）   

本日最後の質問になりました。今しばらく時間をいただきたいと思います。 

 ８番議員の芹川正美、みらい山鹿でございます。 

 通告に従いまして３問、質問をさせていただきます。一括質問といたします。 

 まず１問目、バイオマスセンターの今後の利活用についてお伺いをします。 

 バイオマスセンターにつきましては、以前に臭気、ハエ問題などで質問させてい

ただきました経緯がございますが、今回は、平成25年３月末で期限切れになります

鹿央のクリーンセンターに伴う関連事業も含めた意味合いから、お伺いをしたいと

思います。 

 現在では、何も決まっていないようでございます。不透明な質問かもしれません

が、地元校区にあるバイオマスセンターとして不安視する部分もございますので、

お尋ねをするところでございます。 

 昨年秋、不足したＢ堆肥、これはトン当たり3500円になりますけれども、原材料

不足との話を耳にいたしました。また、一番心配しております液肥が貯留槽の７割

までいつも溜まっているという話などを耳にいたしますと、非常に心配な点がござ

います。また、液肥散布車両、運搬車両などの増車、または散布作物の拡大など、

検討をお願いしたいというふうに思います。 

 ２問目に入らせていただきます。 

 山鹿市手をつなぐ育成会について質問をいたします。先日、山鹿市手をつなぐ育

成会分会の総会に出席する機会がございまして、総会資料、会報などを読ませてい

ただきました。その中で、収入として市の助成金６万5000円、会費として44万円、

これは一般市民からの会費という形になりますが、200円とのことでございました。

これを合わせまして収入となっているようでございます。一方、支出の方は研修、

交流会、会報、啓発運動など、幅広く活動され、支出の方が大変目立った感じをい

たしました。会の運営の厳しさというものを思った次第でございます。障害者の

方々には精神、身体、知的、それぞれ一生懸命頑張っておられます。今回は、知的

障害者の皆さんの総会でしたので、小中学生の皆さんの発表、卒業して自立への道

に努力されている皆さん一人一人の発表、意見交換に深い感動を覚えたところでご

ざいました。特別支援学校の設立など、１日も早い養護学校の設立に向けて、私た

ち議員も努力しなければならないという心を新たにした次第です。補助金の増額は

もとより、研修、会議など、施設使用の減免措置などがされておりますので、ここ

に強く要望をいたしまして、２問目の質問を終わらせていただきます。 

 次に３問目の公有財産についてお尋ねをいたします。 

 公有財産未利用地の跡地についてでございますが、今の時期になりますと、草ぼ
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うぼうの未利用地が見受けられます。数回にわたって売却されたことにつきまして

は耳にいたしておりますが、旧鹿本町におきましても４ないし５カ所の未利用地が

ございます。公募の看板、立て札は見受けられておりますが、その現状と今後の取

り組みについてお尋ねをして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

芹川議員の質問の１問目、バイオマスセンターの今後の利活用について、お答え

いたします。 

 山鹿市バイオマスセンターは、平成17年10月に供用開始いたしまして５年目を迎

えております。平成21年度の受入実績につきましては、家畜ふん尿の年間計画量２

万6676トンに対しまして１万5158トンの実績で利用率57％、生ゴミが計画1080トン

に対しまして406トンで利用率38％、下水汚泥は220トンに対しまして11.2トンで利

用率が1.6％となっております。施設全体の利用率は55％となっております。 

 次に、各施設での生産量は、メタン発酵施設での液肥の年間計画生産量１万7336

トンに対し１万1278トンの実績で65％、バイオガス発生量43万1430立方メートルに

対しまして24万3714立方メートルで56％、発電量91万310キロワットに対しまして

45万5349キロワットで50％となっております。また、堆肥製造施設につきましては、

堆肥の年間計画生産量4380トンに対し3334トンの実績で76％となっております。な

お、生産されました液肥と堆肥につきましては、その全量が農家へ出荷され、鹿本

町を中心に環境に配慮した農業の展開に役立っております。 

 次に、今後の利活用計画についてお答え申し上げます。 

 施設全体の利用実績につきましては、全体で55％とまだ低調であります。これは、

原料となる家畜ふん尿、生ゴミ、下水汚泥が十分に調達できていないことが原因で

あることから、今後は調達方法の見直しや受入体制等を強化する必要があると考え

ております。特に、バイオガスが多く発生する生ゴミにつきましては、思うように

実績が上がっておりませんので、収集方法等について、関係部局や山鹿植木広域行

政事務組合とも連携しながら、再度検討してまいりたいと考えております。 

 さらに、センターで生産されます液肥、堆肥の利用計画なくしては受入ができま

せんので、既存の地域のみでなく、農地・水・環境保全向上対策の営農活動に取り

組んでいるエコファーマーや、タケノコ生産農家、茶生産農家等への液肥、堆肥の

積極的利用を呼びかけるなど、他地域への散布エリア拡大や、散布効率の向上に努

めてまいりたいと思います。 
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 いずれにいたしましても、原料の受入や堆肥散布の拡大につきましては、自然環

境や生活環境に支障を来さないよう、地元と結んでおります環境保全協定書との調

整を図りながら、慎重に進めていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君）   

一般質問の２問目、山鹿市手をつなぐ育成会についてお答えします。 

 山鹿市手をつなぐ育成会の補助金につきましては、予算編成要領、補助金に関す

る基本方針、山鹿市手をつなぐ育成会から提出されました前年度の収支実績及び今

年度の収支予算（案）に基づき、予算措置いたしております。 

補助対象経費は、研修旅費及び活動費であり、補助金の交付方法は、山鹿市手を

つなぐ育成会の本会へ２回に分けて交付しております。 

配分につきましては、山鹿市手をつなぐ育成会の本会で各分会へ配分されており

ます。 

今後も行政として、より効果のある事業展開へ結びつくよう、引き続き団体との

協力、連携に努めてまいりたいと考えております。 

なお、山鹿市手をつなぐ育成会の最近の運営状況につきましては、会員の高齢化

や新規会員の加入がほとんどなく、また賛同者による寄附も年々減少している状況

と聞いているところでございます。市といたしましても、いきがい推進課や各総合

支所の窓口に会員募集のチラシ等を置いて、会員の獲得に取り組んでいるところで

ございます。 

また、会議室の使用料の減免につきましては、団体からの申請により、設置条例

の使用料減免規定に基づき、減免いたしております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

芹川議員の一般質問の３問目、公有財産未利用地の取り扱いについて、お答えい

たします。 

本市における未利用地の取り扱いについてのお尋ねでございますが、本市所有の

公有財産（土地、建物）の取り扱いにつきましては、関係法令に準拠することは言

うまでもなく、本市独自で策定いたしております公共施設再編整備計画に基づき、
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その適正な管理及び処分、並びに効率的運用に努めているところでございます。そ

の中で、未利用地につきましては、件数で申し上げますと現在のところ210件（約

53万平方メートル）を行政目的を有しない、いわゆる普通財産として所有しており

ます。このうち、行政が保有する意義が希薄なものにつきましては、公共施設再編

整備計画に基づき、売却譲渡を推進しているところでございます。 

合併から平成21年度末までの５年間におきまして、法定外公共物（里道、水路

等）を含め、件数で79件を売却いたしております。金額にいたしまして2億7225万

838円であります。 

今後におきましても、本市所有の未利用地につきましては、関係法令並びに当該

計画に基づき、売却譲渡に努めてまいりたいと考えております。 

現在も、旧鹿本保養センターほか３件につきましては、７月30日を申し込み期限

としまして募集をいたしております。また、一般公募とは別に、その利用が一部地

域、一部集落に限定されるようなものにつきましては、積極的に地域自治組織への

譲渡を行うことにより、一体的な利活用の促進と、地域の主体的活動、コミュニテ

ィ醸成の拠点づくりとあわせ、地域協働によるまちづくりの推進を図ってまいりた

いと考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

芹川議員、了解ですか。 

○８番（芹川正美君）   

終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、芹川議員の一般質問は終了いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会 

○議長（横手啓介君） 

   これをもちまして、本日の質疑、一般質問は全部終了いたしました。 

   本日はこれにて散会いたします。 

午後２時23分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成22年（第３回）山鹿市議会６月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成22年６月14日（月曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

第２ 委員会付託 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．原   徹  

 質 疑 

 （１）議案第68号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

一般質問 

 （１）山鹿市の農業振興策について 

（２）保育園再編計画と定住自立圏形成方針について（市長） 

（３）国保税の減免制度採用について 

（４）市の公園管理について 

２．北原 昭三 

 一般質問 

 （１）我がまちのグリーンニューディールについて 

（２）がん検診率の向上について 

（３）地上デジタル放送への対応について 

３．立山 秀木 

 一般質問 

 （１）資源循環型社会構築への手法と課題について 

（２）雹害に対する支援対策について 

４．藤本 芳雄 

 一般質問 

 （１）消防団の支援について 

（２）耕作放棄地の解消対策について 

５．川野 功 

 一般質問 

 （１）本市の観光振興施策について 
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６．森川 昭彦 

 一般質問 

 （１）上水道、下水道の管理運営について 

 （２）橋梁の維持管理について 

（３）ＪＡファーマーズマーケット内、山鹿市情報発信交流施設の現状と機能強化に

ついて 

（４）ごみの排出抑制について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議事日程の通り 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   
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24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副 市 長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

市 民 福 祉 部 長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 長     潮 﨑 昭 二 君   

商 工 観 光 部 長     三 森 兄 臣 君   

建 設 部 長     緒 方 淳 一 君   

環 境 部 長     宮 本 榮次郎 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長     倉 原 謙 治 君   

総 務 部 次 長     本 多 隆 文 君   

市民福祉部次長     有 働   博 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

水 道 局 長     富 安   豪 君   

病院事務部事務次長     田 上 信 博 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

総 務 課 長     木 村 厚 男 君   

情 報 企 画 課 長     川 崎 美 明 君   

国 民 年 金 課 長     坂 梨 真 樹 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

観 光 課 長     早 田 順 二 君   

都 市 計 画 課 長     宮 本   稔 君   

教 育 総 務 課 長     寺 崎 泰 和 君   

社 会 教 育 課 長     田 中 修 政 君   
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長     渡 邊 義 明 君   

議 事 係 長     中 村 武 志 君   

書 記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 日程第１ 質疑・一般質問 

○議長（横手啓介君）   

  日程第１ ６月11日に引き続き、質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。原徹議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君）   

  12番議員、日本共産党の原徹でございます。 

私は、質疑１問、一般質問４問を、一括方式で行います。 

始めに質疑です。 

議案第68号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について、行います。 

後期高齢者医療制度は、75歳以上だけを囲んで医療差別を行い、保険料も75歳以

上がふえればふえるだけ、際限なく引き上げられるという平成のうば捨て山と言わ

れる制度であります。 

民主党は、即廃止を公約しておりましたが、公約に反して、４年後に先延ばしを

しております。もし廃止しておれば、この規約変更などは提案しなくていいわけで

す。 

そこで、４点お尋ねします。 

１点目。突然の規約変更の提案でありますが、今さらどうしてという感じであり

ます。変更の理由、そういうものを明らかにしてください。 

２点目は、広域連合の議員には議決権があります。今度の変更提案は、各自治体

から１名の議員選出でありますが、人口70万人の自治体と、また人口3000人の自治

体も１票という大変不公平、不公正な制度ではないかと思うわけです。これでは民

意が反映しないのではないでしょうか。お尋ねします。 

３点目。首長と議員としての役割は異なります。そのために、これまでの広域連

合議員は首長から16名、議員から16名と別個に選出しておりました。それが今回の

提案では、丸ごとまとめて選出することになっております。おのおのの役割を無視

しているのではありませんか。 

４点目、もしどこかの議会、例えば山鹿市議会がこの提案を否決した場合、どう

いうふうになるのでしょうか、お答えください。 
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一般質問に入ります。 

まず１問目は、山鹿市の農業振興策について、新しく農林部長に就任されました

潮﨑部長にお尋ねいたします。 

潮﨑部長は、熊本県の農業行政部門の第一線で仕事をしておられたわけでありま

す。山鹿市の農林業振興を第一に掲げる中嶋市長から新しい部長に抜擢されたもの

だと推察しております。山鹿市にも優秀な職員が存在する中で、この特別なトレー

ドでありますが、部長の手腕に多いに期待するものであります。 

そこで、農業行政に関して、部長の見解を伺ってみたいと思います。 

国民の食を支えるべき日本の農業の衰退が続き、食料自給率は40％とか41％と言

われておりますが、先進国では例のない低水準に落ち込んでいるわけであります。

農山村の崩壊が広がり、集落の維持や国土の保全が危ぶまれる事態を迎えておりま

す。今、日本の農業と農村を立て直して、食料自給率を向上させることは国民の生

存の根本にかかわる問題であり、同時に、日本の21世紀の国際社会に対する責務で

あると考えるわけです。なぜ日本の農業がこのような状況に落ち込んでいったのか、

部長の所見を端的に伺いたいと思います。 

２問目は、保育園の再編計画についてであります。３月議会で市長は、定住自立

圏形成方針について、地理的条件の不利等による人口の流出や少子高齢化の進行、

そして担い手不足による過疎集落・耕作放棄地の増加は、地方が抱える深刻な課題

であるとして、それを踏まえて定住のための暮らしに必要な諸機能を確保し、圏内

どこに住んでいても一体感のあるまちづくりを進め、山鹿に住んでいてよかったと

実感できるような魅力ある生活圏の形成に力を注ぐと、このように定住自立圏構想

を述べられております。 

子育てに関する諸機能と言えば、何といっても第一に保育園であると思います。

ところが、保育園再編計画では、岳間、岩野、内田、菊鹿中央、米田の五つの保育

園を一気に廃園にしてしまう計画であります。これでは、子育てに最も必要な身近

な機能を一度に失うことになり、ますます過疎集落をふやすことになるのではない

でしょうか。気軽に安心して子どもを預けられないような地域には、若者は定住し

ないし、また定住できません。保育園の早急な廃止は、人口の流出や担い手不足に

歯止めをかけるどころか、むしろそれを助長することになると思います。したがっ

て、保育園再編計画は、定住自立圏形成方針と相反するのではないでしょうか。お

答えください。 

３問目は、国民健康保険税について質問いたします。 

３月議会で国保税の資産割加算が廃止され、国保税が減額されることになりまし

た。このことを知ったある業者の方から、国保税が安くなるそうで、本当にうれし
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かです。６人家族で国保税が高くて払えずに、銀行から借りて払っておりました。

このような電話がかかってまいりました。今どこの自治体でも国保税の値上げが問

題になっている中で、引き下げに努力された担当課のご尽力に敬意を払う次第であ

ります。ただ、今回の引き下げは資産もない低所得者にとっては恩恵を受けられず、

依然として厳しい生活が余儀なくされるわけです。 

そこでお尋ねですが、ここ数年間の国保税の収納率の状況や短期証明書、資格証

明書発行などの状況をお知らせいただきたいと思います。 

４問目は、市の公園管理について２点お尋ねいたします。 

１点目は、「山鹿市は公園が少ないですね」この言葉は、山鹿にＵターンしてき

た人や新しく山鹿に転居してきた人からよく耳にするわけです。山鹿市には100余

りの公園がありますが、人口密集地には確かに公園が少ないと私も思っております。

旧山鹿保育園跡を整備して公園にするとのことでありましたが、その後の進捗状況

を伺いたいと思います。 

２点目は、数年前に待望の鹿校通公園ができました。他の公園に比べて利用者も

多いようであります。この地域は、住宅は多いが公園が少ないために、遠方から子

どもを車に乗せてやってきております。ところが、駐車場が正式には一般車が２台、

障害者用が１台分、空き地に止めると５台分ぐらいは駐車場があると思いますが、

しかし駐車場が少ないからと、せっかく来たのに帰ってしまう人が多いそうであり

ます。駐車場を拡張する必要があるのではないでしょうか。 

以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  執行部の答弁を求めます。富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君）   

原議員の質疑、議案第68号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更につ

いて、お答えいたします。 

１点目、規約変更の理由でございますが、広域連合としましては、これまでの規

約では、市長から８名、町村長から８名、市議会議員から８名、町村議会議員から

８名の計32名となっており、構成団体である45市町村のすべてから選出されていな

いため、広域連合議会で意見を表明できない自治体があったこと、また選出する側

としましても、選出地域のバランスに苦慮する問題があり、それらの問題をなくし、

公平にすべての自治体の意見を広域連合議会に反映できるようにしたいというのが

大きな理由でございます。 

次に、２点目、３点目の選出方法についてでございますが、確かに人口比での選
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出や首長と議員から選出するという視点からの方法もあろうかと思われますが、先

に述べましたように、これらの問題と全自治体の公平性を両立するためには、もっ

と多くの議員定数となってしまいますので、各自治体１名の選出で45名の定数での

変更提案となったものでございます。 

４点目の構成自治体、すなわち県下すべての自治体の議会で、同一議案の議決が

成立の条件でございますので、否決ということになれば、規約変更ができないこと

になりますので、ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

  潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

原議員の一般質問の１問目、日本農業の衰退の主な要因につきまして、私の所見

を述べさせていただきます。 

農業衰退の要因には、いろいろな見方があろうかと思いますけれども、私は一言

で言うならば、戦後の日本が高度成長する中で、国民の食生活が急速に変化してい

くことに対しまして、食料生産を担う農業が上手く対応できなかったことにある、

そう思っております。戦後の経済成長とともに日本の生活は豊かになり、食生活も

米、魚中心の日本型食生活から肉、乳製品、果物など、いわゆる欧米化が進みまし

た。農業もこれに対応するため、昭和36年に農業基本法が制定され、畜産や果樹な

どの選択的拡大と経営規模の拡大路線が引かれました。これにより、日本の各地に

畜産団地やスイカやメロン、ミカンやリンゴなどの一大産地が形成されました。こ

れら産地形成の過程で、畜産や施設園芸は規模拡大が進み、卵、肉、牛乳や野菜の

自給率も向上してきましたが、一方で国内生産では不足している家畜の飼料となる

トウモロコシ、食品加工の原料となる小麦、大豆などは、その多くを外国からの輸

入に頼ることになりました。今では核家族化や高齢化の進行に伴い、食の外食化や

個食化が進んでおり、そのためにさまざまな農産物が生食用、加工用として輸入さ

れており、国内の農業産出額８兆円強に対しまして、農産物の輸入額は５兆円を超

えるまでに増大しております。その結果、日本の食料自給率はカロリーベースで

41％と先進国の中でも最下位となりましたが、食生活にあまり変化がないイギリス

の食料自給率は70％です。食生活と農業がいかに関連深いかを伺い知れると思いま

す。 

日本農業が上手く対応できなかった一番の問題は、規模拡大という部分じゃない

かと思っております。中でも米、麦、大豆を中心とする土地利用型農業は、畜産や
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施設農業と違って、ほとんど規模拡大ができませんでした。小規模で非効率かつコ

スト高な生産が、輸入を助長してきた要因の一つでもあります。また、小規模はい

わゆる機械化貧乏を引き起こし、農作物の価格低迷と相まって、農業は儲からない

という状態を招く結果ともなりました。あとは悪循環です。儲からないから後継者

が育たない、後継者が育たないから農業従事者は減り、耕作放棄地がふえてくると

いうのが今の状況だと思っております。 

もう一つ重要な点は、農業者の意識改革です。売れる農産物として「消費者ニー

ズに応じた生産を」という言葉が使われ始めて久しくありません。食生活の変化や

社会の変化に気を配り、自分の経営を常に改善し、新たな取り組みにも積極的に挑

戦していくという意識を持つことが重要ではないかと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

  中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの原議員の１回目のご質問にお答えいたします。 

まず、定住自立圏構想とは、中心地域と周辺地域がお互いに連携し、役割分担の

上、安心して暮らしていける地域をつくり上げていこうというものであります。一

方、保育園再編整備計画についてでありますが、この再編計画の目的は、主に二つ

ございます。一つ目は、定員規模の適正化であります。これは、少子化により園児

の数が少なくなり、お互いに育ち合う環境が少なくなっております。同級生が２人

しかいない園もあります。そこで、統廃合を実施し、子どもたちが適正に育つ環境

を確保することで、子どものよりよい発達を促すとともに、保育園運営の安定化を

図るものであります。 

二つ目は、行政と民間の協働であります。行政と民間がそれぞれの役割を分担し、

双方の特性を十分発揮しながら協働することで、山鹿市全体の保育環境や保育水準

といったものを高めていこうというものであります。この保育園再編整備計画の目

的と、定住自立圏形成方針の趣旨を比較してみましても、何ら矛盾するものではな

いと私は考えております。つまり、保育園の定員規模の適正化を図ることで、足腰

の強い保育園運営を可能とし、また行政と民間が協働し、お互いに切磋琢磨するこ

とで保育水準の更なる向上を図ることができ、その結果、生活する上で不可欠な機

能である、安心して子育てができる保育環境といったものが確保できるわけであり

ます。 

以上のことから、保育園再編整備計画と定住自立圏形成方針は全く矛盾するもの
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ではないと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君）   

一般質問の３問目、国保税の減免制度についてお答えいたします。 

国民健康保険税の状況でございますが、国保加入世帯は、19年度１万3256世帯、

20年度9962世帯、被保険者数は、19年度２万7566人、20年度１万9323人でございま

す。１世帯当たりの平均国保税は、19年度16万2292円、20年度16万8632円、１人当

たりの国保税は19年度７万8043円、20年度８万6939円でございます。滞納世帯数は、

現年度と過年度分を合わせまして、19年度2289世帯、20年度2251世帯、収納率は75

歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した影響もあり、19年度

92.2％、20年度90.6％となっております。資格証明書交付数は、19年度330世帯、

20年度284世帯、短期保険者交付数は19年度1165世帯、20年度1130世帯となってお

ります。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

  緒方建設部長。 

［建設部長 緒方淳一君 登壇］ 

○建設部長（緒方淳一君）   

原議員の一般質問、４問目の泉田公園の整備状況についてお答えします。 

泉田公園は、湯の尻土地区画整理事業により配置された都市計画公園でございま

す。公園の整備につきましては、地元との事業調整も終え、現在、平成22年度完成

を目指し、工事発注に向け準備を進めているところでございます。 

次に２点目の、鹿校通公園の駐車場拡張についてお答えします。 

鹿校通公園は、中心市街地の東側に隣接しており、都市計画法上の用途地域にも

隣接した場所にあります。この周辺は、用途地域内の宅地開発が進み、市街化が急

速に進展した場所でございますけれども、住民の生活基盤である道路、下水道や公

園などの都市施設の整備が遅れ、住民生活に支障を来しているところでございます。

そのために、良好な居住環境の形成を目的に、道路や公園などの都市施設を総合的

に整備したものでございます。 

鹿校通公園の整備コンセプトは、身近な人が歩いて利用できる公園として、約

5800平方メートルを整備したものでございまして、整備後は、地元住民による定期

的な清掃作業も行われているところでございます。 

平成18年４月に供用開始して以来、交通アクセスが良いことから、地域住民を初
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め近隣の市民の方々に利用されている状況でございます。 

駐車場の拡張につきましては、今後の利用状況を観察してまいりたいと考えてお

ります。以上、答弁を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  原議員、了解ですか。 

○12番（原  徹君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

  原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君）   

２回目の質問に入ります前に、資料を準備しましたので、議長に資料配付の許可

をお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

資料配付の要求があっておりますので、会議規則第150条の規定により、これを

許可いたします。職員に配付させます。 

［資料配付］ 

○12番（原  徹君）   

２回目の質問をいたします。 

まず、質疑の熊本県後期高齢者医療広域連合規約については、これ以上質問して

も事務局はここではございません。熊本ですので、答弁ができないと思います。し

かし、数多くの問題点があるということは明らかであります。所管委員会において

十分審議をお願いしたいと思います。 

一般質問に入ります。 

農業振興についてであります。今、潮﨑部長は日本農業の衰退の要因の１番目に、

国民の食生活の急速な変化と、それへの農業の対応が不十分だったと、こう指摘さ

れて、だから日本の食料は外国の輸入に頼らざるを得なくなった。こういう趣旨の

答弁をされました。私は部長の考えを全面否定はいたしませんけれども、このよう

な答弁をされるということにちょっと驚いているわけです。私は日本農業衰退の最

大の要因は、大企業の輸出の見返りに外国の農産物を野放図に輸入してきたことに

あり、農産物の輸入自由化が日本の農業に壊滅的な打撃を与えた。私はこう捉えて

おります。その証拠に、今でも米は余っているのに、外国からの大量輸入でありま

す。米農家にとっては大変な打撃であります。また部長は、食生活に変化のないイ

ギリスの食料自給率が70％になっていることの事例を挙げられましたが、イギリス
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も食料自給率が50％を割った時期があるわけです。そこで政府が、農産物の価格保

証をしっかり堅持してきたために、現在の自給率に回復してきた。私はこのように

認識しております。 

何分、この農政問題の基本でございますから、この点については、今後部長とも

論議を深めていかなければならないと考えます。 

次にお聞きしたいのは、民主党政権が本年３月末に決定しました食料・農業・農

村基本計画についてであります。民主党の計画は、自民党政権当時の計画の重点で

あった農業大規模化の推進に対しまして、兼業・小規模農家を含めてすべての農業

者が農業を継続できる環境をつくると、大きく政策を転換したわけでございます。

私はこのことについては評価したいと思います。 

そこで、民主党の農業政策について、潮﨑部長はどのように評価されているのか。

お考えを伺いたいと思います。 

２問目の、保育園再編計画についてであります。答弁は、定数規模の適正化で運

営の安定化を図り、行政と民間が協働し、切磋琢磨していくから、定住自立圏形成

方針とは矛盾しない。この旨の答弁だったと思います。 

私は、機械的に保育園の統廃合が全くダメだとは思っておりません。しかし、一

度に五つもの保育園を廃止するというのではなくて、１年でもいいから、あるいは

一つの園でもいいから長く存続させて、子育ての機能を確保し、過疎集落の進行に

歯止めをかけるべきではないか。このように考えるわけです。このことが、定住自

立圏形成方針の目的ではないのか。市長の考えは過疎集落の歯止めよりも、保育園

運営の安定化、言葉は大変いいですけれども、結局、保育園を余計していたらお金

が要るから財源を確保するということだと私は思うんです。それを優先されている

のではないかと思うわけです。 

次に質問いたしますが、市長は本年３月議会で、子育て支援の充実、強化を掲げ

られました。そして、子どもはやまがの宝だと宣言されたわけであります。子育て

が最もしやすいまちづくりに、全力で取り組むとの決意も述べられました。もし保

育園再編計画が強行されるならば、保育園までの通園距離がますます遠くなり、送

り迎えも簡単にできず、子育てしやすいまちづくりどころか、しにくいまちづくり

になってしまうと思うんです。保育園の急速な統廃合は、市長の、「子どもはやま

がの宝だ宣言」と相反することになるのではないかと思います。市長の答弁をもう

一度求めます。 

３問目の、国保税の問題でありますが、資料を配付しましたのでご覧ください。

１の方です。今、説明があった国保税の収納率、資格証明書、そういうものの状況

を分かりやすく表にしてみました。資格証明書、短期証明書発行は、国保税未納者
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でありまして、中でも資格証明書発行は毎年300世帯程度であり、病院にかかりま

すと治療代や薬代を全額払わなければならないわけです。したがって、国保税未納

者にとっては、病気になっても病院に行くなというのと同じことになるわけです。

生命の尊重という立場から、県内でも資格証明書を発行していない自治体もありま

す。命を守るための健康保険であるはずが、最近では国保税が払えないために病院

に行かず、死に至るケースが社会問題となっているわけであります。資格証明書の

発行は、悪意のあるものは別でありますが、払いたくても払えないという人には発

行すべきではないと考えますが、いかがでしょうか。 

公園管理について、２点質問します。鹿本町高橋地区に一本松公園という広大な

農村公園があります。石のかざぐるまで有名であります。花見時期の５月にかけて

は特に利用者が多いわけであります。あまり知られておりませんが、公園の中には

キャンプ施設があり、キャンプ用具を運搬するモノレールも設置されているわけで

す。また近くには30人から40人が利用できるふれあい館というログハウスもあり、

障害者用のトイレもついて、大変立派な施設であります。私は、一本松公園近くに

居住しており、たびたび出かけておりますが、ここ10年間ぐらいは、このキャンプ

施設が利用されたのを見たことがございません。いつもむだな施設だなと思いなが

ら歩いております。こんなに利用されない施設はもったいないわけでありますから、

本市の矢谷キャンプ場あたりに移設してはどうかと考えるわけです。いかがでしょ

うか。 

２点目です。公園に芝生を植えてほしい。こういう要望もあります。菊鹿町にあ

ります、たしか島田公園というところだと思いますが、一面が芝生で、管理されて

おり実に公園らしい公園だなと思っております。芝生がありますと、活用がさらに

広がり、また安全性も高まるわけであります。全面でなくても一部だけでもいいか

ら芝生を植えてくださいという声があります。この要望にこたえてやれないものか、

お尋ねいたします。２回目終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  答弁を求めます。潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

農業関係の質問の２回目、新たな食料・農業・農村基本計画に対する、私の考え

を述べさせていただきます。 

新たな食料・農業・農村基本計画が、去る３月30日に閣議決定されました。その

策定に当たっては、国家の最も基本的な責務として、食料の安定供給を確保するこ

と、食料・農業・農村政策を日本の国家戦略として位置づけること、国民全体で農
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業・農村を支える社会の創造を明記すること、という基本的考えのもと、四つのポ

イントが打ち出されております。 

一つ目のポイントは、食料自給率の目標を50％と定め、その達成を目指すとした

ことです。水田をフル活用し、輸入に頼っている小麦、大豆、飼料などの生産拡大

や、非主食用米の作付拡大を図るとされています。 

二つ目のポイントは、食の安全と消費者の信頼の確保です。後始末より未然防止

という考え方で、トレーサビリティ、ＧＡＰ、ＨＡＣＣＰの取り組み拡大や、加工

食品の原料原産地表示の義務づけなどを行うとされております。 

三つ目のポイントは、戸別所得補償制度の創設です。意欲あるすべての農業者が

将来にわたって農業を継続し、経営発展に取り組むことができるよう、本年度から

米を対象にモデル対策がスタートいたします。 

四つ目のポイントは、農業・農村の六次産業化の推進です。農業者による生産、

加工、販売の一体化や、第二次、第三次産業との融合による地域ビジネスの展開な

どを進めるとされております。 

以上の四つのポイントは、これからの農業が向かう道しるべであり、これが実現

すれば日本の農業も明るい展望が開けてくるように思います。大事なのは、これに

沿った一つ一つの施策が農業者を初めとする関係者に受け入れられ、確実に成果を

上げていくことです。その意味からすると、今年度からスタートする戸別所得補償

モデル対策の実効性をいかに確保するかが重要であると考えております。また、新

たな食料・農業・農村基本計画では、担い手の捉え方がこれまでの認定農業者や集

落営農組織などから、意欲ある多様な農業者へと変わっております。施策の対象と

なる担い手の裾野が広がったのはよしとしても、本来育成すべきである企業的感覚

を持ち、国際化の中でも生き残れるような強い農業経営体が育っていくかどうか、

少し不安に感じているところです。 

いずれにしましても、国が講じる農政はこの新たな食料・農業・農村基本計画に

沿った形で動き始めます。市としてもこの道しるべが示す方向に視点を向けるとと

もに、農業者の声にも耳を傾けながら具体的な対策を着実に推進していくことが重

要であると考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

原議員の２回目の質問にお答えいたします。 

近年、子どもたちを取り巻く環境は、過疎化や核家族化の進行、さらには景気低
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迷や雇用不安などにより、厳しさを増しております。また、家庭や地域の子育て力

の低下も憂うべき状況となっております。今こそ家庭や地域の子育て力、教育力の

再生を図る体制づくりが求められております。心の通い合う人間関係の構築、その

時々に必要な居場所の提供、その発達にふさわしい体験や機会の場の提供等、それ

ぞれの地域の特性を付加して、保育園の垣根を超えて子どもたちを支援してまいり

ますので、決して子育てがしにくいまちになるのではありません。私は山鹿の子ど

もたちすべてが市民みんなの誇りであり、山鹿の宝であり、さらに子育ては命のリ

レーであり、次世代の担い手づくりこそ山鹿の未来を切り開く鍵だと考え、「子ど

もはやまがの宝だ宣言」をいたしました。この、「子どもはやまがの宝だ宣言」こ

そが、保育園再編計画と一体を成すものであります。以上、お答えといたします。 

○議長（横手啓介君）   

富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君）   

２回目のご質問、資格証明書発行は中止すべきではないか、についてお答えいた

します。 

本市の資格証明書の発行は、先ほど20年度、284世帯と申し上げましたが、21年

度は177世帯となっております。資格証明書の発行につきましては、対象世帯のす

べてに特別な事情に関する届出書、及び弁明通知書の提出をお願いし、その提出を

いただけない方や、納付相談にも来ていただけない方など、個々の状況を判断した

上で資格証明書の発行をしているところでございます。なお、滞納される方々もい

ろいろな事情があると思われますので、今後も機械的な運用を行うことなく、国保

年金課と税務課で連携を取りながら、納税相談等を実施することで、病気になられ

た方の受診の機会を奪うことにならないように、柔軟に対応してまいりたいと考え

ております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

緒方建設部長。 

［建設部長 緒方淳一君 登壇］ 

○建設部長（緒方淳一君）   

原議員の一般質問の４問目、１点目の一本松農村公園の整備についてお答えしま

す。 

一本松農村公園は昭和62年度に開設し、平成６年度の農業構造改善事業の助成を

受け、テニスコート、遊具、キャンプ施設等を整備いたしております。設置目的は、

活力と個性のあるまちづくりを推進するとともに、レクリェーション等を通じた健
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康推進及び住民との交流でございます。キャンプ施設につきましては、テント16基

が設置可能で、設置当時は多くの利用がありましたけれども、キャンプ場全般にお

いてテントの利用より設備の整ったロッジ等の利用が多い傾向にあります。近年の

利用は少ないのが実情でございます。 

ご質問のあった他のキャンプ場への移設をということでございますけれども、ま

ずは現状のままでの利用を促進したいと考えております。具体的には、年間３万人

前後の来園があっておりますので、来園者や子ども会、学校を通じ、キャンプ施設

の存在をしっかりＰＲし、利用を呼びかけるとともに、公園全体が設置目的に沿い、

さらに有効利用されるよう努めてまいります。 

次に２点目の、各公園の緑化推進についてお答えします。 

公園内の緑化対策として、園内に芝を植えつけてはどうかというご提案でござい

ました。芝の植つけの利点といたしましては、公園利用の多様化や安全性の確保、

また保水性能等による環境配慮というものが挙げられるのではないかと考えており

ます。しかし、市が管理しております公園は、設置目的や規模、公園の持つ特性な

ど、さまざまでございます。これらすべてを一律に芝緑化の対象とするのは難しい

と考えますし、緑化対策時の芝の種類や適性、緑化後の維持管理体制など、十分検

討しなければなりません。このようなことから、芝緑化につきましては、今後研究

を行ってまいりたいと考えております。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

  原議員、了解ですか。 

○12番（原  徹君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

  原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君）   

３回目の質問をいたします。 

農業振興策についてであります。潮﨑部長は、民主党の農業政策を明るい展望が

開けてくるようだと高く評価されました。特に戸別所得補償対策モデル事業に期待

されておられるようでありますが、しかし営農家の間からは、この程度の補償で農

業が続けられるのかと、批判の声が上がっております。米価の補償水準が１俵60㎏

当たり１万3,703円では低すぎて補償にならない。米価の暴落を放置している。輸

入自由化を進める手段だと、こういった声が聞かれるわけです。また部長は、最も

重要なことに触れられませんでした。民主党は関税をゼロにする日米ＦＴＡ（自由
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貿易協定）、日豪ＥＰＡ（経済連携協定）を推進する立場に立っております。これ

以上の農産物の自由化が進めば、日本の農産物の価格はさらに暴落して、所得補償

額はザルに水を注ぐように莫大な額になり、財政破綻を招くことは目に見えている

わけであります。 

本年１月に日本共産党の大会がありました。来賓として出席されました全国農業

協同組合中央会、ＪＡの冨士重夫専務理事という方が、日本共産党の農業政策につ

きまして、我々ＪＡの目指している方向と全く同じであると、このようにあいさつ

されて、その後、ＪＡとの交流が非常に進んでいるわけであります。ぜひ一度、日

本共産党の農業政策にも目を通していただきたい。同時にＪＡや営農家の方々と懇

談を重ねて、営農家の考えや実態を把握されることを要望しておきます。 

次に、質問を続けますが、山鹿市の農業振興策についてであります。 

山鹿市の基幹産業は農業であります。農業発展の傾向が山鹿市の経済発展に大き

な影響を及ぼすことは明らかであります。ところが山鹿市の農家の年間所得平均は

200万円を下回り、そのことが商店街や諸業者に反映して、山鹿市の経済も低迷し

ているわけです。潮﨑部長はまだ就任して２カ月余りでございますが、山鹿市の農

業振興策として、どのような考えを持っておられるのか、わかる程度で結構でござ

いますので、お伺いしたいと思います。 

２問目の保育園の再編計画について、質問いたします。 

女性が家庭内から社会に急激に進出し始めたのは、今から約40年ぐらい前だった

と思います。「ポストの数ほど保育園を」という運動が広がって、保育園が次々に

増設されていった経緯があります。親や祖父母にとって子育て、孫育てしやすい環

境といったら、何といっても我が家の近くに保育園が存在することではないでしょ

うか。家庭や地域の子育て力を育てるから、あるいは体験や機会の場を提供するか

ら、保育園の垣根を超えてやるから子育てしやすくなるという市長の答弁でありま

したが、私には到底理解できません。 

もう一度お尋ねします。保護者にとって、保育園ができるだけ住まいの近くにあ

った方が子育てしやすいとは市長は思われませんか。保育園ができるだけ住まいの

近くにあった方が、過疎集落の進行の歯止めの一つとなるとは思われませんか。 

簡潔にお答え願いたいと思います。 

もう一つ質問をしておきます。 

私は３月議会で鹿北町の三つの保育園を、広見保育園だけの１園にする前に、岩

野保育園と岳間保育園をまず統合したらどうかと、２園ですね、鹿北町で。そして、

菊鹿町では内田保育園、中央保育園を一度に廃止するのではなくて、２園を統合し

て内田保育園を残したらどうか。こういった問題提起をしてみました。これも一つ
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の考えであります。 

再編計画についての説明会もまだ１回だけで、保護者や地域の合意を得たとは私

は思っておりません。したがって、本保育園再編計画は一度凍結して、もっと地域

や保護者の意見を聞いて、集約し、見直すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

３問目です。国保税についてであります。 

資料２をご覧いただきたいと思います。これは、減免制度というものであります。

資料は、玉名市の国保税減免規準規則というものから抜粋したものです。まとめて

みました。納税義務者が災害に遭ったり失業したり、また死亡した場合には納税が

困難となるために、税額を減免したり免除する規則であります。弱者の立場に立っ

たすぐれた減免制度だと思うわけです。このような減免制度は、山鹿市で採用され

ているのかどうか。なければ採用すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

４問目は、市の公園管理について、さらに２点質問いたします。 

１点目は、宗方・新町方面には公園が多いわけですが、住宅が密集し、さらにふ

え続けております白石十三部や鹿校通地域には公園が少ないわけです。公園は憩い

の場だけでなく、避難場所にもなるわけであります。増設の計画はありませんか、

お尋ねします。 

２点目は、公園管理の一元化についてです。公園のことについて尋ねてみました。

久原団地にある公園が、これは住宅課の担当です。鹿校通公園は都市計画課の担当

です。先ほど質問しました一本松農村公園は農林振興課の担当です。これでは市民

には戸惑いがあります。私だって分かりません。市民の願いにこたえた公園管理に

するためには、これを一元化すべきではないかと思うわけです。以前も質問いたし

ましたが、そのときは一元化を目指してやるという答弁でありました。その後、進

捗状況はどうなのかをお伺いしたいと思います。３回目を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  答弁を求めます。潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

農業関係の質問の３点目、山鹿市の今後の農業振興策についてお答えいたします。 

市が取り組むべき農業振興策は、第一次山鹿市総合計画及び山鹿市農業活性化計

画に基づき、意欲ある担い手の確保育成、高収益農業の振興と農業生産基盤の整備、

環境と調和した農業・農村づくり、消費者との交流による農業理解活動の推進を基

本的な施策に位置づけております。今後とも、この基本的な施策をベースに、実効

性のある具体的な取り組みを構築していくことが重要であると考えております。 

なお、これらの取り組みを充実するため、本年度は農業関連予算を増額していた
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だきました。本年度の重点施策として掲げております、意欲ある担い手等への支援、

魅力ある農産品づくりの推進、地域資源を生かした取り組みへの支援にしっかり取

り組んでまいりたいと考えております。 

特に新規作物の導入や加工品の開発など、新たな取り組みにチャレンジする農業

者やグループを積極的に支援するとともに、新規就農者の確保のため、本年度の早

い時期に山鹿市新規就農支援センターを立ち上げ、県立農大やＪＡなどの就農研修

生を中心に山鹿市に就農してもらうよう、積極的に働きかけていきたいと考えてお

ります。 

また、新たな販路開拓の取り組みを進めるため、今回の一般会計補正予算の緊急

雇用対策事業を活用し、販路開拓推進員２名を新たにＪＡ鹿本に配置、本市からの

派遣職員がいる熊本県福岡事務所の協力も得て、福岡都市圏をターゲットとした戦

略を展開することで、山鹿市の農産物の知名度アップと農業者の所得向上に努めて

まいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

  中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの原議員の３回目の質問にお答えいたします。 

少子化や核家族化の進行、地域の子育て力の低下など、子育て環境としては大変

厳しい時代を背景に、きめ細やかな配慮、積極的な支援が必要な子どもや家庭が

年々ふえ続けております。そのため、これまでは保育園を中心に展開されてきた子

育て支援の内容も多岐にわたり、子育てに関するサービス自体が複雑多様化してお

ります。子育ての基本は子どもの最善の利益を守ることであり、子どもに最もよい

ことは何かを第一に考えることでございます。この考え方に沿って、将来を見据え、

今なすべきことをしっかりやることこそ、私ども大人の責務であると思います。こ

うした思いを背景に、検討を重ねながら策定したのがこの保育園再編計画であり、

平成21年度から30年度までの10年間の計画となっております。当然ながら、この中

では子どもの育ちに必要な環境をいかに確保するかという視点を中心に、行財政改

革の観点も含めた議論もなされております。とは申しましても、制度改正や前期計

画の進捗状況等の関係もございますことから、前期計画が終了します平成25年度に

は５カ年間を総括、検証し、仮に問題点や新たな課題等があれば、これらの対策を

講じた上で後期計画に十分反映させることとしております。 

先ほど、特に質問がございました、保育園が住まいの近くにあった方が子育てし

やすいんじゃないか、どう思うかということでございます。それも一面だろうと思
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います。しかしながら、保育園の再編等につきましては、先ほど申し上げましたよ

うにいろんな要素を考えながらどうあるべきかと、また将来にわたってどうあるべ

きかと、そのことをしっかりと検討しながら計画したのが再編計画でございますの

で、どうかご理解をよろしくお願い申し上げたいと思います。以上、答弁といたし

ます。 

○議長（横手啓介君）   

  富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君）   

３問目のご質問にお答えいたします。 

国民健康保険税の減免につきましては、山鹿市税等の災害減免に関する規則によ

り行ってきましたが、一昨年秋以降の景気悪化の影響による非自発的離職が全国的

にふえたことから、昨年９月に山鹿市税等の災害減免に関する規則を一部改正する

とともに、新たに山鹿市国民健康保険税の減免に関する規則の整備を行っておりま

す。この規則の減免の対象者といたしましては、１、災害により住宅及び家財に相

当の損害を受けたとき。２、災害により納税義務者等が死亡または心身に重大な障

害を受けたとき。３、納税義務者等が事業の休廃止や失業等で所得が激減したとき。

４、納税義務者等が風水害、干害、冷害等により農作物に被害を受け、相当の損失

が生じたとき。５、被保険者が刑事施設等に拘禁されたときなどを定め、平成21年

度分から適用しております。また平成22年度税制改正により、解雇などの非自発的

離職者の国民健康保険税の負担軽減を図る措置として、税額算定時の課税所得を

100分の30とする規定がなされておりましたので、本定例会、議案第56号、専決処

分の承認をお願いしているところでございます。 

なお、対象者等への制度の周知につきましては、制度開始時に厚生労働省保険局

と同省職業安定局とが協力して行う旨の確認がなされ、ハローワークでの雇用保険

受給説明会時に、受給資格者全員を対象として行われております。 

以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

  緒方建設部長。 

［建設部長 緒方淳一君 登壇］ 

○建設部長（緒方淳一君）   

原議員の一般質問の４問目、１点目の今後の公園増設計画についてお答えします。 

公園は休息、散歩、運動などのレクリェーションの場である一方、地震や火災等

の災害時の避難場所として、市民生活に欠かすことのできない施設でございます。
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公園の種類も一つの市町村の区域を対象としたカルチャースポーツセンターのよう

な運動公園や、集落内の住民を対象とした公園、また都市計画区域内にあっては一

定規模以上の宅地開発を行う場合に、設置を義務づけられた開発公園などさまざま

でございます。 

お尋ねの、白石十三部地区は、3000平方メートル以上の４カ所の開発行為により

宅地化が進んだ地域でございます。3000平方メートル以上の宅地開発につきまして

は、都市計画法に基づき、開発区域の規模に応じて公園を設けることとなっており

まして、４カ所の開発公園が配置してあります。現在は、新たな公園を整備する計

画はございませんけれども、全体的に見て、土地利用に大きな変化が生じる場合に、

配置についても検討していきたいと考えております。 

次に、２点目の、公園管理の一元化についてお答えします。 

平成20年９月定例会でお答えいたしておりますけれども、平成20年度に移管を受

ける上での規準を設け、一元管理の選定作業を実施したところでございます。所管

課から一元化の対象としての要望のあった公園緑地は、70カ所でございます。この

うち９カ所につきましては21年度から、また11カ所につきましては22年度から新た

に都市計画課で維持管理を行っているところでございます。 

なお、選定基準を満たしていない公園緑地50カ所につきましては、公共性や権限、

利用の実態など、一般的に判断して公園緑地の体裁を備えるとは言いがたいものも

一部見受けられます。そのような公園緑地に関しましては、今後、委託料や委託範

囲の整合性、また管理業務の簡素化を図るよう指導してまいりますとともに、選定

基準を満たした時点で次年度以降の一元化の対象としていきたいと考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（横手啓介君）   

  以上で、原議員の質疑、一般質問は終了いたしました。 

  ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時02分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時13分 開議 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、北原昭三議員の発言を許します。北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

議席番号７番の北原昭三でございます。よろしくお願いをいたします。 
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一般質問に入ります前に、一言お礼を申し上げます。 

平成21年９月定例会一般質問におきまして、人工内耳機器の修理・買いかえに対

する助成をお願いをいたしておりました。その結果としまして、５月26日の熊日新

聞に「人工内耳の助成充実、山鹿市最大70万円、修理費は全国初」の見出しで掲載

をされておりました。対象者の方より、ありがたい、本当に助かりますというよう

なお電話をいただきました。市長初め関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。 

それでは、発言通告に従いまして、今回も３件の一般質問をいたします。 

１件目、我がまちのグリーンニューディールについてお伺いをいたします。この

件につきましては所管でございますので、１回の質問で終わります。 

1997年12月に、京都で行われた地球温暖化防止京都会議、いわゆるＣＯＰ３で議

決されました京都議定書は、2008年から2012年までの期間中に各国の温室効果ガス

６種の削減目標を1990年に比べて５％削減することを定め、画期的な会議となりま

した。次いで2008年の洞爺湖サミットを機に７月７日のクールアース・デーイベン

トも始まりました。こうした中で我が国は、昨年３月、環境分野を経済成長の牽引

役とする世界的流れの中で日本版グリーンニューディール政策を打ち上げました。

地域グリーンニューディール基金も創設し、地域の活性化と低炭素化、エコ化を同

時に推進しようとするもので、政権がかわってからも、基金は従来の都道府県や政

令市だけではなく、中核市や特例市においても創設され、緑の社会への構造改革を

目指して、地方もスピードと主体性を持って積極的に取り組むことが要請されてお

ります。 

それでは、３点質問をいたします。 

まず１点目です。2008年６月の地球温暖化対策推進法の改正により、地域のＣＯ

２削減計画の策定が義務づけられ、温暖化対策地域推進計画に基づき、1990年を基

準年とし、中期目標として2020年に25％削減、長期目標としまして2050年には60％

を目指しての取り組みが始まりました。地方からのストップ・ザ・温暖化に対する

決意と取り組みについて、お伺いをいたします。 

２点目。今年の環境月間の我がまちの目玉になる取り組みについて、また３年目

を迎える今年のクールアース・デーに対する我がまちの取り組みについてお伺いを

いたします。 

３点目といたしまして、ストップ・ザ・温暖化のためには市民一人一人が身近な

ことから行動を起こす必要があります。生活に根差したエコ市民、エコライフの取

り組みについて、お伺いをいたします。 

続きまして２件目、がん検診率の向上についてお伺いをいたします。 

日本は世界有数のがん大国である反面、国民の命を守るがん対策では、いまだに
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後進国です。 

そこで、がん対策の柱の一つであるがん検診について、がん対策基本計画では

2011年度までに受診率50％という大きな目標を掲げています。その一環としまして、

女性特有の乳がん、子宮頸がんの検診率を上げるため、昨年度、第一次補正予算に

216億円が計上され、一定の年齢の方を対象にがん検診無料クーポンの配付が実現

し、検診率の向上に向けて大きく動き出しました。一方で、民主党政権が編成した

今年度予算では、無料クーポン事業費は約３分の１の76億円に減額されました。事

業の継続には、自治体の財政負担が必要となりましたが、本年度も何らかの形で事

業を継続する自治体は96.7％に上がることが私たち公明党が実施しました2010年度

のがん検診無料クーポン事業に関する実態調査で明確になりました。この事業に対

する全国自治体の強い意欲の表れであり、改めて全額国庫負担で事業を継続するべ

きであることを声を大にして訴えるものです。確かにがんは侮れない病気ですが、

現在では早期に発見すれば治らない病気ではなくなってきています。しかも、子宮

頸がんは予防できるがんであり、その対策が全国各地で大きく前進しています。 

昨年10月に、厚生労働省が予防ワクチンを承認し、12月には発売がスタートしま

した。新年度に入るや、全国各地で子宮頸がん予防ワクチンの接種が始まったとい

うニュースも相次ぎました。ワクチン助成と検診とのセットで子宮頸がんの発症自

体をゼロに近づける取り組みが全国で発足をしております。 

以上の観点から、我がまちの更なるがん対策への取り組みに期待しまして、３点

お伺いをいたします。 

１点目、昨年度からのがん検診無料クーポン事業取り組みの成果について、お伺

いをいたします。 

２点目、無料クーポン事業だけではなく、肺がん、胃がん、大腸がん、子宮がん、

乳がん、前立腺がんなどの検診率向上に向けた取り組みについて、お伺いをいたし

ます。 

３点目、子宮頸がんワクチンの公費助成の取り組みについて、どのようにお考え

なのか、その内容をお伺いをいたします。 

続きまして３件目、地上デジタル放送への対応について、お伺いをいたします。

皆様ご存じのとおり、地上デジタル放送へ完全移行となる平成23年７月24日まであ

と１年１カ月と迫ってまいりました。テレビは国民生活に深く浸透した情報基盤で

あります。このテレビ放送が従来のアナログ放送方式から付加価値の高いサービス

が実現できるデジタル放送という方式に変わります。総務省が2009年に行った調査

では、地上デジタル対応の受信機の世帯普及率は76.7％であり、現在の地上アナロ

グ放送が終了する時期について、認知度は77.8％でありました。この結果から、約
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21％の方が正確な情報が伝わっていないということになります。皆様ご存じのとお

り、地上デジタル放送を視聴するには個人負担でチューナーか内蔵テレビを購入し、

家庭によってはアンテナの改修も必要となります。その対応が理解できず、テレビ

を見ることを楽しみにしているひとり暮らしの高齢者の方が、ある日突然テレビを

見られなくなったということのないように、対策が必要であります。 

総務省が発表しました総合対策では、アナログ放送をご覧になっている方がデジ

タル化への対応をしていただくために、きめ細やかな周知情報をアナログ放送をご

覧になっている世帯へ繰り返し行う。特にお年寄りなど、情報が届きにくい方々に

も確実な情報が届くよう、十分な配慮をするとしており、国が地方公共団体、自治

会、民生委員等、その地域に密着した方々の協力を得ながら、すべての国民に受信

形態に対応した正確な情報が届くよう取り組むとあります。 

さらに高齢者や障害者等、特別にサポートが必要な世帯に対して、きめ細かく受

信説明会を開催するとともに、個別に販売店や工事業者の紹介等を行うとあります。

今後、この総合対策にあるように、具体的な取り組みが求められております。 

そこで４点、質問をいたします。 

１点目、既にこの受信説明会が開催済みと思います。実施日、開催日数、参加者

数についてお伺いをいたします。 

２点目、高齢者や障害者の方々、また特別にサポートが必要な世帯に対する説明

は、いかなる手法で情報提供をされておりますでしょうか。 

３点目、具体的にどの地域で受信障害があるのか、また世帯的にはどのようにな

っておりますでしょうか。 

４点目、説明会での住民の方々の要望や不安、さらに課題などに対する対策をお

聞かせいただきたいと思います。以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。宮本環境部長。 

［環境部長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○環境部長（宮本榮次郎君）   

北原議員の一般質問の１件目、我がまちのグリーンニューディールについてお答

えします。 

まず１点目の、山鹿市としてのストップ・ザ・温暖化の取り組みについてでござ

いますが、議員ご案内のとおり、平成９年京都議定書の採択を受け、我が国の地球

温暖化対策の第一歩といたしまして、国、地方公共団体、事業者、国民が一体とな

って取り組むための枠組みであります地球温暖化対策の推進に関する法律が、平成

11年４月に施行されております。この中で、地方公共団体に対し、みずからが行う
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事務事業に伴って排出される温室効果ガスの削減を目標とした実行計画の策定が義

務づけられたところでございます。このことから、本市におきましても第一次山鹿

市総合計画の基本計画の一つとして、地球環境の保全を掲げ、地球温暖化防止のた

めの行政活動の省エネ化を図っております。そのため、平成18年10月から環境省が

示したガイドライン、エコアクション21に基づいた環境マネジメントシステムを導

入し、平成19年11月にはエコアクション21の認証・登録を取得し、ただいま実践中

でございます。また、山鹿市環境基本計画におきましても、地球環境の保全を大き

な課題の一つとして取り上げ、省エネルギー型ライフスタイルを定着させる取り組

みの方向性の中で、市役所庁舎を初め市関連施設の二酸化炭素排出量削減を目標と

して掲げています。本市はこうした第一次総合計画及び環境基本計画に基づき、地

球温暖化防止に向けた、より総合的かつ計画的な対策を実践していくために、平成

20年３月に山鹿市地球温暖化対策実行計画を策定し、全庁の事務・事業による温室

効果ガス排出量を６％削減することを数値目標に掲げまして、その達成に向けて全

庁を挙げて取り組んでいるところでございます。 

２点目の、７月７日のクールアース・デーの取り組みにつきましては、八千代座

や灯籠民芸館などの市関連の施設にも呼びかけ、夜８時から10時までのライトダウ

ンを行います。また、市民に対しましても全世帯に回覧しておりますやまが環境便

の６月号で、各家庭におけるライトダウンの実施について、周知と協力をお願いし

ております。 

３点目の、市民に対するエコライフの取り組みにつきましては、昨年より太陽光

発電システムを設置される市民に対しまして、補助事業を開始しており、昨年は

202件の補助を行い、今年も既に44件の申請があっております。また、環境啓発事

業といたしまして、市内の小学５年生を対象に、山鹿市の自然環境や地球資源の保

全について学習することにより、環境に対する関心を高め、日常生活においてエコ

ライフに挑戦するきっかけといたしまして、８月初旬にエコ体験教室を開催します。

また、家庭生活を通して電気の消費量や生活態度を省みることで、エコについて家

族で考え、省エネ行動を身につけるための教材としてエコキッズノートを配付し、

ＣＯ２削減に取り組んでいただいております。また、家庭から排出されるごみの減

量化につきましてもエコライフであります。今後とも地球温暖化防止のため、本市

としましても市民の協力、事業者の協力を得ながら努力してまいります。 

以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 
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○市民福祉部長（富田辰郎君）   

北原議員の質問、がん検診率の向上についての１点目、女性特有のがん検診推進

事業の成果・実績についてお答えいたします。 

この事業につきましては、平成21年度から国の政策として子宮頸がん検診が20歳

から40歳まで、乳がん検診が40歳から60歳まで、それぞれ５歳刻みの方を対象とし

て無料で受診できる無料クーポン券を交付することにより、受診促進及びがんの早

期発見を図ることを目的に実施している事業です。市としましては、対象者の方が

受診しやすいように、集団検診と個別検診の二通りの検診体制により実施し、特に

集団検診においては土日等も検診を行ったところでございます。 

実績としまして、子宮頸がん検診が平成20年度81人、21年度365人で、284人の増

加、乳がん検診は20年度347人、21年度767人で、420人増加しました。また、受診

したことによりがんの早期発見につながった方もおられ、この事業の成果はあった

と考えております。 

次に２点目の、女性特有のがん検診推進事業以外のがん検診の取り組みについて

お答えいたします。 

本市が毎年実施しておりますがん検診につきましては、子宮頸がん、乳がん、肺

がん、胃がん、大腸がん、前立腺がん検診がございます。子宮頸がん、乳がん検診

について、国は２年に１回の受診でよいとしていますが、本市では毎年受診できる

ようにいたしております。乳がん、肺がん、胃がん、大腸がん検診について、国は

40歳以上を対象としておりますが、本市では対象者を19歳以上と年齢を拡大し、実

施しております。また、50歳以上の前立腺がん検診は、本市が独自の事業として実

施しているところでございます。検診の自己負担額につきましては、課税世帯に属

する75歳以上の方は費用の１割程度、75歳未満の方が費用の３割程度、非課税世帯

及び生活保護世帯につきましては、自己負担なしで実施しています。平成21年度の

実績としましては、先ほどお答えいたしましたが、女性特有のがんを除く受診者数

は横ばいの状況でございます。今後も各種団体や広報等で検診の重要性について普

及・啓発を図っていきたいと考えております。 

次に３点目、子宮頸がんワクチン接種の公費負担についてお答えします。 

まず、子宮頸がんについて少し説明をさせていただきます。子宮頸がんは、ヒ

ト・パピローマ・ウィルスの感染が主な原因とされ、現在、20代から30代に増加し

ております。子宮頸がんワクチンは、ヒト・パピローマ・ウィルスで感染するがん

の中でも、特に子宮頸がんの原因として最も多く報告されているウィルスの16型、

18型の感染を防ぐワクチンです。日本では、平成21年10月に承認され、12月から医

療機関で接種されるようになりました。予防接種には、法律に基づき市町村長が実
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施する定期の予防接種と感染症の流行期や海外旅行の場合など、自主的に受ける任

意の予防接種がございます。定期の予防接種は、対象年齢や接種回数が定められて

おり、種類としましては三種混合、ポリオ、麻疹、風疹などが該当し、それら以外

は任意の予防接種となります。現在、山鹿市においては法律に基づく定期の予防接

種と補助事業である新型インフルエンザ予防接種について、公費負担を実施し、そ

れ以外の予防接種については全額自己負担をお願いしているところです。 

今回の子宮頸がんワクチン接種は、任意の予防接種であり、他にもヒブワクチン、

Ｂ型肝炎ワクチン、肺炎球菌ワクチン等、11種類のワクチンがあり、任意の予防接

種の公費負担につきましては、安全性、有効性、抗体持続時間等、今後の国の動向

を見極めながら検討してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

北原議員の一般質問の３件目、地上デジタル放送への対応についてお答えいたし

ます。 

まず１点目、地上デジタル放送への移行に係る推進説明会の開催日、開催延べ日

数、参加人員についてお答えいたします。 

今回、地上デジタル放送を推進する国等の機関として、総務省、そして熊本県テ

レビ受信者支援センター、通称デジサポ熊本がありますが、このデジサポ熊本と連

携を図りながら、市民の皆様の世帯のデジタルテレビへの移行を推進いたしており

ます。平成21年度の実績報告になりますが、４月18日から９月12日まで、説明会の

開催を申請された37地区1366人にご説明をいたしました。次に、５月10日から14日

まで、デジサポ熊本が各支所ごとに相談会を開催し、70人がご相談にお出でになり

ました。また、６月18日から21日まで、各支所ごとに市民への説明会を開催し、

373人ご参加をいただきました。延べ47回、1809人が説明を受けられました。なお、

新たな難視地区と思われる６地区へご説明に出向きました。 

２点目、高齢者等生活弱者への情報提供の状況と支援について、お答えいたしま

す。高齢者を対象にした特別な支援は行っておりませんが、説明会にご参加できな

い高齢者に対し、デジサポ熊本が自宅訪問による説明を行いました。51世帯を訪問

いたしております。また、生活保護世帯、障害者がいる世帯や、社会福祉事業施設

に入所されている世帯の中で、ＮＨＫ受信料が全額免除されている世帯は、地上デ

ジタル放送簡易チューナーの無償給付制度を利用することができます。なお、北原

議員からご意見があったことにつきましては、今後、情報企画課でしっかりと対応
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をいたしてまいります。 

３点目、難視対策の状況についてお答えをいたします。現在までにＮＨＫ共聴施

設や自主共聴施設の25地区の共聴施設が、デジタル改修を終えております。また、

地上デジタル放送が受信できない新たな難視地域は、山鹿市５地区121世帯、鹿北

町８地区134世帯、菊鹿町１地区40世帯、鹿央町２地区34世帯、合計16地区329世帯

あります。 

次に、これらの難視地域のデジタル化の方法としましては、共同のアンテナの新

設や改修をして対応する方法、戸別に高性能等受信アンテナを設置して対応する方

法、既設の共聴施設に加入して対応する方法がございます。なお、補助金等の助成

を受けるためには、事前に総務省及び全国地上デジタル放送推進協議会が策定、公

表いたします地上デジタル放送難視地区対策計画におきまして、新たな難視地区と

特定されていることが要件となります。そのため、今後ともデジサポ熊本と連携を

図り、新たな難視地区にご説明やご支援をしたいと考えております。 

４点目、地上デジタル放送に係る住民からの要望と、市の課題についてお答えを

いたします。地上デジタル放送への移行に関する問い合わせの中で、テレビが映ら

ないがどうしたらよいか分からないという質問が多く寄せられております。なお、

地上デジタル放送への完全移行まで１年余りとなりました。全国的には地上デジタ

ル対応テレビの価格の値下げや、エコポイントの効果で格段に地上デジタルテレビ

への買いかえ、移行が進んだと報道されておりますが、市内普及率が進んでいると

は推測しがたく、完全移行になる直前に新たな難視地域が多発するのではないかと

心配をしているところでございます。アナログ放送終了後、市民生活に支障を来す

ことがないよう、十分な周知及び支援を図りたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

２回目の質問を行います。グリーンニューディールにつきましては、取り組みの

一環としましてストップ・ザ・温暖化に対し、各個人がさらに意識を高揚し、環境

保全に努めることが絶対に必要であるというふうに思いました。 
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それでは、がん検診率の向上につきまして、お伺いをいたします。 

先ほどの答弁の中で、このがん検診無料クーポン事業の取り組みの成果、また検

診率向上に向けた取り組みについて、21年度の実績をお聞きし、前年に比べ受診者

がふえ、がん予防に対する意識の向上が図られたと思いました。 

２回目は、子宮頸がんワクチンの公費助成への取り組みについてお伺いをいたし

ます。 

若い女性にふえ続けている子宮頸がん、その対策は大きく前進しております。先

ほど答弁にありましたように、昨年10月には厚生労働省が予防ワクチンを承認し、

12月には販売がスタートいたしました。日本で年間約１万5000人が発症し、約3500

人が亡くなると推計され、先ほどこれもお話ございましたけれども、主な原因はＨ

ＰＶ（ヒト・パピローマ・ウィルス）の感染と特定されております。ワクチンの普

及には費用負担の問題がございます。個人負担のため、約７万円近い費用が係るか

と思います。ヨーロッパやオーストラリア、カナダ等26カ国では全額公費負担また

は補助が行われており、この接種率が９割を超える国もあります。国内でこの公費

負担をしている市町についてご紹介をさせていただきたいと思います。 

兵庫県明石市は、2010年度から子宮頸がん予防ワクチン接種に全額助成を行う方

針を決め、市の予算に8080万円を計上したとのことです。また、埼玉県志木市に確

認しましたら、本年４月より市内在住の小学校６年生から中学３年生に相当する年

齢の女子1254人を助成対象者として、今回約１割の120名の予算を組んだそうでご

ざいます。既に120名の申請があり、再度、補正予算を組んで対応するとのことで

ございました。また、新潟県魚沼市は４月より、栃木県大田原市は５月より全額助

成が始まっております。また、県内でも皆様ご存じのとおり美里町で初めて予防ワ

クチンの全額補助が開始されます。山鹿市でも対応するとした場合の対象者数と概

算の予算額をお伺いをいたしたいと思います。 

続きまして、２件目、地上デジタル放送への対応についてでございます。先ほど

答弁がございました高齢者等生活弱者への情報提供、支援については大変とは思い

ますが、全力で対応をしていただきますよう、よろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

２回目の質問は、市施設の受信対策について、お尋ねをいたします。 

総務省はアクションプランをまとめています。具体的な取り組みの１番目に、公

共施設のデジタル化を挙げております。この公共施設のデジタル化については、設

置されているテレビが利用者にとって緊急時の連絡手段として、重要な役割を果た

すような施設については、早期かつ確実にデジタル化される必要があること。国ま

たは地方公共団体の施設については、各地域における工事の平準化の観点から、早
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期にデジタル化へ改修されることが望ましいことなどから、平成22年12月末までに

すべての公共施設におけるデジタル改修が完了することを目的として取り組むとあ

ります。そこで、このアクションプランに沿って山鹿市の施設へのデジタル化の進

捗状況をお尋ねをいたしたいと思います。以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君）   

北原議員の２回目の質問、子宮頸がんワクチン接種を山鹿市が負担する場合の対

象者数と費用額についてお答えいたします。 

本市での対象者を小学校６年生の女子と考えた場合、対象者が224名、３回の接

種費用、これは定まっておりませんが、５万円とした場合、全額公費負担した場合

1120万円となります。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

北原議員の２回目のご質問にお答えいたします。 

市の公共施設における地上デジタルテレビへの移行状況についてお答えいたしま

す。 

市長部局及び教育委員会部局の公共施設において、市民の皆様がいろんな情報を

得やすいように、また小中学校の児童生徒のテレビ教材の視聴のためなど、テレビ

を必要とする公共施設における地上デジタルテレビへの移行は、完全に完了をいた

しております。なお、市長部局は61台、教育委員会部局は345台を配置しておりま

す。 

以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   
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３回目は、質問ではございませんが、一つ要望をしたいと思います。 

子宮頸がんの予防ワクチン接種の公費負担についてでございます。先ほど、県内

初の美里町の取り組み内容を紹介させていただきましたけれども、美里町長は人の

命が予防接種で助かるのならという思いというふうに新聞に掲載されておりました。

県によりますと、今後、小国町、芦北町も６月議会提出の補正予算に、助成するた

めの予算を盛り込む予定との内容でございました。今後におきましても、多くの市

町でも取り組むというふうに考えられます。ぜひ山鹿市としましても、市として全

額補助県内初を目指しご検討いただきますよう、心からお願いを申し上げまして、

私の一般質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、北原議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、立山秀木議員の発言を許します。立山議員。 

［10番 立山秀木君 登壇］ 

○10番（立山秀木君）   

10番、鹿進会、立山秀木です。 

通告に従い、２問質問いたしますけれども、２問目のひょう害に対する支援対策

につきましては、11日の立山隆議員の一般質問とほぼ同じ内容ですので、被害を受

けた地元として私の思いを述べさせていただきたいと思います。 

まず第１問目の、資源循環型社会構築への手法と課題について３点質問いたしま

す。 

人間が生活していく上で、ごみ問題は避けて通れない重要な問題の一つですが、

まず第１点として、市長は６月議会初日の全員協議会において、平成25年３月に期

限切れを迎える鹿央町にありますクリーンセンターについて、地元のことを考え、

25年度以降は焼却施設を持たない方向で資源化を推進する循環型社会の構築を目指

す旨の基本方針を示されました。 

そこでまず、クリーンセンター使用に関する地元との協定書締結までの経緯につ

いて、説明をお願いいたします。 

２点目に、クリーンセンターが使用できなくなる平成25年４月は、旧植木町が山

鹿植木広域行政事務組合での可燃ごみ処理事務から脱退することとなり、可燃ごみ

処理対策については、山鹿市単独で行わなければなりません。25年４月以降の燃え

るごみの処理はどうされるのか、現時点での考え方をご説明願います。 

３点目に、クリーンセンターの使用期限や新たなごみ処理方法の問題については、

多くの市民がまだ知らないのではないでしょうか。ごみ処理は、市民や事業者など、

すべての市民に関する問題であり、早急に周知していただきたいと思いますけれど
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も、その方法についてお尋ねいたします。 

次に、２問目、ひょう害の支援についてですが、私は10年ほど前、果樹指導員と

２人で栃木県の梨農家を尋ねたときに、たまたまひょう害を見る機会がありました。

数日前に降ったというひょうが果樹園全体を覆っていた防虫網に積もり、その重み

で棚が押しつぶされ、出荷前の果実はもちろん、葉っぱ１枚残っていないような状

態でした。この被害により、樹体のバランスが崩れ、本来、春に咲く花が秋に咲き、

次の年も収穫できなかったということで、回復までに３年を要したとのことです。

今回の被害は、永年作物は少なく、たばこの被害がほとんどですけれども、葉っぱ

が打ち落とされたためにわき芽が発生し、新たな手を入れなければならず、３月27

日の晩霜の被害からようやく回復しかけた農家にとっては、価格の低迷と合わせ、

農家の経営を圧迫し、経済的にも精神的にも追い込まれるところです。特に精神面

でのダメージは大きなものがあると思いますし、このことは本市の基幹産業である

農業の衰退に繋がりはしないかと心配しております。 

温暖化による異常気象は、現場で働く者として肌で感じているところですし、い

つ起こっても不思議ではない時代になりました。早急な協議をお願いしたいと思い

ます。 

以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。宮本環境部長。 

［環境部長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○環境部長（宮本榮次郎君）   

立山議員の一般質問、資源循環型社会構築への手法と課題についてお答えします。 

１点目の、クリーンセンターの経緯でございますが、クリーンセンターは昭和48

年に広域行政事務組合のごみ処理施設として現在の鹿央保育園付近に建設され、そ

の後、施設の老朽化により平成４年に現在の場所に建設されました。平成14年には

ダイオキシン低減対策改良工事の完了に合わせまして、地元と広域行政事務組合と

の間で「施設の使用は、平成15年度から平成24年度までの10年間とする。また、新

設については鹿央町以外での設置を検討する。」という内容の協定書を締結してい

ます。平成20年12月には、協定書に係る地元説明会が開催され、施設の使用期限の

厳守について要望があり、協定書の内容を遵守しなければならないと強く感じたと

ころであります。 

２点目の、今後の対応、方針につきましては、ただいま申し上げましたとおり、

地元住民の意向を尊重し、協定書の内容を遵守するため、本市の基本方針を平成25

年４月以降は、ごみを燃やす焼却施設を持たない方向で検討することとしておりま
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す。この方向性の進め方は、現在、燃えるごみの中に混入している再資源化可能な

ごみを細分別し、リサイクルすることにより、燃えるごみの減量化に強力に取り組

むものであります。なお、最大限の努力によっても排出される燃えるごみの処理に

ついては、限られた選択肢の中から、さまざまな角度で比較検討、整理を行い、市

民から理解を得られる理想的な処理について、総合的に判断する必要があります。

その判断指標とするため、ごみゼロを目指す具体的な施策、燃えるごみの処理方法

の選択、またその選択肢の比較検討や、ごみ減量の実証試験を主業務とした一般廃

棄物の処理基本計画を本年度中に策定することとしています。これは、山鹿市にお

いて新たな循環型社会構築を実現するため、長期的、総合的視点に立って、現在、

山鹿市が抱えている課題解決のため、計画的なごみ処理の推進、ごみ排出の抑制及

びごみの発生から最終処分に至るまでのごみの適正な処理を促進するための基本計

画であります。もちろん、市民からの意見を十分に取り入れたものとすることとし

ており、この計画書により、本市の今後のごみ処理に関する方針を導き出したいと

考えております。 

３点目の、市民への周知につきましては、議員ご指摘のとおり、現在山鹿市が抱

えているクリーンセンターの使用期限を含め、ごみ処理問題については、ご存じな

い方も多いかと思われます。そこで、この問題につきましては、来月、７月１日号

の広報やまがで、「資源循環型社会の構築に向けて」と題しまして、広く市民の皆

様に周知することとしていますが、その後においても定期的に広報やまが、またや

まが環境便による広報でのお知らせと出前講座などにより、周知を図ってまいりた

いと考えております。以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

立山議員、了解ですか。 

○10番（立山秀木君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

立山議員。 

［10番 立山秀木君 登壇］ 

○10番（立山秀木君）   

２回目の質問をいたします。建設環境委員会、あるいは広域行政事務組合議会で

も先進地である鹿児島県の志布志市の視察が行われ、先日は福岡県の大木町から講

師を招いての講演会も行われました。大木町では、10年をかけて少しずつごみの減

量化が行われており、人口、産業構造等の違う本市は、２年足らずの限られた時間

でスタートしなければならず、最終的に残ったごみの処理をどうするのか、高齢者
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やひとり暮らしの人たちへの周知の徹底、増加するであろう不法投棄の問題等、多

くの課題を抱えてのハードルの高い事業になると思います。 

２転３転と迷走を繰り返した普天間基地問題にならないように、市長には強いリ

ーダーシップでこの問題に取り組んでいただきたいと思います。 

この事業に対する市長の思いのほどをお聞かせいただきまして、私の質問を終わ

ります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの立山議員のご質問にお答えいたしたいと思います。 

宮本部長の方から、詳細にわたって答弁いたしております。重なる部分もござい

ますけれども、大きな問題でございますので、直接、先般、議員の皆さん方に申し

上げた一般廃棄物処理に対する私の基本的な考え方を申し上げます。 

可燃物の資源化をさらに進め、山鹿市に平成25年以降、処理施設、燃やす施設を

持たない方向で取り組むということであります。なぜかと言いますと、一つにクリ

ーンセンターのある鹿央地区との約束は重い、かつ住民の思いは継続に断固反対で

ある。覆すことは困難と考える。二つには、新たな地域に新たな施設の設置は極め

て高額、市民の負担は極めて大である。三つとして、地球的規模での環境問題から

循環型社会、省資源型社会、リデュース、リユース、リサイクルを進めるべきであ

る。今後、速やかに先進地に学び、極力、再資源化を高め追求し続ける。平成25年

以降、残った可燃物については民間委託、あるいは熊本市へのお願い等々、平行し

て検討を進めていく、今すぐに取り組むこととして、ただいまの方向性を進めるた

めに、①本年度平成22年度の前半において、なるべく早くモデル集落６カ所を早急

に選定し、現時点で可能と考えられる資源化、分別収集を行う。あわせて庁舎、総

合支所、職員各自において取り組む。②これらのモデル集落等の取り組みの結果、

ごみ処理計画等の検討結果を踏まえ、平成23年度以降の分別収集のあり方を定める

とともに、各集落へ丁寧に説明会を行ってまいるということでございます。先ほど、

非常にハードルが高い、また困難な問題であるというお話をいただきまして、リー

ダーシップを発揮してほしいというお話をいただきました。非常にハードルの高い

困難な問題である。しかしながら、今の山鹿市にとって、これは乗り越えなければ

ならない大きな課題であると私は確信を持っております。これを乗り越えるために

は市民の皆様方のご理解とご協力なくして、絶対に進まないという思いがします。

そのためにはまず率先して、職員みずからがこのことに理解を示し、そして学び、
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そして取り組んでいく。そして、そのことをもって市民の方々への説明、そして理

解、協力を求めていく。そういった思いで全力で取り組んでまいりたいと思います。

どうか議員各位の皆さん方のご理解、ご協力をお願い申し上げまして、私の答弁と

させていただきます。 

○議長（横手啓介君）   

立山議員、了解ですか。 

○10番（立山秀木君）   

終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、立山議員の一般質問は終了いたしました。ここで、昼食のため休憩いた

します。午後１時10分から再開いたします。 

午後０時06分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後１時10分 開議 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、藤本芳雄議員の発言を許します。藤本議員。 

［３番 藤本芳雄君 登壇］ 

○３番（藤本芳雄君）   

議席番号３番、みらい山鹿、藤本芳雄です。 

今回、一般質問、２問、消防団の支援について。もう一つは、耕作放棄地の解消

対策について、ということでお願いをしております。 

今年、正月10日、寒さ厳しい中に恒例の山鹿市消防団出初式が厳粛の中、とり行

われました。2000名以上からなる団員の一糸乱れぬ規律とその気迫に頼もしく、ま

た大いに期待をしたところであります。団長訓辞等々の後、最後の消防団員として

はもちろん、山鹿市を担う地域の一員として頑張りますという団員宣誓には感動さ

え覚えました。現在、私の家の近くでも昼間の仕事を終えた、あるいは早く切り上

げた消防団員が操法大会に向けて連日夜遅くまで訓練が行われ、指揮者の大きな声

が聞こえてまいります。 

本市の防災については、消防体制の充実を図るため、今回、積載車８台及び小型

動力ポンプ20台を配置するため、予算提出がなされております。また、防火水槽、

消火栓等も計画どおり執行されていることは、市民の皆様も大変ありがたく、安心

して生活できることだと思います。ぜひ今後ともよろしくお願いをいたします。 

消防団及び市の防災関係につきましては、先日11日の古荘議員の一般質問、大変
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気合いの入ったすばらしい質問でありました。さすが消防団ＯＢだなと感心をした

ところであります。あるいは３月定例会の平井、丸山両議員によります質問に対し

ましても、詳しく答弁がなされました。ちょうど本定例会前に、その３月定例会の

会議録が届きましたので、再度、しっかりと目を通してきたところでありますが、

一部、かぶるところもあるかもしれませんが、角度を変えて質問をいたします。 

実はここに、昨年の11月26日付の熊日新聞がございます。大きな見出しとして、

「消防団員減少に歯止めを」、「八代市など県内４市村、協力事業所表示導入」、あ

るいは「勤務中の出動に理解」。全国的に消防団員が減少しているため、2006年度

から消防庁が推進する消防団協力事業所表示制度、勤務中に出動しても不利な待遇

をしないなど、消防団活動に理解を示す事業所を自治体が認定する制度です。県内

では2008年３月の南阿蘇村を皮切りに、山鹿市、八代市、宇城市の順に４市村が導

入しているという記事でありました。 

この事業所も表示証を掲示することで、社会貢献をしていると、多いにそのＰＲ

ができているということであります。活動維持のため、周知に力を入れたいとして

おります。 

山鹿市でも、市としてはいち早く導入をされたということでありますけれども、

現在、認定事業所は何カ所ありますか。またその認定の過程についてお尋ねをいた

します。 

また、一方の切り抜きには、昨年12月の新聞ですけれども、消防団員確保へ知恵

絞るということで、この消防団の減少というのが載っております。紹介いたします

と、平成21年４月１日現在の熊本県の消防団員数３万4970人は、前年比372人減で、

全国でも最も高い、減っているということであります。総務省消防庁のまとめで分

かりましたが、高齢化や人口流出などが背景にある。団員確保のためにも、市町村

はＯＢの支援を求めたり、地元に住んでいない職員の加入を促したりしているとい

うことでございます。また、益城町においては、町外在住者も加入できるように変

更した。消防団に加入できない町外在住の町職員がふえたことを受けての措置であ

ります。町外在住者を中心に職員16名が新たに加入したとあります。また一方、南

関町においては45歳未満としていた加入対象者を、年齢上限を50歳未満に引き上げ

たというような記事もございました。 

そこで、山鹿市の市外居住者等の消防団加入及び年齢制限はどうなっていますか、

お尋ねをいたします。団員確保のための一般団員よりも負担が軽減される機能別団

員を導入したのは産山村、消防団ＯＢ約30名が機能別団員として再入団をしたため、

１年間の増加率が31.58％と熊本県内で最も高くなったとのことです。山鹿市では、

検討されていますか。あるいは、まだそこまで減少はしていませんでしょうか、お
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尋ねをいたします。 

次に、自主防災組織についてですが、これも平井、丸山両議員からの質問もあり

ました。私の校区でも、地区公民館運営委員会等の中で、市の担当者より詳しく説

明がなされました。必要性は分かっていても、もう一歩前に進まない。区長さん方

も１、２年の交替で、いろいろ検討ていると、１年ぐらいはすぐ過ぎてしまう。私

も消防団ＯＢとして何かできないかと思い、昨年末、分団長ＯＢ会の中でパンフレ

ットをいただいて、その重要性と必要性を説明し、我々ＯＢで何とか協力できない

か。あるいは組織の立ち上げに向けて前向きに検討していこうと話し合ったところ

でございます。 

ただ、この組織は基本的には各自治区での立ち上げとお聞きしております。そう

なりますと、どうしても対象人数が少なくなる。そういう状況の中で、そうなる幾

つかの自治区あるいは集落が一緒になってつくることはできないのか。消防団で言

うところの部単位等はできないかについてお尋ねをいたします。 

１回目を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

消防団の支援の１点目。消防団協力事業所表示制度に係る認定事業所の状況及び

認定方法についてお答えいたします。 

認定状況につきましては、現在、市内の21事業所を認定しているところでござい

ます。なお、協力事業所の認定方法としましては、昼間の火災など就業時間帯にお

いて消防団員である従業員の消防団活動へ配慮されるなど、本市の消防団活動に積

極的に協力いただく事業所として、事業所からの申請、または消防団長等の推薦に

より随時、市長が認定し、事業所に対し表示証を交付しているところでございます。 

２点目の、本市の消防団員数の状況につきましては、平成21年度団員数2325名に

対し、平成22年度は2302名と若干減少しておりますが、県内や全国の消防団と比較

してみましても、人口に対する団員数は多い方でございます。 

次に、３点目の、市外居住者等の消防団加入及び団員の年齢制限につきましてお

答えいたします。益城町と同様、本市でも山鹿市消防団員の定数、任免、給与、服

務等に関する条例において、団員の条件を本市の区域内に居住し、又は勤務する者

と規定しており、市外居住者についても条件つきで入団を認め、団員数の確保とと

もに昼間の消防力の強化に努めているところでございます。また、年齢につきまし

ても下限は18歳としていますが、上限年齢は定めていませんので、入団に際しまし
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ては心身共に健康な方であれば年齢は問わないこととしております。 

続きまして、４点目の機能別団員制度の導入につきましてお答えいたします。 

この件につきましては、先の３月定例会におきまして、関連したご質問がござい

ましたが、その際に、消防団の方向性としまして、お答えしておりますとおり、幹

部体制のスリム化、少人数の部の統合、機能別分団の導入など、時代と地域の実情

に合った組織の見直しと再編に向けて検討を進めているところでございます。 

最後のご質問でございます。複数集落による自主防災組織の設立についてお答え

いたします。 

本市では、就業体系の多様化による昼間の消防力の低下への対策や、大規模災害

等における防災体制の強化を図るため、自主防災組織の設立を強力に推進している

ところでございます。自主防災組織を支援するための補助要綱も整備しているとこ

ろでございます。本要綱では、自主防災組織の定義として、原則として行政区単位

で自主的に設立された防災組織としておりますが、これにつきましては、防災組織

として活動しやすい単位を想定しているところでございます。したがいまして、設

立に当たりましてはそれぞれの集落の規模や人口、年齢構成等を勘案いただきなが

ら、機能性の高い組織として、複数集落での設立も含め、地域の実情に合った形で

の組織づくりをお願いするところでございます。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

藤本議員、了解ですか。 

○３番（藤本芳雄君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

藤本議員。 

［３番 藤本芳雄君 登壇］ 

○３番（藤本芳雄君）   

２回目の質問をいたします。 

認定事業所については、山鹿市に21事業所というのは、山鹿市から考えればこれ

は少し少ないんじゃないかなと思います。それと、申請の方法ですけれども、市長

が認定するというのもわかります。認定事業所がふえないのではないか。普通なら

ば、逆に市の方から事業所に対して、消防団員が勤務することに対しては、やっぱ

りお願いするのが本当じゃないかなというふうに思います。私が現役の頃は、この

出初式であったり、出動が多い場合については、当時市長と団長名で、各事業所に

消防団へのご理解をということでお願いをしていたという経過もございます。ぜひ

そういうことも考えていただきたいと思います。 
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それから、協力事業所の表示が山鹿もあるということですけど、私の勉強不足で

まだ確認したことがありませんので、ぜひ１回、見てみたいと思います。 

よく自治区の掲示板に、頑張れ消防団とか、そういうパンフレットを見ることが

あります。もう少し目立つように、山鹿市でもそういう事業所に対して桃太郎旗と

いいますか、のぼりをつくってですね、「頑張れ消防団」あるいは「私たちは消防

団を応援します」というのぼりでも立てれば、周囲の市民の皆さんも、ああ、ここ

の事業所はしっかり消防団への協力もしているなと、そういうこともできないのか

なというふうに思っております。 

団員数については2302名ということで、まだ山鹿の場合はそう心配が要らないと

いうことでございます。しかし、今後のことも考えながら検討をしていただきたい

と思います。 

最後の自主防災組織については、さらなるご指導、市長、出前講座等で取り組み

をしていただきたいと思いますし、我々も協力できるところはしっかりと協力をし

ていきたいと思います。 

これは一つ、最後はお願いですけれども、消防協会から、消防互助年金というの

が出ております。ご存じでしょうか。担当者の方は余りよく知らないということで

ございましたけれども、これは私が互助年金の今日は勧誘のＰＲをするわけではあ

りませんけれども、この互助年金というのは消防、ここではあえて消防団の加入者

が年金で、個人年金ですから、月に5000円なり１万円なりを自分のために、今後の

ために貯金をしていく。私がかたっていたときはですね、これはとてもよくて年

３％の複利で運用するということでございましたけれども、今は幾らかは落ちてお

りますけれども、周辺あるいは今日、議員の中にも消防団ＯＢの方がいらっしゃい

ますいので、聞きますと、まだといいますか、年金には入っておらんだったと、こ

こに現役もいらっしゃいますので、40歳以下ぐらいの人が入ればとてもいい制度だ

と思います。加入ではありませんで、私１回、電話しましたらですね、10名、20名

でも、何名でも説明をということであれば、東京の方から出てくるということでご

ざいますので、消防団員の福利厚生といいますか、個人年金ですからどこまで市が

タッチするかというのもありますけれども、分団長等の会議の中でＰＲにでも努め

ていただくならばと、お願いをしておきます。 

それでは、２問目でございますけれども、耕作放棄地の解消対策についてお尋ね

をいたします。これは、遊休地も含めてでございます。 

この件につきましては、ちょうど１年前の６月定例会において質問をいたしまし

た。その時の答弁では、当時の面積ですけれども、放棄地が150ヘクタールで、そ

の内訳は農用地区域内が約100ヘクタール、農用地域外が約50ヘクタールとのこと
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でした。当時の農林部長は、国及び県、市の事業において農地復元及び営農定着化

等に対し、支援を行うことで、さらなる耕作放棄地の減少を目指すとのことでした

が、この１年間の取り組み及び成果についてお尋ねをいたします。 

ちょうど今朝、熊日新聞に、大きくこの耕作地あるいは遊休地についての取り組

みが載っておりました。隣の方には鹿央町の赤米生産グループの方々、いろんな耕

作地、放棄地並びに遊休地についての紹介があっておりましたので、ご承知と思い

ますけれども、こういうことも含めてお尋ねをいたします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

質問の２問目、耕作放棄地の現状と解消に向けた今後の取り組みについてお答え

いたします。 

昨年、市で行いました実態調査によりますと、本市の耕作放棄地の面積は約115

ヘクタールとなっております。そのうち約64ヘクタールは、森林・原野化し、農地

として再生利用することが困難と思われる土地であるため、今後は林地等への転換

を検討していきたいと考えております。 

また、平成21年度におきましては、国・県の事業を活用し、わずかではあります

けれども約1.6ヘクタールの耕作放棄地が解消されております。また、中山間地域

等直接支払交付金の交付対象地域、約1030ヘクタールについては、新たな耕作放棄

地の発生の防止に大きな効果を発揮しているところです。 

本年度は、さらなる農地の有効利用を図るため、従来から観光とタイアップした

形で、菜の花を作付し、農村の景観づくりに努められている平小城地区と、今年度、

景観作物の作付を計画されている地区においても、新たに創設されました遊休農地

活用イエロープロジェクト事業、この事業は、農村景観づくりを目的といたしまし

て、国県道沿いなどで使われていない農地や、水田の裏作に菜の花やレンゲなどを

新たに作付すれば、県から10アール当たり１万円が交付される事業でございます。

こういう事業を活用し、耕作放棄地や休耕田などをできる限り解消していく予定で

ございます。さらには今回、八幡小学校が子どもたちによる耕作放棄地再生モデル

事業を活用し、農地への復元を計画されています。地元の農業者の協力を得ながら、

子どもたちと一緒に活動をすることで、農地及び農業への理解ができればと考えて

おります。 

今後とも、関係機関との連携を密にして、耕作放棄地含めて遊休農地の解消に努

めてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 
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○議長（横手啓介君）   

本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

藤本議員の２回目のご質問にお答えいたします。 

３月議会の平井議員、丸山寛治議員にもご答弁申し上げておりますとおり、住民

層のサラリーマン化、核家族化によりまして、地域コミュニティーの衰退が指摘さ

れております。議員ご指摘の、消防認定事業所への表示につきましても、こちらか

ら積極的にアプローチするとともに、その広報にも努めてまいりたいと思います。 

また、特定の活動に特化いたしました専門的な技術集団の形成の検討や、自主防

災組織のリーダーを育成するための研修会の実施などに取り組んでまいりたいと思

います。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

藤本議員、了解ですか。 

○３番（藤本芳雄君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

藤本議員。 

［３番 藤本芳雄君 登壇］ 

○３番（藤本芳雄君）   

消防団については、先ほども紹介しましたけれども、今いろんな青年団というの

もほとんどないような状態で、消防団というのが一つのまとまりのある団体であり

まして、いろんな場所で団服姿を見ると、非常に頼もしく感じるものであります。

私たちの前の先輩たちの話を聞きますと、自分のところの対象者の息子がいる場合

は、当時はその親御さんが幹部のところに酒持っていって、ぜひうちの息子を消防

団に入れてくれと、そういう時代もあったようであります。その消防団活動の中で、

いろいろ先輩、指導、あるいは規律を持った人間形成も、大きなこの消防団の役割

と思いますので、今はなかなか消防団の加入者も少なくはありますけれども、ぜひ

我々も市民として、あるいはＯＢとしても協力をしていきたいと思います。 

耕作放棄地及び遊休地の解消対策については、担当課の皆様方の努力によりまし

て、少しずつではありますけれども、その成果ができているようでございます。ま

た、新たな事業として、遊休農地活用イエロープロジェクト事業の活用とあります。

さらにＰＲ等に努めていただきまして、私個人としても景観アップを図り、平山温

泉に見える多くの皆様方をお迎えしたいと思っております。実は今年の３、４月頃
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だったでしょうか、校区の農業委員が見えて、小学校周辺に耕作放棄地あるいは遊

休地はないでしょうかということでした。児童がサツマイモを植えたいとのことで、

小学校周辺には熊本弁で言うならば、どしこでんありますと言ったところです。市

長も学校訪問あるいは教育長も地元ですので、県道和仁山鹿線から平小城小学校に

登る50メートルばかり右の方の谷合いには９割方が放棄地、入院されたり手放した

りということで、もう手がつけられないという状況であります。あそこは遠すぎる

とか、あそこはちょっと高土手があるから危ないとか、いろんな、そして荒れてお

かにゃいかんということで、そういう話はありましたけれども、近くの畑を紹介を

いたしまして、今、子どもたちによるサツマイモが植えられております。八幡小学

校のモデル事業はもちろんですけれども、市内それぞれの小学校で、いわゆる農業、

土に親しむ、そういう取り組みもこれは教育委員会とも連携をしながら、さらなる

取り組みを期待しております。 

先ほど、今日の熊日新聞の紹介をしましたけれども、熊本農業高校とＪＡ熊本市

の取り組みでありました。熊本の伝統野菜である、春日ボウブラ、カボチャですけ

ど、その普及と言いますか、あるいは販路に向けての取り組みという記事でありま

した。カボチャというのは非常に手間がかからずに、雑草も抑制するということで、

そういう取り組みがなされました。本市にも鹿本農業高校がございます。生徒たち

と連携をしながら、一つのプロジェクト、柔軟な農高生のいろんな意見といいます

か、プロジェクトを聞きながら、そういうのができたらなと思っております。 

最後に、潮﨑部長にお尋ねをいたします。 

今日は、先日から４、５回の答弁に立っていらっしゃいますけど、部長は大変優

秀な方とお聞きしております。原議員も冒頭、しっかりと農政についてご質問があ

りました。そんな部長を山鹿市にお迎えしております。今までの県での経験を踏ま

え、耕作放棄地を含め、山鹿市の農林業への熱い思いを、先ほどの原議員に対して

言い足りないところがあるならば、再度お尋ねをして質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

貴重な時間の中で、少しこういう時間をいただきまして、私の山鹿市農業に対す

る思いをということでございます。時間いただきましてありがとうございます。 

県の方ではいろいろ一般農政を中心にやってきたところでございます。もちろん、

原議員の質問等でありましたように、非常に農業、厳しい中でございます。いろん

な課題が山積しておるところでございます。そういう中で、市長の方から頑張って
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くれということで、山鹿市にまいったわけでございますけれども、午前中の答弁で

も触れましたが、農業で今一番大事なのは、やっぱり人材育成だと私は思っており

ます。このままの状況でいきますと、農業をやる人が本当にいなくなるというのが、

皆さんご承知、理解されていると思います。私もやはり、これからの農業を支えて

いく人材をどう育てていくかというのが一番大事な問題だろうと思っております。

それにつきましては、午前中でも答弁させていただきましたけれども、新たに農業

をやりたいという人も片方ではたくさんございます。そういう方をぜひ山鹿市に来

てくれ、山鹿市で新たに農業を始めてくれと、そういう体制づくりをやりたいとい

うことで、今年度、早い時期にそういう新規就農者を支援するセンターを立ち上げ

たいということで、今、内部で検討しているというのが一つでございます。これは

ぜひ、私が部長でおる間にきちっと立ち上げて、一定の成果をしっかり出していき

たいと、今そういう気持ちがいっぱいでございます。 

あと、販路拡大についても、山鹿市の農産物のブランド化という話もいろいろ聞

いております。これも農家の直接収入増につながる課題でございますので、ここも

また答弁の中でも申し上げましたけれども、ＪＡとしっかりと連携をして、山鹿の

すばらしい農産物をＰＲして、少しでも高く売る。そして、農家の所得につなげて

いきたい。この２点をしっかりと、私、山鹿にお世話になる間は、取り組んでいき

たい、ぜひ成果を出していきたいと思っておりますので、議員の皆さん方の今後の

ご協力、どうぞよろしくお願いをいたしまして、私のコメントとさせていただきま

す。 

○議長（横手啓介君）   

藤本議員、了解ですか。 

○３番（藤本芳雄君）   

大いに期待をします。終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で藤本議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、川野功議員の発言を許します。川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

19番、川野です。 

先日通告しておりました、本市の観光振興施策について質問いたします。よろし

くお願いいたします。 

来年、平成23年には九州新幹線の全線開通が予定されております。熊本県を挙げ

て観光客の誘致活動や観光地づくりに取り組んでいます。この機会をとらえて、本
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市でも観光客の誘致を進め、地域の活性化につなげる戦略を構築することが必要で

す。本市では、豊かな資源を活用しながら、適切な施策を展開し、時代の流れに対

応した観光地として確立されることを目的として、山鹿市観光基本計画が本年３月、

策定されました。その内容は、現状分析、課題、計画理念の推進のための施策等が

まとめられております。ただ、基本計画ですので、具体的にいつどこで、どのよう

に進めていくのかまでは書かれておりません。この観光基本計画の中で、観光振興

の課題が６点挙げてありました。その課題６点とは、１、魅力的な観光資源の活用

が不十分。２、観光関連団体への連携が不足。３、地域づくりへの市民の参加意識

が低下。４、地域アイデンティティ、地域の独自性が低下。５、交通アクセスの整

備が不足。６、情報発信力が不足となっております。６点すべてが課題だと思いま

すが、その課題の中で、魅力的な観光資源の活用が不十分、観光関連団体の連携が

不足、情報発信力が不足、これらの三つの課題に関して、私も特に感じております。

この課題をどのようにして解決していくかを、計画推進のための施策として基本計

画では次の章に書いてありますが、余り具体的でなく、いつどのようにして進めて

いくのかももっと具体的に決めておかないと、かけ声ばかりで実行が遅れたり、計

画倒れになりかねません。この三つの課題の中でもっと具体的に計画がなされてい

るものがあればお尋ねいたします。 

次に、情報発信ということで考えると、観光用ホームページのリニューアルもあ

ります。山鹿探訪ナビという、本市観光用のホームページがありますが、基本的に

写真と簡単なテキスト情報がメインで、動画もありますが、ストリーミング再生が

できないので、再生まで待ち時間があります。これは、今のホームページにとって

は致命的な欠点だと言えます。早く山鹿市のイメージを的確に伝えてくれるような

ホームページにしていただきたいと思いますし、そして全国的に本市のすばらしさ

を発信していただきたいと思っております。 

県内のネット上での情報発信を見てみますと、阿蘇市の阿蘇テレビがすばらしい

と思っております。阿蘇市内のいろんなイベント、お店紹介、行政案内なども動画

で見られ、阿蘇の自然のすばらしさが映像で伝わってきます。ぜひ参考にしていた

だきたい。また、見ていない人は見ていただきたいと思います。 

また、３月議会で提案しました、バーチャルテレビみたいに動画を簡単に常時流

せるようなシステムもいいと思います。とにかく見て楽しくなるようなものにして

いただきたいと思っております。 

今回、山鹿市観光基本計画についても質問しておりますが、本市の基幹産業は農

業と観光です。その観光政策において、こういう大事な基本政策が策定された場合、

関係委員会だけでなく、議員全員にもお知らせいただきたいと思います。たまたま
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今回、ネットで検索して観光基本計画を見つけ、印刷して持っておりますが、見つ

けなかったなら存在すら知らなかったことになります。 

３月に渡された議会資料の予算に関する説明書の76ページに、今後10年間の本市

観光の進むべき方向を定めた山鹿市観光基本計画を平成22年３月に策定すると書い

てありましたので、これは私の勉強不足が問題であるとも思いますが、大事な基本

計画が出来上がったのなら、ぜひ知らせていただきたかったと思っております。知

らないまま基本計画が策定されて、実行され、それを後から気づくという状況はで

きるだけ避けていきたいと思います。 

この点につきましても、お考えをお聞きしたいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。三森商工観光部長。 

［商工観光部長 三森兄臣君 登壇］ 

○商工観光部長（三森兄臣君）   

山鹿市観光基本計画のご質問にお答えいたします。国においては、平成19年１月

に観光立国推進基本法が制定され、同年６月に観光立国推進基本計画を閣議決定。

平成20年10月１日に観光庁を発足させ、観光立国に向け国を挙げて各省庁が各種政

策を推進しております。そのような中、当市の観光推進のため、長期の基本方針と

なる、山鹿市観光基本計画を昨年度策定いたしました。策定に当たり、議員のご質

問にありましたように、当市の観光を取り巻く課題を整理し、その課題解決のため

の方策を計画に盛り込んでおります。一つ目の課題である、魅力的な観光資源の活

用が不十分につきましては、地域資源を生かした観光地づくり、地域の魅力を体感

できる観光ルートの開拓を基本施策として掲げ、具体的には新しい分野として、温

泉と医療を連動させたメディカルツーリズムや、自然体験ツアーの推進などを具体

的施策として掲げております。また、本年度実施予定の事業としては、昨年も実施

いたしました当市の歴史や文化を尋ねる宝探しゲームを本年も全国へ発信し、歴史

や自然環境でつなぐ観光ルートの開拓を図ることとしております。 

次に二つ目の、観光関連団体の連携不足という課題につきましては、人材の育成

と活用、団体間の連携強化を基本施策として掲げており、市民総ガイドを目指した

ご当地検定、山鹿検定の実施、また市内三つの観光協会による連絡協議会の設立や

ボランティアガイドの交流を予定しております。さらには、これまで観光との結び

つきが強いとは言えなかった福祉、医療、教育、環境分野との連携策を探り、新し

い観光商品の開拓に努めてまいります。 

三つ目の、情報発信力が不足という課題につきましては、的確に山鹿の魅力を伝
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える誘客宣伝活動を基本施策に掲げ、具体的施策として、山鹿の四季の情報を発信

する季刊誌、「四季彩」を福岡、関西方面へ配付。また、山鹿ファン倶楽部制度を

立ち上げ、現在、会員募集を開始したところでございます。次に、観光ホームペー

ジのリニューアルにつきまして、バーチャルＴＶのような動画を積極的に取り入れ

たものはできないかというご質問ですが、現在、観光ホームページのリニューアル

作業に入っており、現行ホームページでの切り替えを７月末に予定しております。

今回のリニューアルでは、文字サイズを簡単に切りかえたり、ナビゲーション機能

の充実による使い勝手の良さと、動画投稿サイトとして支持を集めているユーチュ

ーブと連動した動画の活用など、視覚的効果の充実、検索機能の強化などを図って

まいります。バーチャルＴＶには及びませんが、動画表示の機能は大きく改善いた

します。また、携帯電話サイトも新設し、人工衛星による位置検索システムのＧＰ

Ｓ機能を活用することで、現在地とその周辺の観光地やイベント情報へ簡単にアク

セスできるような機能も盛り込むなど、ニーズの多様化に対応できるシステムとい

たしております。 

次に、観光基本計画そのものの広報につきまして、これらの計画は、議員各位を

初めとして、市民共有の計画となって、初めて効果的にその推進が図られるものと

考えますので、積極的に広報活動の展開に努めてまいります。 

以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

それでは２回目の質問をいたします。 

先ほどの答弁で、昨年度より宝探しゲームを開催し好評であった。本年も同様に

開催して全国に発信し、歴史や自然環境でつなぐ観光ルートの開拓を図るとありま

した。昨年、この宝探しゲームが開催されたことは知っておりましたが、詳しい成

果についてお尋ねいたします。 

次に、山鹿市観光基本計画の中の重点プロジェクトで、心も体も元気、ウォーキ

ング創出プロジェクトという項目があります。私は、平成17年９月の議会で、ウォ

ーキング大会を開催したらどうかと提案いたしました。このウォーキング大会は、
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マラソンなどと違って道路を封鎖する必要がないので、大規模になっても運営が比

較的楽に行えます。それに、ツーデーやスリーデーの滞在型イベントにすることで、

１日だけのイベントと比べると、経済効果がまるで違ってきます。参加者の幅も広

く、子どもからお年寄りまで、ファミリーでも参加ができ、有名な大会になると全

国からも多くの参加者が集まってきているようです。もし本市で開催すると、名所

や史跡回りができ、それに温泉にも入れるので、山鹿市の魅力が存分に発見でき、

全国的にアピールできます。まさにいいことずくめだと思っております。全国的に

見ても、温泉地で開催されるウォーキング大会が人気となっております。 

平成17年９月の答弁では、検討してみるということでしたが、そのまま終わって

しまったようです。今回こそは検討し、実現していただきたいと思います。それも

ツーデーまたはスリーデーの滞在型を検討していただきたいと願っております。 

また、鞠智城関連でウォーキング大会が開催されていますが、その現状はどうな

っているのでしょうか。その点もお尋ねいたします。 

次に、今は全国的にパワースポットが大流行しております。中でも最近の注目は、

明治神宮にある加藤清正の井戸だそうで、その人気は数時間待ちの行列ができるほ

どだそうです。九州でも宮崎県の高千穂などは平日でも混雑するぐらいの人出でに

ぎわっております。特に若い女性に人気があります。若い女性に人気があるという

ことは、自然に男性もついてきます。これは単に一過性のブームで終わってしまう

ものではないと私は思っております。 

パワースポットやスピリチュアルポイントの意味を厳格にとらえて、宗教がどう

のとかオカルト的とかいうことで否定的に考えを持つのではなく、実際に多くの人

がそこに癒しを求めてやってきているという点に注目していただきたいと思います。

当たれば全国から人が集まることになり、観光に大きな貢献ができるはずです。本

市にも、不動岩を初め多くのパワースポットが存在します。岩とか大木、洞窟、滝

等にもパワーがあるところがあると言われており、特に不動岩のパワーはすごいと

いうことを聞いております。 

観光基本計画に直接は入っておりませんが、そういう場所を発掘するということ

では、その範囲内ですし、フィクションではなく本当の物語を発信していけば、本

市の大きな観光資源に成長すると思います。本市のお考えはどうでしょうか。 

この山鹿市観光基本計画を見ていると、いいことをいっぱい書いてありますが、

だれがいつ、それをどこで、どうやってしていくのとか、本当にやれるのと思って

しまう点も多々あります。当然、行政だけでやれるはずもありません。計画の推進

体制をどのように進めていく予定でしょうか。 

私が不安な課題として、１問目に挙げた観光関連団体との連携が非常に大事にな
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ってくると思います。 

その点も含めて、観光基本計画の今後の進め方について質問いたします。よろし

くお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。三森商工観光部長。 

［商工観光部長 三森兄臣君 登壇］ 

○商工観光部長（三森兄臣君）   

２回目のご質問の１点目、宝探しゲームについて、お答えいたします。このイベ

ントは、山鹿温泉観光協会が主催者となり、実施したものでございますが、山鹿の

自然や名所・旧跡など、日ごろは光の当たらない歴史や文化を肌で感じてもらうこ

とを目的として、実施をいたしました。ゲームの方法でございますが、参加者には

最初に市内四つの物産館と鞠智城を、その足で訪れていただきます。その後、主に

中心市街地内の名所・旧跡21カ所に隠してあるキーワードの謎を解き、宝となるキ

ーワードを探し当ててもらうという流れになっております。昨年は８月22日から10

月31日まで実施し、福岡、関西、関東方面を初め、4000人の方にご参加いただいて

おります。当市の自然や歴史を十分体感いただいたと思っております。また4000人

のうち、山鹿市内の方々1280名にも参加いただいており、自分たちの住む地域の見

直しと再発見にも効果があったものと思っております。 

次に２点目の質問。ツーデーマーチ、スリーデーマーチといった滞在型のウォー

キング大会についてお答えいたします。 

まず、鞠智城関連のウォークラリー大会についてのご質問ですが、この大会は菊

鹿レクリェーション協会が主催され、秋の鞠智城関連催しと連携し、昨年の大会で

第５回目を数えます。開催の目的は、ふるさとの風土、歴史、文化のすばらしさや、

鞠智城への愛着心を高める機会として開催されており、毎年、市内外から約200人

の方に参加いただいております。 

次に、ツーデーマーチ、スリーデーマーチについて、県内の取り組み状況を調べ

ましたところ、八代、阿蘇地方で取り組みがあっているようでございます。健康づ

くりに加え、訪れたまちの文化、歴史を探訪することができるニーズの高い観光商

品の一つであると考えますので、ツーデーマーチ、スリーデーマーチについては、

関係団体となる観光協会や、レクリェーション協会等と連携し、その具体化へ向け

て取り組んでまいります。 

次に、三点目のご質問、議員ご提案のパワースポットにつきましては、今、全国

的にパワースポット、あるいはスピリチュアルスポットが流行しております。その

背景には、現代社会のように情報が氾濫し、ストレスの多い生活を毎日送っている
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と、人々は段々と疲弊していきます。そのようなときに、癒しの効果を求めて、そ

れらの場所に訪れているというのが流行になっているようでございます。 

議員ご質問の中にもございましたが、インターネット上では、当市の不動岩もパ

ワースポットとして紹介されています。このようなことを見ましても、観光のニー

ズは複雑・多様化してきており、これまでの名所・旧跡を訪ねる観光から、心の安

らぎや自然を求める旅などへと変化してきております。 

今後の観光推進に当たりましては、観光ニーズを的確にとらえ、当市にあります

ご提案のパワースポットを含め、新しい観光資源となり得るものを探し出し、そし

て磨き上げ、その推進を図ってまいります。 

次に、４点目のご質問、観光基本計画の今後の進め方についてお答え申し上げま

す。 

今回の観光基本計画の中においても定めておりますが、計画を一体的に推進する

ため、市民の語り部などの各団体を含めた観光ネットワーク会議を立ち上げ、施策

の立案、実施並びに地域における観光のまちづくりとして一体的に取り組みます。

また、計画の進行状況のチェックと見直しを定期的に行うこととしております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

ウォーキングについては具体化へ向けて取り組む。パワースポットについても推

進を図るというご答弁をいただきましたので、これ以上言う必要はないかと思いま

すけれども、施策を考えるとき、できない理由を考えるのではなく、どうやったら

できるのだろうかという考えで何事にも当たっていただきたいと願っております。 

私がこういうことを言わなくても、それは当然ですとお思いかもしれませんけれ

ども、その点、よろしくお願いいたします。 

答弁は要りません。これで質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、川野議員の一般質問は終了いたしました。 

ここでしばらく休憩いたします。 
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午後２時03分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後２時17分 開議 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、森川昭彦議員の発言を許します。森川議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 

○18番（森川昭彦君）   

議席番号18番、森川昭彦です。発言通告のとおり、一般質問、４点についてお

尋ねをいたします。 

１点目。上水道、下水道の管理運営についてお尋ねをいたします。 

今、全国的に大都市を中心に下水道、上水道の管が老朽化をして取りかえ時期

がきておるということでございまして、この数年間で全体の60％だ70％だと言われ

ております。いずれにしても膨大な経費、予算が係ることでありまして、国も大変

苦慮をされておるようあります。 

山鹿市は、上水道が昭和28年、下水道が昭和44年、それぞれ給水開始、そして

使用開始ということで、現在に至っておりますが、上水道につきましては耐用年数、

これは法定耐用年数というのでしょうが、水道管は40年、下水道管は50年というの

があるそうでございます。そういうことで、下水道、上水道、それぞれにつきまし

ても、管の老朽化の更新等が大幅に出てくるのではないかというふうに考えており

ます。上水道、下水道の老朽管の更新、また維持について、現在の現状、そしてま

た今後の計画をお知らせいただきたいと思います。 

続きまして２点目、橋梁の維持管理でございます。このことにつきましても、

ただいま申し上げました上水道、下水道と一緒でございまして、橋梁の法定耐用年

数50年と言われております。これも全国的な規模で、かけかえの時期がやってくる

ということが言われております。山鹿市におきましての現状、そして今後の維持計

画等をお知らせいただきたいと思います。 

続きまして３点目、ＪＡファーマーズマーケット内にあります山鹿市情報発信

交流施設の現状と機能強化ということでお尋ねをいたします。先般、ＪＡのファー

マーズマーケット、夢大地館開業をされました。何回か立ち寄ってみましたが、お

客さんの入りというのは非常にいいようでございます。ただ、一般の大型のスーパ

ーマーケットに比べると、従業員の数が多いということで、その経営的にどうなの

かというのはよく分かりませんが、集客力というのはすばらしいものがあるんじゃ

ないかなというふうに思っております。そのＪＡのファーマーズマーケットの中に、
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市が補助金を投入して、山鹿市情報発信交流施設というのがつくられております。

何度かそちらにも、どのようなことで情報発信がされておるかということで、お伺

いをいたしてみました。確かに大型モニターテレビがあって、山鹿のいろいろな祭

りの情報とか、またパンフレット立てには豊富にパンフレットは立っておりますが、

どうも１億1000万円もかけて、ただ米の粉でつくったうどんを食べるだけの施設と

いう感じが非常に強くいたします。私は、専門のオペレーターの方か何かいて、そ

れぞれの情報収集、情報の発信をしているんだろうというふうに思っておりました。

別の部屋があるのかなと思ってお聞きをしましたら、そういうことはないというこ

とで、ただあれだけの、事業主体はＪＡなんでしょうから、ＪＡのレストランなら

もうちょっと違うつくり方があるだろうし、情報発信基地ならまたやり方があるん

じゃないかなというふうに思っております。ぜひともですね、緊急対策の金だから、

使ってしまえばそれでいいんだということじゃなく、この情報発信の機能が十分発

揮できるような発信基地機能を持たせていただきたいと強く感じたところでござい

ます。 

 今後の機能強化についての計画をお聞かせをいただきたいと思います。 

 あわせまして、先ほど原議員の質問の中で、農林部長、２名の販路開拓推進員を

雇用して、ＪＡに派遣をするというようなことをおっしゃいました。このようなそ

の販路開拓推進員という方の仕事内容、期間、このことについてもあわせて教えて

いただきたいというふうに思います。 

 ４点目。ごみの排出抑制について、お尋ねをいたします。このことにつきまして

は、今ちょうど県議会が開催をされておりまして、その中で、レジ袋の有料化の取

り組みということで、議員が質問をされておられました。その中で、環境部長が答

弁をした内容の中で、まず質問では、国内で年間約300億枚のレジ袋、いわゆる買

い物したとき入れてくれるビニール製の袋です。これが年間で約300億枚だそうで

す。そして、１人当たりにすると230枚使用しているという統計がデーターとして

出ているということでありました。そして、レジ袋１枚をつくるのに約20ccの石油

を必要とする。レジ袋が皆無ということになれば、55万キロリットルの石油が節約

できるということであります。 

 先般、福岡県の大木町の環境課長がお出でて、議員そして幹部職員、広域の職員

を対象とした勉強会がございました。その中でも、このレジ袋のお話も出ておりま

したが、今、環境の悪化による温暖化ということ、また資源の枯渇ということで、

世界的な問題になっておる。そのような状況の中で、レジ袋を有料化して、少しで

もそのレジ袋による、まずは資源の節約、そしてまたはごみの排出量の抑制という

ことに努めていけばということでございます。環境部長が答弁をされております中
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で、レジ袋を削減する手法の中で最も効果が高い、無料配布の中止、いわゆる有料

化です。取り組みが熊本市、水俣市、上天草市で進んでおり、県としても推進をし

たいということを言っておられます。そして、有料化の取り組みを全市町村に広げ

ていくことを目標に、消費者、事業者、行政による会議を新たに設置し、市町村等

に向けセミナーの開催等を行い、レジ袋の一層の削減に努める。そのような答弁を

されておられます。平成20年の11月の環境省の調査のデーターでございます。県が

主導でレジ袋の有料化をしているところは、全県、全部一緒に有料化をしていると

いう県が８県あるそうでございます。そして、市町村ごとに有料化をしておる県は

23都道府県で、381市町村あるということでございます。これは平成20年のデータ

ーでありますから、現在ではまだふえているんじゃなかろうかなというふうに思っ

ております。 

 そういうことで、レジ袋がごみの総重量に占めるパーセントはわずか１％だそう

でございますが、それでも市民にごみの減量化の喚起を促すということでは、まず

ここから取り組んでいくべきであろうというふうに思いますが、このことについて

のお考えをお聞きをいたします。これで１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。富安水道局長。 

［水道局長 富安 豪君 登壇］ 

○水道局長（富安 豪君）   

 森川議員の一般質問の１点目、上水道、下水道の管理運営についてのうち、上水

道の管理運営についてお答えいたします。 

 上水道の老朽管の状況、老朽管更新事業の現状及び今後についてのご質問でござ

いますが、本市の上水道事業は、議員ご案内のとおり、昭和28年に給水開始し、そ

の後、第一次から第七次拡張事業を経て、平成21年度末現在、給水人口は２万9954

人、普及率は95.6％に達し、水道管の総延長は174キロメートルとなっております。

このうち、法定耐用年数を超えた水道管は約60キロメートル、管路総延長の約３割

を占めております。本年度は、老朽管更新緊急対策事業として、当初計画を１年前

倒しし、山鹿地域の濁り水解消を図るため、基幹管路3.4キロメートルの布設がえ

を予定しているところです。 

 今後は、水道事業総合基本計画に基づき、老朽管更新及び耐震化を進めていきた

いと考えております。 

 水道は、市民生活や社会経済活動を支える重要なライフラインであるため、安

全・安心・安定な水の供給を基本に、水道の普及に努めてまいります。 

以上、ご答弁とさせていただきます。 
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○議長（横手啓介君）   

宮本環境部長。 

［環境部長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○環境部長（宮本榮次郎君）   

森川議員の一般質問、上水道、下水道の管理運営についての、下水道管渠の現状

と今後の老朽化対策についてお答えします。 

下水道整備につきましては、山鹿地域におきまして昭和44年度に事業に着手し、

平成21年度末現在で145キロメートルの下水道管渠を布設しており、整備率が

80.8％となっています。また、鹿本地域におきましては昭和59年度に事業に着手し、

平成21年度末の管延長が48キロメートル、整備率が90.1％となっており、山鹿地域、

鹿本地域を合わせまして193キロメートルの下水道管渠の管理を行っています。 

施設の状況としまして、下水道管渠の基準耐用年数は50年とされており、山鹿市

においては、事業着手から40年ということで、耐用年数に達している下水道管渠は

ありませんが、布設後30年を超えた管渠の延長が約32キロメートルとなっており、

一部の路線において、硫化水素によるマンホールの劣化も見られるため、平成21年

度から薬品による劣化防止対策を行っている現状でございます。 

今後の老朽化対策としましては、ただいま申し上げましたように、30年、40年と

経過する下水道管渠もふえてくることから、安全対策やコスト削減による財政健全

化のためにも、施設の延命化を図るための劣化防止対策を行うとともに、長寿命化

計画などにより、管渠の劣化状況の把握を行い、延命化を図る必要があると考えて

いるところでございます。以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

緒方建設部長。 

［建設部長 緒方淳一君 登壇］ 

○建設部長（緒方淳一君）   

森川議員の一般質問の２点目、橋梁の維持管理についてお答えします。 

橋梁の維持管理につきましては、全国的な問題となっているところでございます。

平成19年度の道路施設現況調査によりますと、長さ15メートル以上の橋梁が全国に

15万橋あります。全体の約４割が高度経済成長期の1950年代から70年代にかけて建

設されております。老朽化した橋の更新につきましては、従来、建設後50年が目安

とされており、これを基準にすると築50年以上の橋の割合が７％から、20年後には

49％に急伸するような状況でございます。これらの橋を長持ちさせることにより、

コスト縮減が図られ、橋梁の長寿命化が進められるようになったわけでございます。 

現在、山鹿市には624橋の橋梁があり、長寿命化を進めるための点検を平成21年
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度から始めております。平成21年度は、長さ10メートル以上、165橋について実施

しましたが、10％に当たる17橋が架設から50年以上経過しており、今後20年の間に

全体の55％を超える91橋が50年を経過する見込みです。平成22年度は、長さ10メー

トル未満、橋梁数にしまして459橋の点検を計画しており、平成23年度に橋梁長寿

命化修繕計画を策定する予定であります。 

計画策定後は、従来の事後的な修繕及びかけかえから、予防的な修繕及び計画的

なかけかえを行い、コスト縮減も図りつつ道路の安全性を確保していきたいと考え

ております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

質問の３点目、山鹿市情報発信交流施設の現状と、今後の機能強化について、お

答えいたします。 

この施設につきましては、平成20年度の国の地域活性化・生活対策臨時交付金を

活用し、鹿本農業協同組合が事業主体となり、都市と農村の交流促進、特産品の消

費拡大等を目的に、ファーマーズマーケット夢大地館に併設する形で建設されたも

のであります。 

施設の現状といたしましては、大型モニターやパンフレットを活用し、市内でと

れた農産物の紹介や観光案内を行ったり、地域の食材を使った軽食料理を提供し、

山鹿のＰＲに努めているところです。しかしながら、本施設は、議員ご指摘のとお

り、本来の役割としての機能を十分果たしているとは言えず、対策が必要であると

考えております。 

今後の機能強化につきましては、まずはこの施設から山鹿の農産物を初め、歴史

や温泉、観光等に関する情報を積極的に発信することが重要です。ついては、ＪＡ、

ファーマーズマーケットや各物産館、観光部局や関係団体と連携を密にして、でき

る限りの情報収集に努め、大型モニター等による情報発信機能を高めてまいりたい

と思います。 

また、山鹿の農産物や各物産館等を紹介するガイドブック、パンフレット等を新

たに作成し、ファーマーズマーケットや当該施設を訪れる県内外の消費者に、山鹿

のよさをＰＲしてまいります。 

施設内にあります体験加工室については、具体的な利用計画の策定に時間を要し

たことから、これまでほとんど利用されていませんでしたが、７月より地域の食材

を使った料理体験活動が開始されることになりました。料理体験を通した食育や消
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費者との交流促進に役立つものと期待しております。 

料理に関しては、現在、米粉を使ったうどんが提供されており、すぐ目の前では

米粉を使ったたい焼きも販売されています。将来的には、例えば米粉料理のメニュ

ーをふやし、県内でも珍しい米粉料理にこだわった施設として、集客力を高めるな

ど、地元食材のＰＲや消費拡大に貢献できるよう、施設の設置者でありますＪＡと

一緒に検討していきたいと考えております。 

次に、原議員の答弁でも申し上げました、販路開拓推進員の件についてでござい

ます。これにつきましては、ＪＡと連携して、山鹿の農産物の販路を拡大していき

たいということで、県の緊急雇用対策基金事業というのを活用して、今回、６月一

般会計補正予算で緊急雇用対策事業の中に含めておりますけれども、608万円の補

正を計上しております。 

２名の販路開拓推進員をＪＡにお願いしてＪＡの方で人選をしていただき、ＪＡ

に配置するという考えでございまして、期限は７月から３月いっぱいの９カ月を考

えておるところでございます。 

役割といたしましては、山鹿の農産物、あるいは加工品、これらをいわゆる営業

マンという形で福岡都市圏に向けて一生懸命営業してもらう、それについて県の福

岡事務所と連携をして取り組んでもらう、そういう役割を考えております。それに

必要な予算について、一部ＪＡに委託料として支払うというようなことを考えてい

るところでございます。 

販路開拓推進員については、以上のような概要でございます。 

以上、お答え申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

宮本環境部長。 

［環境部長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○環境部長（宮本榮次郎君）   

森川議員の一般質問の４番目、ごみの排出抑制についてお答えします。 

議員ご質問のとおり、レジ袋有料化及び削減に取り組む目的は、直接的にはごみ

の減量化と原油消費量の削減でございますが、レジ袋削減の取り組みに向けた活動

を通じて、環境に優しいライフスタイルを確立し、循環型社会と低炭素社会の構築

につながる有効な手段であると認識しています。 

また、レジ袋は最終的には廃棄物として処理されており、家庭ごみから排出され

る構成比の１％を占めていると言われています。レジ袋有料化の具体的取り組みは、

熊本県内では既に３市において実施されていますが、この取り組みは消費者、事業

者、行政が連携しなければ実現しない取り組みであり、特に県下が統一して取り組



 － 126 －

まなければ消費者や事業者に対して地域間の不公平、格差が生まれるものでありま

す。 

森川議員が先ほど申し上げられましたように、県議会の一般質問で環境生活部長

が今後熊本県ではレジ袋有料化に向けた取り組みを促進、広げることを目的に、事

業者、消費者、行政を対象としたセミナー開催や、市町村との連携を促進すると答

弁されており、早速来週には県北地域全体を対象にした連携促進検討委員会が開催

予定であり、山鹿市におきましても積極的に参画したいと考えています。 

なお、本市においてのレジ袋削減等に関する取り組み状況を報告させていただき

ます。 

本市では、来月１日から発売されます山鹿市地域商品券事業とタイアップして、

エコショップ事業を実施することとしております。この事業は、山鹿商工会議所と

山鹿市商工会で構成される山鹿市経済振興委員会が実施します地域商品券事業にあ

わせ、委員会と山鹿市が協力して、商品券取り扱い店の中で、レジ袋削減やマイバ

ック推進など、環境に配慮した取り組みを行う取り扱い店をエコショップとして登

録し、だれもが簡単にできる地球環境に配慮した取り組みを実践していただきなが

ら、環境への意識の高揚と啓発を図るため、試験的に取り組む事業であり、山鹿市

における新たな循環型社会の形成を推進する一つの取り組みであります。 

また、商品券取り扱い終了後には、エコショップ登録店へのアンケート調査を実

施し、登録店や市民の環境に関する意識等を収集、取りまとめて、今後のマイバッ

ク運動やレジ袋有料化などへ連動するための指標にしたいと考えております。 

なお、エコショップに登録し、環境に配慮した取り組みを実践するエコショップ

登録店には、換金手数料の0.5％の引き下げを行う支援制度も盛り込んであり、エ

コショップ登録店の事業者、商品券を使用する市民、環境への取り組みの啓発、促

進、情報の収集を図れる行政の、それぞれに相乗効果の高い事業でございます。 

今後も市民、事業所、行政の協働でごみをつくらない、ごみにしない、ごみを出

さない、排出抑制の取り組みを積極的に推進したいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

森川議員、了解ですか。 

○18番（森川昭彦君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

森川議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 
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○18番（森川昭彦君）   

政権が変わりまして、コンクリートから人へということでございますが、上水道

も下水道も、そして橋梁も、まずは市民、住民の安心・安全の第一義的なものでご

ざいます。国からのいろいろな補強の方法とか延命措置とか、指導もあると思いま

すが、しっかりと研鑽をされて、市民の安心安全のためにご努力をいただきますよ

うに、お願いをいたします。 

ＪＡの情報交流発信基地でございますが、先ほど申し上げましたように、今、部

長から答弁をいただきまして、今からそういう取り組みをされるんだなというふう

に思っております。またちょくちょく行く機会もございますので、どのようにやっ

たいるのかしっかりと見せていただきたいと思います。 

それから、３月議会で一般質問をいたしまして、特に農林部長は、県からおいで

になった方ですので、もう一度しっかり検討していただきたいと思うことを、一つ

お願いをしておきます。 

ＪＡの庁舎、当然新しくできるのでしょう、山鹿市の庁舎も新しくできます。そ

の中で、県とＪＡと、そして山鹿市、その三者がそれぞれ担当者がワンフロアで仕

事ができる場所をつくる。そんな難しいことじゃないだろうと思いますので、この

建設を機会に、ぜひとも部長、そこらあたりを研究をしてみてください。 

以上で終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、森川議員の一般質問は終了いたしました。 

これをもちまして、通告による質疑、一般質問は全部終了いたしました。 

これにて質疑、一般質問を終結いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております。議案第69号 固定資産評価員の選任についての

案件は、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思い

ます。 

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第69号は委員会付託を省略することに決し

ました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 委員会付託 

○議長（横手啓介君） 
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   日程第２、委員会付託を行います。ただいま議題となっております議案第69号を

除く全案件を、お手元に配布いたしております付託表のとおり、それぞれの常任委

員会に付託いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会 

○議長（横手啓介君） 

   以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

   本日はこれにて散会いたします。 

午後２時48分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成22年（第３回）山鹿市議会６月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

平成22年６月23日（水曜日）午前10時開議 

第１ 議案第54号 専決処分の承認を求めることについて 

         （山鹿市税条例の一部を改正する条例） 

   議案第55号 専決処分の承認を求めることについて 

         （山鹿市都市計画税条例の一部を改正する条例） 

   議案第56号 専決処分の承認を求めることについて 

         （山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

   議案第57号 専決処分の承認を求めることについて 

         （山鹿市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例） 

   議案第58号 専決処分の承認を求めることについて 

         （平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第１号）） 

   議案第59号 山鹿市税特別措置条例の一部を改正する条例 

   議案第60号 山鹿市鹿央農産物加工施設条例の一部を改正する条例 

   議案第61号 山鹿市鹿北竹加工学習施設条例の一部を改正する条例 

   議案第62号 山鹿市鹿北ふれあい会館条例の一部を改正する条例 

   議案第63号 山鹿市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例 

   議案第64号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第２号） 

   議案第65号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第66号 財産の取得について 

   議案第67号 財産の取得について 

   議案第68号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

   議案第69号 固定資産評価員の選任について 

   請願第１号 日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡに反対し、日本の農業を守る意見書提出に

ついての請願書  

   付 議 事 件 議員定数等に関する調査の件 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

第２ 議員派遣の件 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 
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 議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君 

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副 市 長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

市 民 福 祉 部 長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 長     潮 﨑 昭 二 君   

商 工 観 光 部 長     三 森 兄 臣 君   

建 設 部 長          緒 方 淳 一 君   

環 境 部 長          宮 本 榮次郎 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長          倉 原 謙 治 君   

総 務 部 次 長         本 多 隆 文 君   

市民福祉部次長         有 働   博 君   

農 林 部 次 長         冨 田 弘 海 君   

水 道 局 長          富 安   豪 君   

病院事務部事務次長       田 上 信 博 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

総 務 課 長     木 村 厚 男 君   

財 政 課 長          木 下   実 君   

市 民 課 長          森   康 一 君   

農 林 整 備 課 長         池 田 廣 二 君   

商 工 課 長          大 森 健 司 君   

商工課企業誘致推進室長          近 藤   敏 君   

住 宅 課 長          古 家 明 敏 君   

農業委員会事務局長          髙 木   勇 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長         渡 邊 義 明 君   

議 事 係 長          中 村 武 志 君   

書 記          森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   これより、本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 議案第54号 専決処分の承認を求めることについて 

            （山鹿市税条例の一部を改正する条例） 

      議案第55号 専決処分の承認を求めることについて 

            （山鹿市都市計画税条例の一部を改正する条例） 

      議案第56号 専決処分の承認を求めることについて 

            （山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

      議案第57号 専決処分の承認を求めることについて 

            （山鹿市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例） 

      議案第58号 専決処分の承認を求めることについて 

            （平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第１号）） 

      議案第59号 山鹿市税特別措置条例の一部を改正する条例 

      議案第60号 山鹿市鹿央農産物加工施設条例の一部を改正する条例 

      議案第61号 山鹿市鹿北竹加工学習施設条例の一部を改正する条例 

      議案第62号 山鹿市鹿北ふれあい会館条例の一部を改正する条例 

      議案第63号 山鹿市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例 

      議案第64号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第２号） 

      議案第65号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

      議案第66号 財産の取得について 

      議案第67号 財産の取得について 

      議案第68号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

      議案第69号 固定資産評価員の選任について 

      請願第１号 日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡに反対し、日本の農業を守る意見書

提出についての請願書 

      付 議 事 件 議員定数等に関する調査の件 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   日程第１、各常任委員会及び特別委員会に付託してありました議案、請願、付議

事件及び議案第69号の全案件を議題といたします。 

各常任委員長及び特別委員長の報告を求めます。 

永田福祉厚生常任委員長。 
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［福祉厚生常任委員長 永田紘二君 登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（永田紘二君） 

   福祉厚生常任委員会の審査の経過と結果についてご報告いたします。 

本定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案３件であります。

当委員会は６月15日、午前10時より、３階会議室におきまして委員全員出席のもと、

執行部に関係職員の出席を求め、委員会を開催し、付託案件について慎重に審査を

行いました。 

議案第56号 専決処分の承認を求めることについて（山鹿市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例）、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第65号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第68号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

以上、福祉厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   池田経済観光常任委員長。 

［経済観光常任委員長 池田誠一君 登壇］ 

○経済観光常任委員長（池田誠一君） 

本定例会におきまして、経済観光常任委員会に付託されました案件は、議案６件、

請願１件であります。 

去る６月16日、午前10時から議員控室におきまして委員全員出席、執行部に関係

職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。その結果についてご報告いたしま

す。 

開会後、４月１日付の人事異動による職員の自己紹介を行い、その後、議案審査

に先立ちまして現地調査を行いました。まず、城北家畜保健衛生所におきまして、

「家畜法定伝染病口蹄疫」について平山所長より詳しく説明を受け、次にオムロン

リレーアンドデバイス株式会社に赴き、「オムロンの全社構造改革とＥＭＣ事業改

革について」服部取締役より、オムロンの事業集約と今後の事業展開について説明

をいただきました。その後、小栗郷で昼食をとり、今回の議案に上程されておりま

す鹿北地区の竹加工学習施設、ふれあい会館、農産物加工施設の３施設を視察。担

当職員より詳しく説明を受けました。その後、帰庁し、午後１時50分より委員会を

再開、慎重に議案審査を行いました。その結果についてご報告いたします。 

議案第58号 専決処分の承認を求めることについて（平成22年度山鹿市一般会計

補正予算（第１号）中所管）、原案のとおり承認すべきものと決しました。 
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議案第60号 山鹿市鹿央農産物加工施設条例の一部を改正する条例、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第61号 山鹿市鹿北竹加工学習施設条例の一部を改正する条例、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第62号 山鹿市鹿北ふれあい会館条例の一部を改正する条例、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

議案第63号 山鹿市工場等施設奨励条例の一部を改正する条例、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

議案第64号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第２号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

請願第１号 日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡに反対し、日本の農業を守る意見書提出に

ついての請願書、この案件につきましては、慎重に審議を行い、そしてまたＥＰＡ、

そしてＦＴＡの問題点、それぞれを調査し、議論を重ねました。しかしながら、最

後の文面でございますが、日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡ反対の意見書を政府に提出して

いただきますようにという文面の中で、このＦＴＡ・ＥＰＡという文言そのものが、

自由貿易協定の農産物だけにかかわらず、すべての貿易に関することに包含されま

すので、そのことを詳しく説明を受けたいと思いましたが、これは私の不徳のいた

すところでもございますし、紹介議員にご出席を求めておりませんでした関係上、

どなたも出席していただけなかったという理由上、この件につきまして、その説明

を受ける機会もなかったということで、なお慎重に審査する必要があると認め継続

審査すべきものと決しました。 

以上、経済観光常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

平井建設環境常任委員長。 

［建設環境常任委員長 平井邦廣君 登壇］ 

○建設環境常任委員長（平井邦廣君） 

建設環境常任委員会の報告をいたします。本定例会におきまして、当委員会に付

託されました案件は、議案１件であります。 

去る６月17日、午前10時から議員控室におきまして、委員全員出席、執行部に関

係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。その結果について、ご報告いた

します。 

まず、議案審査に先立ちまして、現地調査を行いました。調査箇所は、熊本市植

木町にある山鹿植木広域行政事務組合リサイクルプラザと、同一般廃棄物最終処分

場です。現地では、山鹿植木広域行政事務組合の栃原事務局長及び担当職員の方か
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ら、施設の機能や処理能力等について説明を受けた後、現地視察を行いました。午

後１時30分から委員会を再開、４月１日付人事異動による職員の自己紹介を受けた

後、慎重に議案審査を行いました。 

議案第64号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第２号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

以上、建設環境常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

川野総務文教常任委員長。 

［総務文教常任委員長 川野 功君 登壇］ 

○総務文教常任委員長（川野 功君） 

総務文教常任委員会の報告をいたします。本定例会におきまして、当委員会に付

託されました案件は議案８件であります。 

去る６月18日、午前10時から本庁３階会議室におきまして、委員全員出席、執行

部に関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

議案審査に先立ちまして現地視察を行いました。 

まず最初に、昨年７月に国指定史跡の指定を受けた菊鹿地区の隈部氏館跡にて、

文化課から経緯や今後の活用について説明を受けました。 

次に、過疎集落いきいき事業のモデル地区として位置づけられております菊鹿地

区の１区、番所にて企画課から地区の特長や取り組み、内容等について説明を受け

ました。 

午後１時30分から委員会を再開、議案審査に入ります前に、４月１日付の人事異

動による職員の自己紹介を求めました。 

それでは、会議の結果について報告いたします。 

議案第54号 専決処分の承認を求めることについて（山鹿市税条例の一部を改正

する条例）、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第55号 専決処分の承認を求めることについて（山鹿市都市計画税条例の一

部を改正する条例）、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第57号 専決処分の承認を求めることについて（山鹿市職員退職手当支給条

例の一部を改正する条例）、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第58号 専決処分の承認を求めることについて（平成22年度山鹿市一般会計

補正予算（第１号））、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第59号 山鹿市税特別措置条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

議案第64号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第２号）、原案のとおり可決
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すべきものと決しました。 

議案第66号 財産の取得について、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第67号 財産の取得について、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

以上、総務文教常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   丸山特別委員長。 

［特別委員長 丸山康昭君 登壇］ 

○特別委員長（丸山康昭君） 

議員定数等に関する特別委員会より報告いたします。本委員会は、議員定数等に

関する調査を行うことを目的に、平成21年３月定例会において議員提案として設置

されました。各常任委員会より４名、計16名の委員構成をもって平成21年５月29日

に第１回目の委員会を開催し、これまでに10回の委員会を開催するとともに、他県

への先進地視察を行うなど、協議を重ねてまいりました。 

平成21年12月定例会の中間報告で、当初の計画どおり、議員定数に関しては22年

６月議会をめどに議案を提出する予定で進めてまいりたい旨を報告いたしました。

平成22年２月16日、第６回以降は定数に絞って審議いたしました。全委員より、定

数案を求めたところ、20名、24名、26名の案が出され、理由づけと市民が納得でき

る定数を出すということで、各委員から多くの意見が出されましたが、一つの定数

案を見出すことができず、次回委員長提案をということで、第７回委員会を終わり

ました。 

５月21日、第８回委員会では、川野副委員長と協議し、委員長提案を次のとおり

提出いたしました。今回の議員定数等に関する特別委員会は、議員定数を削減する

ことを第一の目的に、議会側が自発的に提案設置された特別委員会であることを考

慮すると、平成26年以降の合併特例措置終了後は、約21億円の交付金が減額される

などの財政状況や、人件費抑制のため市職員約３分の１の200人以上が削減される

こと。また、本委員会で検討されている議員報酬、政務調査費や市議会議員選挙の

公費負担問題等を熟慮し、定員22名を委員長提案とすることを報告させていただき

ました。しかし、５月31日第９回及び６月21日第10回においても、各委員それぞれ

に持論をお持ちであり、一つの案に絞ることができませんでした。 

本定例会をめどに結論を出す予定でしたが、以上のような理由で定数の決定にい

たりませんでした。今までの委員会で出された定数案を白紙に戻し、本委員会が設

置された目的から検討をやり直し、ゼロから審議することとし、継続審査とするこ

とといたしました。以上、報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 
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   以上で、各常任委員長及び特別委員長の報告を終わります。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論の通告があっておりますので、発言を許します。 

原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君） 

   12番議員、日本共産党の原徹です。私は議案第68号、熊本県後期高齢者医療広域

連合規約の一部変更について、反対を表明します。 

質疑でも述べましたが、平成のうば捨て山と言われる後期高齢者医療制度は即廃

止と、民主党政権が公約していたにもかかわらず、４年先に先延ばしてしまいまし

た。そして新たに今度はうば捨て山の入山年齢を75歳から65歳に広げようとしてお

ります。私は絶対にこれを認めることはできません。もし公約どおり、即廃止にし

ておれば、広域連合議会も廃止されるわけで、今回のような規約変更も必要ないわ

けであります。 

本規約変更の提案は、現在の32名の議員を45名に増員するということであり、そ

の理由として、全ての自治体の意見を反映させることをあげております。私は民意

を反映させるという立場から、45名という数は別としまして、連合議員を増員する

ことは賛成です。しかし本議案の議員選出方法、選挙の方法ですが、あまりにも粗

雑で不公平だと思うわけです。 

１点目は、全自治体から議員を出すことになっておりますが、人口2,000名に満

たない五木村と、その400倍近い人口を持つ熊本市からも議員１名というのでは、

あまりにも公平公正さに格差があるのではないでしょうか。議員は対等平等で、

各々１票の議決権があるということを考慮すれば、一定の基準を設けてより大きな

自治体にはプラスアルファを加える。こういうことをすべきではないかと考えます。 

２点目は、本議案は、議員と市長の役割を考慮せずに、混合して一緒くたに１名

というふうになっております。議員と市長の役割は違うわけですから、別に首長の

枠を、別に設けて、市長会代表あるいは町村会代表として、会として数名を選出す

るようにしてはどうかと、こういうふうなことを考えたわけであります。 

以上、２点を反対理由として述べましたが、もっとこれらは時間をかけて、時間

はかけなくてもいいと思いますが、慎重に検討して、より公平で民主的な選出方法

を提案すべきだと考え、反対いたします。終わります。 



 － 140 －

○議長（横手啓介君） 

   以上で、通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより、採決を行います。 

議案第54号から議案第58号までの５案件を一括採決いたします。議案第54号から

議案第58号までの５案件に対する委員長報告は、承認であります。 

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、５案件は原案のとおり承認されました。 

次に、議案第59号から議案第63号までの５案件を一括採決いたします。議案第59

号から議案第63号までの５案件に対する委員長報告は、可決であります。 

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、５案件は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第64号及び議案第65号の２案件を一括採決いたします。議案第64号及

び議案第65号の２案件に対する委員長報告は、可決であります。 

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、２案件は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第66号及び議案第67号の２案件を一括採決いたします。議案第66号及

び議案第67号の２案件に対する委員長報告は、可決であります。 

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、２案件は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第68号に対する委員長報告は、可決であります。 

委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（横手啓介君） 
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   起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第69号、固定資産評価委員の選任について。原案のとおり同意するこ

とにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

次に、請願第１号に対する委員長報告は、継続審査であります。 

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、請願第１号は閉会中の継続審査とすることに決

しました。 

   次に、付議事件に対する委員長報告は、継続審査であります。委員長報告のとお

り決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、付議事件は閉会中の継続審査とすることに決し

ました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 議員派遣の件 

○議長（横手啓介君） 

   日程第２、議員派遣の件を議題といたします。 

お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第160条の規定により、お手

元に配付いたしました議員派遣のとおり決定をいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

ご異議なしと認めます。よって、派遣することに決定いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 閉 会 

○議長（横手啓介君） 

   これをもちまして、本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

よって、平成22年（第３回）山鹿市議会６月定例会を閉会いたします。 

午前10時25分 閉会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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